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は  じ  め  に 

 

 

 

 本書は平成26年度における騒音規制法の施行状況及び騒音苦情の状況等につ

いて、都道府県、市及び特別区からの報告を取りまとめたものです。 

 本書が関係各位に広く利用され、騒音防止行政の推進にあたっての参考とな

れば幸いです。 

 最後に、本書の作成にあたり、調査の実施に御協力いただいた都道府県及び

市区町村の職員の方々に御礼申し上げます。 
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騒音規制法の施行状況等の概要 

 

 

１．騒音規制法に基づく地域指定の状況及び届出件数 

（１）地域指定の状況 

騒音規制法に基づき地域指定が行われている市区町村数は、平成 26 年度末時点で
1,306 市区町村（前年度 1,309 市区町村）であり、全国の市区町村数の 75.0％（同
75.1％）に相当した。 

（図１、表１、表 10 参照） 

 

（２）特定工場等総数及び特定施設の届出数 

騒音規制法に基づき届出された特定工場等の総数は、平成 26 年度末時点で
208,907 件で、前年度（211,792 件）より 2,885 件（1.4％）減少した。 

また、特定施設の総数は 1,518,520 件で前年度（1,509,653 件）より 8,867 件
(0.6％)増加した。 

特定工場等の内訳をみると、主な特定施設として空気圧縮機等を届け出ているも
のが全体の 42.2％と最も多く、次いで金属加工機械が 20.8％であった。 

特定施設の届出数の内訳をみると、空気圧縮機等が全体の 45.3％と最も多く、次
いで織機が 21.1％、金属加工機械が 18.2％の順となった。 

（図２、図３、表６、表 13-１-１、表 13-１-２、表 21-１、表 21-２参照） 
 

（３）特定建設作業の実施届出件数 

平成 26 年度中の特定建設作業実施届出件数は 77,602 件（前年度 80,273 件）であ

り、その内訳をみると、さく岩機を使用する作業が 46,747 件（同 47,175 件）と最

も多く、次いでバックホウを使用する作業が 16,324 件（同 17,855 件）の順になっ

ており、これらで全体の 81.3％を占めた。 

（図４、表４-３、表 14 参照） 

 

２．騒音規制法に基づく措置の状況 

（１）特定工場等に対する措置等の状況 

平成 26 年度の騒音規制法の指定地域内の特定工場等に係る苦情は 963 件（前年度

987 件）であった。 

これに対して騒音規制法に基づき行われた措置は、立入検査が673件（同684件）、

報告の徴収が 143 件（同 180 件）、騒音の測定が 315 件（同 326 件）であった。測

定の結果、規制基準を超えていたものは 185 件（同 180 件）であり、改善勧告が３

件（同１件）、改善命令は０件（同０件）であった。なお、これらの騒音規制法に

基づく措置のほか、行政指導が 816 件（同 831 件）であった。 

（表５-１、表 15-１、表 15-２、表 15-３、表 16-１参照） 

 

（２）特定建設作業に対する措置等の状況 

平成26年度の騒音規制法の指定地域内における特定建設作業に係る苦情は2,093

件（前年度 2,196 件）であった。 

これに対して騒音規制法に基づき行われた措置は、立入検査が 1,623 件（同 1,624

件）、報告の徴収が 325 件（同 308 件）、騒音の測定は 414 件（同 390 件）であっ

た。測定の結果、規制基準を超えていたものは 79 件（同 83 件）であり、改善勧告
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及び改善命令は０件（同０件）であった。なお、これらの騒音規制法に基づく措置

のほか、行政指導が 1,789 件（同 1,898 件）であった。 

（表５-２、表 17-１、表 17-２、表 18-１参照） 

 

（３）道路交通騒音に対する措置等の状況 

平成 26 年度の騒音規制法の指定地域内における道路交通騒音の苦情は 268 件（前

年度 273 件）であった。 

これに対して騒音規制法に基づき行われた措置は、騒音の測定が 62 件（同 58 件）

行われ、その結果、要請限度を超えていたものが 14 件（同４件）であった。また、

都道府県公安委員会に対する交通規制等の要請は０件（同０件）であり、道路管理

者に対する道路の構造改善等の意見陳述が２件であった（同２件）。 

なお、これらの騒音規制法に基づく措置のほか、都道府県公安委員会に対する同

様の措置依頼が 12 件（同１件）、道路管理者に対する措置依頼が 70 件（同 67 件）

であった。 

このほか、公害苦情をきっかけとしていない道路管理者に対する道路の構造改善

等の意見陳述が２件であった。 

（表５-３、表 19-１、表 20-１参照） 

 

３．騒音に係る苦情の件数 

（１）苦情件数の推移 

平成26年度に全国の地方公共団体が受理した騒音に係る苦情の件数は17,110件で

あった。これは、前年度（16,717 件）と比べて 393 件（2.4％）の増加となった。 

（図５参照） 

 

（２）発生源別の苦情件数 

平成 26 年度の苦情件数を発生源別にみると、建設作業が 5,674 件（全体の 33.2％）

で最も多く、次いで工場・事業場が 5,113 件（同 29.9％）、営業が 1,612 件（同 9.4％）

の順となっている。 

また、前年度と比較すると、工場・事業場に係る苦情が 345 件（7.2％）、家庭生活

に係る苦情が 141 件（15.7％）増加したものの、建設作業に係る苦情が 289 件（4.8％）

減少した。 

（図５、表７-１、表 22-１参照） 

 

（３）都道府県別の苦情件数 

平成 26 年度の苦情件数を都道府県別にみると、東京都の 3,529 件が最も多く、次

いで大阪府が 1,885 件、愛知県が 1,511 件、神奈川県が 1,208 件、埼玉県が 1,181

件となっている。騒音苦情件数の上位５都府県における合計件数が全体の 54.4％に

達するなど、大都市を有する地域における苦情が大きな割合を占めた。 

（表 22-１参照） 

 

（４）規制対象とそれ以外の苦情件数との比較 

平成 26 年度の工場・事業場に対する苦情総数は 5,113 件であり、そのうち騒音規

制法の規制対象となる指定地域内の特定工場等に対するものは、963 件（全体の

18.8％）であった。また、建設作業に対する苦情総数 5,674 件のうち、同指定地域内
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の特定建設作業に対する苦情は 2,093 件（同 36.9％）となっている。 

（表７-１参照） 

（５）低周波音に係る苦情の状況 

平成 26 年度に地方公共団体が受理した低周波音に係る苦情の件数は 253 件（前年

度 239 件）であった。 

内訳をみると、工場・事業場に係るものが 72 件（全体の 28.5％）が最も多く、

次いで家庭生活に係るものが 59 件（全体の 23.3％）の順となっている。 

（表７-２、７-３参照） 
 

４．騒音に係る環境基準の達成状況 

（１）騒音に係る環境基準の類型当てはめ状況 

環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の地域類型を当てはめる地域を有する

市区町村は、平成 26 年度末において、全国の市区町村数の 70.7％に当たる 1,231

市区町村であった。 

（表２、表 11 参照） 

 

（２）一般地域における環境基準の適合状況 

全国の一般地域（道路に面する地域以外の地域）における環境騒音の状況を把握

するため、地方公共団体により測定された環境騒音の環境基準の適合状況について

調査した。 

 

①  環境騒音の測定実施状況 

平成 26 年度に環境騒音の測定を実施した地方公共団体数は 335 市区町村（前

年度 355 市区町村）で、環境基準の類型当てはめがなされている 1,231 市区町村

の 27.2％であった。 

測定地点の総数は 3,051 地点（同 3,174 地点）であり、そのうち定点測定地点

数は 2,468 地点(同 2,608 地点）で、全体の 80.9％となった。ただし、定点測定

地点とは、測定地点のうち継続的な変化を調査するために定期的に測定を行う地

点であり、毎年度実施しているものとは限らない。 

 

②  環境基準の適合状況 

環境基準の適合状況は、地域の騒音状況をマクロに把握するために必要な地点

を選定している場合と、騒音に係る問題を生じやすい地点等を選定している場合

とに分けて集計を行っている。 

ア 地域の騒音状況をマクロに把握するために必要な地点を選定している場合 

平成 26 年度は、全測定地点 2,733 地点（前年度 2,849 地点）のうち 84.8％

（同 86.6％）の地点で環境基準に適合した。 

地域類型別にみた場合、Ａ類型及びＢ類型地域（住居系地域）では 2,014 地

点（同 2,118 地点）のうち 85.2％（同 86.4％）の地点で適合し、Ｃ類型地域（住

居・商工業混在地域）では 716 地点（同 721 地点)のうち 83.7％（同 87.9％）

の地点で適合した。 

イ 騒音に係る問題を生じやすい地点等を選定している場合 

平成 26 年度は、全測定地点 318 地点（前年度 325 地点）のうち 74.8％（同

79.7％）の地点で適合した。 

－3－



 

地域類型別にみると、Ａ類型及びＢ類型地域では 213 地点（同 225 地点）の

うち 72.8％（同 78.7％）の地点で適合し、Ｃ類型地域では 105 地点（同 98 地

点）のうち 79.0％（同 83.7％）の地点で適合した。 
 

（注）この集計における環境基準の適合・不適合の判定については、原則として測定し

た全ての時間帯において環境基準を満たした場合を「適合」とした。 

（表９、表 24 参照） 
 

※道路に面する地域については、自動車交通騒音実態調査報告を参照 
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1 , 5 1 41 , 5 9 21 , 7 0 81 , 7 4 01 , 7 6 11 , 8 0 01 , 8 6 61 , 9 1 01 , 9 3 01 , 9 6 11 , 9 8 72 , 0 5 62 , 0 6 32 , 0 6 82 , 0 6 92 , 0 7 32 , 0 8 32 , 0 8 82 , 0 9 72 , 1 0 12 , 1 0 72 , 1 1 12 , 1 1 72 , 1 1 62 , 1 2 42 , 1 2 82 , 1 3 22 , 0 8 9 1 , 7 6 3 1 , 3 8 51 , 3 7 41 , 3 6 61 , 3 5 71 , 3 1 51 , 3 1 51 , 3 1 01 , 3 0 71 , 3 0 91 , 3 0 6

02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,400 S.51525354
55565758

59606162
63 H.元23

4567
891011

12131415
16171819

20212223
242526

市 区 町 村 数

（年度）村48/183 (26.2％) 町458/745 (61.5%) 市777/790      
  

(98.4%) 区23/23 (100.0%)計1,306/1,741 (75.0%)
図
１

騒
音
規
制
法
に
基
づ
く
地
域
指
定
状
況
の
推
移
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1 4 6 , 3 0 61 5 7 , 6 1 61 6 4 , 0 1 81 6 8 , 8 9 81 7 3 , 4 2 51 7 7 , 2 9 31 8 1 , 6 3 91 8 5 , 4 7 01 8 7 , 9 4 11 9 1 , 5 4 61 9 0 , 8 6 81 9 2 , 0 4 91 9 4 , 0 0 71 9 6 , 0 0 21 9 8 , 0 1 92 0 0 , 4 4 22 0 1 , 7 3 52 0 2 , 5 4 42 0 4 , 8 3 82 0 6 , 5 4 82 0 4 , 8 2 22 0 6 , 1 2 02 0 6 , 9 2 12 0 5 , 9 1 52 0 7 , 7 4 82 0 8 , 7 7 92 0 8 , 3 8 92 0 7 , 9 5 02 0 7 , 4 9 42 0 8 , 7 3 62 1 3 , 2 1 72 1 3 , 0 3 22 1 3 , 2 6 12 1 4 , 0 0 92 1 5 , 5 1 22 0 9 , 9 4 72 0 6 , 7 6 62 1 1 , 7 9 22 0 8 , 9 0 7

020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000200,000220,000 S.51525354
555657585

960616263
H.元234

56789
101112131

415161718
192021222

3242526

特 定 工 場 等 総 数
（ 年度）印刷機械 18,181(8.7%) 木材加工機械 18,834(9.0%) 織機 21,668(10.4%

)
その他 18,524(8.9%) 空気圧縮機等 88,240  (42.2%) 金属加工機械 43,460 (20.8%)

（注）２種類
以上の特定施

設を有する特
定工場等につ

いては、その
施設のうち、

代表的な施設
名の所に計上

している。

図
２

特
定
工
場
等
数
の
推
移
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図
３
　
特
定
工
場
等
数
及
び
特
定
施
設
数
の
構
成
比
率
（
平
成
2
6
年
度
末
現
在
）

（１）特定工
場等（総数　

208,907）
（２）特定施

設（総数　1
,518,520）

合成樹脂用射出
成形機(3.

9%)
木材加工機械

(3.8%)
土石用破砕機等

(2.3%)
土石用破砕機等

(1.7%)
建設用資材製造

機械(1.
5%) そ

の他
鋳型造型機

(0.5%)
その他

鋳型造型機
(0.6%)

建設用資材製造
機械(0.

3%)
抄紙機

(0.3%)
穀物用製粉機

(0.2%)
穀物用製粉機

(0.3%)
抄紙機

(0.1%)
（注）２種類以

上の特定施設を
有する特定工場

については、そ
の施設の内、

　　　代表的な
施設名の所に計

上している。

空気圧縮機等 (42.2%) 
金属加工機械 (20.8%) 織機 (10.4%) 木材 加工 機械 (9.0%) 印刷 機械 (8.7%) その他 (8.9%) 

0%20
%40%

60%80
%100%

空気圧縮機等 (45.3%) 
織機 (21.1%) 金属加工 機械 (18.2%) 

その他 (6.7%) 
0%2

0%40
%60%

80%1
00%

合成樹脂用射出
成形機(4.2%

) 
印刷機械

(4.4%) 
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ブルドーザーを
使

用する作業 2,169(2.8%) トラクターショ
ベ

ルを使用する作
業

1,138(1.5%) バックホウを使
用

する作業 16,324(21.0%
)

びょう打機を使
用

する作業 153(0.2%) コンクリートプ
ラ

ント等を設けて
行

う作業 242(0.3%) 空気圧縮機を使
用

する作業 6,882(8.9%) さく岩機を使用
す

る作業 46,747(60.2%
)

くい打機等を使
用

する作業 3,947(5.1%)

3 3 , 3 6 4  4 1 , 0 3 8  4 4 , 3 0 5  4 3 , 2 9 0  3 9 , 9 4 4  4 0 , 6 9 9  4 1 , 5 7 5  4 2 , 7 9 5  4 3 , 6 5 6  4 5 , 9 0 4  4 7 , 8 7 8  5 2 , 4 9 5  4 9 , 7 6 5  4 8 , 2 2 4  4 5 , 2 4 6  3 9 , 6 0 8  3 8 , 1 8 6  3 8 , 4 0 6  3 8 , 6 0 8  4 0 , 3 0 4  4 1 , 2 2 3  5 0 , 4 8 0  5 6 , 9 6 7  6 0 , 2 4 2  6 0 , 9 9 9  5 5 , 6 2 7  6 4 , 6 9 4  6 8 , 3 3 3  6 7 , 9 4 2  6 9 , 9 5 8  7 3 , 2 5 9  7 1 , 0 7 7  6 7 , 4 6 4  6 7 , 6 0 6  7 1 , 1 3 1  7 3 , 8 0 4  7 7 , 3 0 4  8 0 , 2 7 3  7 7 , 6 0 2  

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000 S.51525354
555657585

960616263
H.元234

56789
101112131

415161718
192021222

3242526

件 数

（ 年度）

図
４

特
定
建
設
作
業
実
施
届
出
件
数
の
推
移
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5,113件 (29.9%)4,768件 (28.5%)工場・事業場 4,780件 (28.9%)

5,674件 (33.2%)5,963件 (35.7%)建設作業 5,622件 (34.0%) 374件 (2.2%)358件 (2.1%)自動車 335件 (2.0%) 541件 (3.2%)553件 (3.3%)航空機 380件 (2.3%) 81件 (0.5%)80件 (0.5%)鉄道 86件 (0.5%)

867件 (5.1%)875件 (5.2%)深夜 営業 868件 (5.3%) 745件 (4.4%)731件 (4.4%)その他の 営業 770件 (4.7%)

343件 (2.0%)356件(2.1%)拡声機 411件 (2.5%) 1,039件 (6.1%)898件 (5.4%)家庭 生活 1,022件 (6.2%)

2,333件 (13.6%)2,135件 (12.8%)その他 2,244件 (13.6%)

02,
0004,

0006,
0008,

00010
,00012

,00014
,00016

,00018
,000

平成26年度平成25年度平成24年度 （17,110件）（16,717件）（16,518件）

(件数)

図
５

騒
音
に
係
る
苦
情
件
数
の
推
移
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表１　騒音規制
法に基づく地域

指定状況
市(区)町

村計市(
区)町村

計市(区)町
村計市(

区)町村
計市(区)町

村計
北海道

351291
517935

68010
335129

151793
5680

103100.052
.70.057.

5
青森県

1022
8408

008
1022

8408
008

80.00.0
0.020.0

岩手県
1415

43313
1012

41415
43313

1012
492.966.7

25.072.7
宮城県

1321
13513

1212
61321

13513
1212

6100.057.1
100.074.3

秋田県
139

32513
2015

139
32513

2015
100.022.2

0.060.0
山形県

1319
33513

1602
91319

33513
1602

9100.084.2
0.082.9

福島県
13311

55913
6221

13311
55913

6221
100.019.4

13.335.6
茨城県

3210
24432

1024
43210

24432
1024

4100.0100.0
100.0100.0

栃木県
1412

02614
1202

61411
02514

1102
5100.0100.0

- 100.0
群馬県

1215
83512

1583
51215

83512
1583

5100.0100.0
100.0100.0

埼玉県
4022

16340
2116

24022
16340

2116
2100.095.5

100.098.4
千葉県

3716
15436

1014
73716

15435
1014

694.662.5
100.085.2

東京都
495

86249
0049

495
86249

0049
100.00.0

0.079.0
神奈川県

1913
13319

2021
1913

13319
2021

100.015.4
0.063.6

新潟県
206

43020
4125

206
43020

4125
100.066.7

25.083.3
富山県

104
11510

4014
104

11510
4014

100.0100.0
0.093.3

石川県
118

01911
8019

118
01911

8019
100.0100.0

- 100.0
福井県

980
179

4013
980

179
4013

100.050.0
- 76.5

山梨県
138

62713
8425

138
62713

8425
100.0100.0

66.792.6
長野県

19233
57719

5226
19233

57719
5226

100.021.7
5.733.8

岐阜県
2119

24221
1924

22119
24221

1924
2100.0100.0

100.0100.0
静岡県

2312
03523

1203
52312

03523
1203

5100.0100.0
- 100.0

愛知県
3814

25438
1215

13814
25438

1215
1100.085.7

50.094.4
三重県

1415
02913

5018
1415

02913
5018

92.933.3
- 62.1

滋賀県
136

01913
6019

136
01913

6019
100.0100.0

- 100.0
京都府

1510
12614

5019
1510

12614
5019

93.350.0
0.073.1

大阪府
339

14333
9143

339
14333

9143
100.0100.01

00.0100.0
兵庫県

2912
04129

1204
12912

04129
1204

1100.0100.0
- 100.0

奈良県
12151

23912
1522

91215
12391

2152
29100.0100.

016.774.4
和歌山県

9201
307

209
9201

307
209

77.810.0
0.030.0

鳥取県
4141

194
116

4141
194

116
100.07.11

00.031.6
島根県

8101
197

007
8101

197
007

87.50.0
0.036.8

岡山県
1510

22715
7022

1510
22715

7022
100.070.0

0.081.5
広島県

149
02314

7021
149

02314
7021

100.077.8
- 91.3

山口県
136

01913
3016

136
01913

3016
100.050.0

- 84.2
徳島県

8151
2481

2020
8151

2481
2020

100.080.0
0.083.3

香川県
890

178
3011

890
178

3011
100.033.3

- 64.7
愛媛県

119
02010

1011
119

02010
1011

90.911.1
- 55.0

高知県
1117

63410
1112

1117
6349

1111
81.85.91

6.732.4
福岡県

2830
26028

3026
02830

26028
3026

0100.0100.0
100.0100.0

佐賀県
1010

02010
1002

01010
02010

1002
0100.0100.0

- 100.0
長崎県

138
02113

7020
138

02113
7020

100.087.5
- 95.2

熊本県
1423

84514
2384

51423
84514

2384
5100.0100.0

100.0100.0
大分県

143
11814

3017
143

11814
3017

100.0100.0
0.094.4

宮崎県
9143

2691
0019

9143
2691

0019
100.071.4

0.073.1
鹿児島県

1920
44319

2044
31920

44319
2044

3100.0100.0
100.0100.0

沖縄県
11111

94111
7321

11111
94111

7321
100.063.6

15.851.2
合計

8137461
831,74280

245948
1,309813

7451831,7
4180045

8481,306
98.461.52

6.275.0
(23)

(23)
(23)

(23)
(100.0)

注）（　）は特別区を
指し、内数で示す。

　　 平成26年度末に
おける地域指定状況（

B）には、同年度中の
市町村合併等による増

減を含む。

都道府県名
（平成25年度末現在）

（平成25年度末現在）
（平成26年度末現在）

（平成26年度末現在）
（平成26年度末現在）

市 区 町 村 数
地 域 指 定 状 況

市 区 町 村 数 (A)
地 域 指 定 状 況 (

B)地域指定
率（%） (B) / (A) ×

100
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表２　環境基
本法に基づく

騒音に係る環
境基準の類型

あてはめ状況
市(区)町

村計市(
区)町村

計市(区)町
村計市(

区)町村
計市(区)町

村計
北海道

351291
517934

68010
235129

151793
4680

10297.152
.7-57.

0
青森県

1022
8408

008
1022

8408
008

80.0-
-20.0

岩手県
1415

43313
1012

41415
43313

1012
492.966.7

25.072.7
宮城県

1321
13513

1212
61321

13513
1212

6100.057.1
100.074.3

秋田県
139

32513
2015

139
32512

2014
92.322.2

-56.0
山形県

1319
33513

0013
1319

33513
0013

100.0-
-37.1

福島県
13311

55910
1112

13311
55910

1112
76.93.2

6.720.3
茨城県

3210
24430

1024
23210

24430
1024

293.8100.0
100.095.5

栃木県
1412

02614
1202

61411
02514

1102
5100.0100.0

-100.0
群馬県

1215
83512

1583
51215

83512
1583

5100.0100.0
100.0100.0

埼玉県
4022

16338
2216

14022
16339

2216
297.5100.0

100.098.4
千葉県

3716
15436

1014
73716

15435
1014

694.662.5
100.085.2

東京都
495

86249
2051

495
86249

2051
100.040.0

-82.3
神奈川県

1913
13319

1313
31913

13319
1313

3100.0100.0
100.0100.0

新潟県
206

43019
4124

206
43019

4124
95.066.72

5.080.0
富山県

104
11510

4014
104

11510
4014

100.0100.0
-93.3

石川県
118

01911
8019

118
01911

8019
100.0100.0

-100.0
福井県

980
179

4013
980

179
4013

100.050.0
-76.5

山梨県
138

62711
5016

138
62712

5017
92.362.5

-63.0
長野県

19233
57719

6227
19233

57719
6227

100.026.1
5.735.1

岐阜県
2119

24221
1924

22119
24221

1924
2100.0100.0

100.0100.0
静岡県

2312
03523

1203
52312

03522
1203

495.7100.0
-97.1

愛知県
3814

25438
1215

13814
25438

1215
1100.085.7

50.094.4
三重県

1415
02913

5018
1415

02913
5018

92.933.3
-62.1

滋賀県
136

01913
6019

136
01913

6019
100.0100.0

-100.0
京都府

1510
12613

5018
1510

12614
5019

93.350.0
-73.1

大阪府
339

14333
9143

339
14333

9143
100.0100.01

00.0100.0
兵庫県

2912
04129

1204
12912

04129
1204

1100.0100.0
-100.0

奈良県
12151

23912
1512

81215
12391

1151
2791.7100.

08.369.2
和歌山県

9201
302

002
9201

302
002

22.2-
-6.7

鳥取県
4141

194
015

4141
194

015
100.0-1

00.026.3
島根県

8101
198

2010
8101

198
2010

100.020.0
-52.6

岡山県
1510

22714
5019

1510
22714

5019
93.350.0

-70.4
広島県

149
02314

7021
149

02314
7021

100.077.8
-91.3

山口県
136

01912
3015

136
01913

3016
100.050.0

-84.2
徳島県

8151
247

4011
8151

246
4010

75.026.7
-41.7

香川県
890

177
209

890
177

209
87.522.2

-52.9
愛媛県

119
02010

1011
119

02010
1011

90.911.1
-55.0

高知県
1117

6349
1010

1117
6348

109
72.75.9

-26.5
福岡県

2830
26028

3026
02830

26028
3026

0100.0100.0
100.0100.0

佐賀県
1010

0209
2011

1010
0209

2011
90.020.0

-55.0
長崎県

138
02111

7018
138

02112
7019

92.387.5
-90.5

熊本県
1423

84514
2384

51423
84514

2384
5100.0100.0

100100.0
大分県

143
11814

2016
143

11814
2016

100.066.7
-88.9

宮崎県
9143

2691
0019

9143
2691

0019
100.071.4

-73.1
鹿児島県

1920
44319

8027
1920

44319
8027

100.040.0
-62.8

沖縄県
11111

94111
7321

11111
94111

7321
100.063.6

15.851.2
合計

8137461
831,74277

841738
1,233813

7451831,7
4177741

6381,231
95.655.82

0.870.7
(23)

(23)
(23)

(23)
(100)

注）（　）は特別区
を指し、内数で示す

。
　　 平成26年度末に

おける地域指定状況
（B）には、同年度中

の市町村合併等によ
る増減を含む。

都道府県名
（平成25年度末現在

）（
平成25年度末現在）

（平成26年度末現在
）（

平成26年度末現在）
（平成26年度末現在

）
市 区 町 村 数

地 域 指 定 状 況
市 区 町 村 数 (A)

地 域 指 定 状 況 
(B)地域指

定率（%） (B) / (A
) ×100
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表
３
騒
音
規
制
法
に
基
づ
く
規
制
基
準
の
設
定
状
況
（
特
定
工
場
等
）

単
位
：
デ
シ
ベ
ル

朝
昼
間

夕
夜
間

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

北
海
道
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

札
幌
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

函
館
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

小
樽
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

旭
川
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

室
蘭
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

釧
路
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

帯
広
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

北
見
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

夕
張
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

岩
見
沢
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

網
走
市
①

②
③

①
②

③
①

②
③

①
②

③

留
萌
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

苫
小
牧
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

稚
内
市
①

②
③

①
②

③
①

②
③

①
②

③

美
唄
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

芦
別
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

江
別
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

赤
平
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

紋
別
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

士
別
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

名
寄
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

三
笠
市

根
室
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

千
歳
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

滝
川
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

砂
川
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

歌
志
内
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

深
川
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

富
良
野
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

①
②

③
④

登
別
市
①

②
③

④
①

②
③

①
②

③
④

①
②

③
④

恵
庭
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

伊
達
市
①

②
③

①
②

③
①

②
③

①
②

③

北
広
島
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

石
狩
市
①

②
③

①
②

③
①

②
③

①
②

③

北
斗
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

青
森
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

青
森
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

弘
前
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

八
戸
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

黒
石
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

五
所
川
原
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①
②

③

十
和
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

三
沢
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①
②

③

む
つ
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

地
方
公
共

団
体
名

①
：
第
１
種
区
域

②
：
第
２
種
区
域
③
：
第
３
種
区
域
④
：
第
４
種
区
域
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朝
昼
間

夕
夜
間

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

地
方
公
共

団
体
名

岩
手
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
③
④

④

盛
岡
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

宮
古
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
船
渡
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

花
巻
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

北
上
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

久
慈
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

遠
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

一
関
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

④

釜
石
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

二
戸
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

八
幡
平
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

奥
州
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

滝
沢
市

宮
城
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

仙
台
市

①
②

②
③

③
④

④
①
②

②
③

③
④

④
①
②

②
③

③
④

④
①
②

②
③

③
④

④

石
巻
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

塩
竈
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

気
仙
沼
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

白
石
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

名
取
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

角
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

多
賀
城
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

岩
沼
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

登
米
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

栗
原
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

東
松
島
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
崎
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

秋
田
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

秋
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

能
代
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

横
手
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
館
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

男
鹿
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

湯
沢
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鹿
角
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

由
利
本
荘
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

潟
上
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
仙
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

北
秋
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

に
か
ほ
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

仙
北
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③
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朝
昼
間

夕
夜
間

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

地
方
公
共

団
体
名

山
形
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

山
形
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

米
沢
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鶴
岡
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

酒
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

新
庄
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

寒
河
江
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

上
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

村
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

長
井
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

天
童
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

東
根
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

尾
花
沢
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

南
陽
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

福
島
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

福
島
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

会
津
若
松
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

郡
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

い
わ
き
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

白
河
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

須
賀
川
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

喜
多
方
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

相
馬
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

二
本
松
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

田
村
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

南
相
馬
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

伊
達
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

本
宮
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④
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朝
昼
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夕
夜
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４
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５
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６
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７
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５
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５
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６
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６
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地
方
公
共

団
体
名

茨
城
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

水
戸
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

日
立
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

土
浦
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

古
河
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

石
岡
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

結
城
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

龍
ケ
崎
市

①
②

②
③

③
④

④
①
②

②
③

③
④

④
①
②

②
③

③
④

④
①
②

②
③

③
④

④

下
妻
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

常
総
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

常
陸
太
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

高
萩
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

北
茨
城
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

笠
間
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

取
手
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

牛
久
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

つ
く
ば
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

ひ
た
ち
な
か
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鹿
嶋
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

潮
来
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

守
谷
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

常
陸
大
宮
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

那
珂
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

筑
西
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

坂
東
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

稲
敷
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

か
す
み
が
う
ら
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

桜
川
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

神
栖
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

行
方
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鉾
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

つ
く
ば
み
ら
い
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

小
美
玉
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④
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朝
昼
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夕
夜
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５
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６
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７
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４
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４
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５
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５
５

６
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６
５

地
方
公
共

団
体
名

栃
木
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

宇
都
宮
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

足
利
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

栃
木
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

佐
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鹿
沼
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

日
光
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

小
山
市

①
②
④

③
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

真
岡
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
田
原
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

矢
板
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

那
須
塩
原
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

さ
く
ら
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

那
須
烏
山
市

②
③

④
②

③
④

②
③

④
②

③
④

下
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

群
馬
県
(
市
を
除
く
）

①
②

②
③

③
④

④
①

②
②

③
③
④

④
①

②
②

③
③
④

④
①
②

②
③

③
④

④

前
橋
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

高
崎
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

桐
生
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

伊
勢
崎
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

太
田
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

沼
田
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

館
林
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

渋
川
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

藤
岡
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

富
岡
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

安
中
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

み
ど
り
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
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地
方
公
共

団
体
名

埼
玉
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

さ
い
た
ま
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

川
越
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

熊
谷
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

川
口
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

行
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

秩
父
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

所
沢
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

飯
能
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

加
須
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

本
庄
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

東
松
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

春
日
部
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

狭
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

羽
生
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鴻
巣
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

深
谷
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

上
尾
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

草
加
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

越
谷
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

蕨
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

戸
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

入
間
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

朝
霞
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

志
木
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①
②

③

和
光
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

新
座
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

桶
川
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

久
喜
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

北
本
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

八
潮
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

富
士
見
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①
②

③

三
郷
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

蓮
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

坂
戸
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

幸
手
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鶴
ヶ
島
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

日
高
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

吉
川
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

ふ
じ
み
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

白
岡
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④
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朝
昼
間

夕
夜
間

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

地
方
公
共

団
体
名

千
葉
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

千
葉
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

銚
子
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

市
川
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

船
橋
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

館
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

木
更
津
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

松
戸
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

野
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

茂
原
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

成
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

佐
倉
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

東
金
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

旭
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

習
志
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

柏
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

勝
浦
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

市
原
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

流
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

八
千
代
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

我
孫
子
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鴨
川
市

②
③

②
③

②
③

②
③

鎌
ケ
谷
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

君
津
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

富
津
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

浦
安
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

四
街
道
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

袖
ケ
浦
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

八
街
市

印
西
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

白
井
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

富
里
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

匝
瑳
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

香
取
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

山
武
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

い
す
み
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
網
白
里
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③
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朝
昼
間

夕
夜
間

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

地
方
公
共

団
体
名

東
京
都
(
市
・
特
別
区
を
除
く
）
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

千
代
田
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

中
央
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

港
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

新
宿
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

文
京
区
①

②
③

①
②

③
①

②
③

①
②

③

台
東
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

墨
田
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

江
東
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

品
川
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

目
黒
区
①

②
③

①
②

③
①

②
③

①
②

③

大
田
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

世
田
谷
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

渋
谷
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

中
野
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

杉
並
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

豊
島
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

北
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

荒
川
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

板
橋
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

練
馬
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

足
立
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

葛
飾
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

江
戸
川
区
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

八
王
子
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

立
川
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

武
蔵
野
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

三
鷹
市

①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

青
梅
市

①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

府
中
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

昭
島
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

調
布
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

町
田
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

小
金
井
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

小
平
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

日
野
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

東
村
山
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

国
分
寺
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

国
立
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

福
生
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

狛
江
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

東
大
和
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

清
瀬
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

東
久
留
米
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

武
蔵
村
山
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

多
摩
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

稲
城
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

羽
村
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

あ
き
る
野
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

西
東
京
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
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朝
昼
間

夕
夜
間

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

地
方
公
共

団
体
名

神
奈
川
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

横
浜
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

川
崎
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

相
模
原
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

横
須
賀
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

平
塚
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鎌
倉
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

藤
沢
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

小
田
原
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

茅
ヶ
崎
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

逗
子
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

三
浦
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

秦
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

厚
木
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
和
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

伊
勢
原
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

海
老
名
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

座
間
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

南
足
柄
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

綾
瀬
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

新
潟
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

新
潟
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

長
岡
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

三
条
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

柏
崎
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

新
発
田
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

小
千
谷
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

加
茂
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

十
日
町
市

②
③

④
②

③
④

②
③

④
②

③
④

見
附
市

②
③

④
②

③
④

②
③

④
②

③
④

村
上
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

燕
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

糸
魚
川
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

妙
高
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

五
泉
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

上
越
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

阿
賀
野
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

佐
渡
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

魚
沼
市

②
③

④
②

③
④

②
③

④
②

③
④

南
魚
沼
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

胎
内
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
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朝
昼
間

夕
夜
間

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

地
方
公
共

団
体
名

富
山
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③

④

＊
１

富
山
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③

④

＊
１

高
岡
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③

④

＊
１

魚
津
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③

④

＊
１

氷
見
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③

④

＊
１

滑
川
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③

④

＊
１

黒
部
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③

④

＊
１

砺
波
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③

④

＊
１

小
矢
部
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③

④

＊
１

南
砺
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③

④

＊
１

射
水
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③

④

＊
１

石
川
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

金
沢
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

七
尾
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

小
松
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

輪
島
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

珠
洲
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

加
賀
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

羽
咋
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

か
ほ
く
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

白
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

能
美
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

野
々
市
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

福
井
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

福
井
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

敦
賀
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

小
浜
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

勝
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鯖
江
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

あ
わ
ら
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

越
前
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

坂
井
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

山
梨
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

甲
府
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

富
士
吉
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

都
留
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

山
梨
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
月
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

韮
崎
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

南
ア
ル
プ
ス
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

北
杜
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

甲
斐
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

笛
吹
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

上
野
原
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

甲
州
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

中
央
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④
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朝
昼
間

夕
夜
間

４
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４
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５
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５
５

６
０

６
５

７
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
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７
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４
０

４
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５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

地
方
公
共

団
体
名

長
野
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

長
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

松
本
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

上
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

岡
谷
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

飯
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

諏
訪
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

須
坂
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

小
諸
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

伊
那
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

駒
ヶ
根
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

中
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
町
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

飯
山
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

茅
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

塩
尻
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

佐
久
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

千
曲
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

東
御
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

安
曇
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

岐
阜
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

岐
阜
市

①
②
③
④

③
④

④
①

②
③
④

③
④

④
①

②
③
④

③
④

④
①

②
③
④

③
④

④

大
垣
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

高
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

多
治
見
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

関
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

中
津
川
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

美
濃
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

瑞
浪
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

羽
島
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

恵
那
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

美
濃
加
茂
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

土
岐
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

各
務
原
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

可
児
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

山
県
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

瑞
穂
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

飛
騨
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

本
巣
市

②
③

④
②

③
④

②
③

④
②

③
④

郡
上
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

下
呂
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

海
津
市
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朝
昼
間

夕
夜
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４
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５
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５
５

６
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６
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地
方
公
共

団
体
名

静
岡
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

静
岡
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

浜
松
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

沼
津
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

熱
海
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

三
島
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

富
士
宮
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

伊
東
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

島
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

富
士
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

磐
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

焼
津
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

掛
川
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

④
③

藤
枝
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

御
殿
場
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

袋
井
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

下
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

裾
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

湖
西
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

伊
豆
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

御
前
崎
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

菊
川
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

伊
豆
の
国
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

牧
之
原
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④
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朝
昼
間

夕
夜
間

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

地
方
公
共

団
体
名

愛
知
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①
②

③
④

名
古
屋
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

豊
橋
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

岡
崎
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

一
宮
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

瀬
戸
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

半
田
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

春
日
井
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

豊
川
市

津
島
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

碧
南
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

刈
谷
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

豊
田
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

安
城
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

西
尾
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

蒲
郡
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

犬
山
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

常
滑
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

江
南
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

小
牧
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

稲
沢
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

新
城
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

東
海
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

大
府
市
①

②
③
④

③
④

①
②

③
④

③
④

①
②

③
④

③
④

①
②

③
④

④

知
多
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

知
立
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

尾
張
旭
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

高
浜
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

岩
倉
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

豊
明
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

日
進
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

田
原
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

愛
西
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

清
須
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

北
名
古
屋
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

弥
富
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

み
よ
し
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

あ
ま
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④

長
久
手
市
①

②
③

③
④

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

①
②

③
④
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朝
昼
間

夕
夜
間

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

地
方
公
共

団
体
名

三
重
県
(
市
を
除
く
）

①
②

②
③

③
④

④
①
②

②
③

③
④

④
①
②

②
③

③
④

④
①
②

②
③

③
④

④

津
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

四
日
市
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

伊
勢
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

松
阪
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

桑
名
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鈴
鹿
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

名
張
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

尾
鷲
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

亀
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鳥
羽
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

熊
野
市

③
③

③
③

い
な
べ
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

伊
賀
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

滋
賀
県
(
市
を
除
く
）

②
③

②
③

②
③

②
③

大
津
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

彦
根
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

長
浜
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

近
江
八
幡
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

草
津
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

守
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

栗
東
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

甲
賀
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

野
洲
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

湖
南
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

高
島
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

東
近
江
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

米
原
市

②
③

④
②

③
④

②
③

④
②

③
④

京
都
府
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

京
都
市
①
②

②
③

③
④

④
①
②

②
③

③
④

④
①
②

②
③

③
④

④
①
②

③
③
④

④

福
知
山
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

舞
鶴
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

綾
部
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

宇
治
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

宮
津
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

亀
岡
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

城
陽
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

向
日
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

長
岡
京
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

八
幡
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

京
田
辺
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

南
丹
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

木
津
川
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④
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朝
昼
間

夕
夜
間

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

地
方
公
共

団
体
名

大
阪
府
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④

大
阪
市

②
③
④

④
②

③
④

④
②

③
④

④
②

③
④

④

堺
市

①
②

③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④

岸
和
田
市

①
②

③
③

④
①

②
③

③
④

④
①

②
③

③
④

④
①

②
③

③
④

④

豊
中
市

①
②

③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④

池
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

吹
田
市

①
②

③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④

泉
大
津
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

高
槻
市

①
②

③
③
④

④
①

②
③

③
④

④
①

②
③

③
④

④
①

②
③

③
④

④

貝
塚
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

守
口
市

②
③
④

②
③
④

②
③
④

②
③
④

枚
方
市

①
②

③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④

茨
木
市

①
②

③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④

八
尾
市

①
②

③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④

泉
佐
野
市

①
②

③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④

富
田
林
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

寝
屋
川
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

河
内
長
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

松
原
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

大
東
市

①
②

③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④

和
泉
市

①
②

③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④

箕
面
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

柏
原
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

羽
曳
野
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

門
真
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

摂
津
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

高
石
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

藤
井
寺
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

東
大
阪
市

①
②

③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④

泉
南
市

①
②

③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④

四
條
畷
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

交
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
阪
狭
山
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

阪
南
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

豊
能
町

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

能
勢
町

②
③

②
③

②
③

②
③

忠
岡
町

②
③

②
③

②
③

②
③

熊
取
町

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

岬
町

①
②

③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④
①

②
③
④

④

太
子
町

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

河
南
町

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③
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朝
昼
間

夕
夜
間

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

地
方
公
共

団
体
名

兵
庫
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

神
戸
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

姫
路
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

尼
崎
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

明
石
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

西
宮
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

洲
本
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

芦
屋
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

伊
丹
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

相
生
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

豊
岡
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

加
古
川
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

赤
穂
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

西
脇
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

宝
塚
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

三
木
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

高
砂
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

川
西
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

小
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

三
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

加
西
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

篠
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

養
父
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

丹
波
市

②
③

④
②

③
④

②
③

④
②

③
④

南
あ
わ
じ
市

②
③

④
②

③
④

②
③

④
②

③
④

朝
来
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

淡
路
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

宍
粟
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

加
東
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

た
つ
の
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④
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朝
昼
間

夕
夜
間

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

地
方
公
共

団
体
名

奈
良
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

奈
良
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
和
高
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
和
郡
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

天
理
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

橿
原
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

桜
井
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

五
條
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

御
所
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

生
駒
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

香
芝
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

葛
城
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

宇
陀
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

和
歌
山
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

和
歌
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

海
南
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

橋
本
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

有
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

御
坊
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

田
辺
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

新
宮
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鳥
取
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鳥
取
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

米
子
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

倉
吉
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

境
港
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

島
根
県
(
市
を
除
く
）

松
江
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

浜
田
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

出
雲
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

益
田
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

大
田
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

安
来
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

江
津
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④
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朝
昼
間

夕
夜
間

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

地
方
公
共

団
体
名

岡
山
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

岡
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

倉
敷
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

津
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

玉
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

笠
岡
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

井
原
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

総
社
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

高
梁
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

新
見
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

備
前
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

瀬
戸
内
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

赤
磐
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

真
庭
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

美
作
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

浅
口
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

広
島
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

広
島
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

呉
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

竹
原
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

三
原
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

尾
道
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

福
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

府
中
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

三
次
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

庄
原
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
竹
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

東
広
島
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

廿
日
市
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

安
芸
高
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

江
田
島
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

山
口
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

下
関
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

宇
部
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

山
口
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

萩
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

防
府
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

下
松
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

岩
国
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

光
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

長
門
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

柳
井
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

美
祢
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

周
南
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

山
陽
小
野
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④
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朝
昼
間

夕
夜
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４
０

４
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５
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５
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６
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６
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６
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６
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７
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４
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４
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５
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６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

地
方
公
共

団
体
名

徳
島
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

徳
島
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鳴
門
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

小
松
島
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

阿
南
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

吉
野
川
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

阿
波
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

美
馬
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

三
好
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

香
川
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

高
松
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

丸
亀
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

坂
出
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

善
通
寺
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

観
音
寺
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

さ
ぬ
き
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

東
か
が
わ
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

三
豊
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

愛
媛
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

松
山
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

今
治
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

宇
和
島
市

②
①

①
②

八
幡
浜
市

②
③

④
②

③
④

②
③

④
②

③
④

新
居
浜
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

西
条
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
洲
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

伊
予
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

四
国
中
央
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

東
温
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

高
知
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

高
知
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

室
戸
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

安
芸
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

南
国
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

土
佐
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

須
崎
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

宿
毛
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

土
佐
清
水
市

四
万
十
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

香
美
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④
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朝
昼
間

夕
夜
間

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
５

地
方
公
共

団
体
名

福
岡
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

北
九
州
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

福
岡
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
牟
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

久
留
米
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

直
方
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

飯
塚
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

田
川
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

柳
川
市

②
③

②
③

②
③

②
③

八
女
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

筑
後
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
川
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

行
橋
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

豊
前
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

中
間
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

小
郡
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

筑
紫
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

春
日
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
野
城
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

宗
像
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

太
宰
府
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

古
賀
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

福
津
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

う
き
は
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

宮
若
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

嘉
麻
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

朝
倉
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

み
や
ま
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

糸
島
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

佐
賀
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

佐
賀
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

唐
津
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鳥
栖
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

多
久
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

伊
万
里
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

武
雄
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鹿
島
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

小
城
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

嬉
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

神
埼
市

②
②

②
②
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朝
昼
間

夕
夜
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４
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４
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５
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４
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５
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６
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６
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７
０

４
０

４
５

５
０

５
５

６
０

６
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地
方
公
共

団
体
名

長
崎
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

長
崎
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

佐
世
保
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

島
原
市

①
②

③
④

①
②

③
①

②
③

④
①

②
③

④

諫
早
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
村
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

平
戸
市

松
浦
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

対
馬
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

壱
岐
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

五
島
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

西
海
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

雲
仙
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

南
島
原
市

②
③

②
③

②
③

②
③

熊
本
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

熊
本
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

八
代
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

人
吉
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

荒
尾
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

水
俣
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

玉
名
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

山
鹿
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

菊
池
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

宇
土
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

上
天
草
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

宇
城
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

阿
蘇
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

天
草
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

合
志
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
分
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

大
分
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

別
府
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

中
津
市

②
③

④
②

③
④

②
③

④
②

③
④

日
田
市

②
③

②
③

②
③

②
③

佐
伯
市

②
③

④
②

③
④

②
③

④
②

③
④

臼
杵
市

②
③

④
②

③
④

②
③

④
②

③
④

津
久
見
市

②
③

④
②

③
④

②
③

④
②

③
④

竹
田
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

豊
後
高
田
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

杵
築
市

②
③

④
②

③
④

②
③

④
②

③
④

宇
佐
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

豊
後
大
野
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

由
布
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

国
東
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③
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地
方
公
共

団
体
名

宮
崎
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

宮
崎
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

都
城
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

延
岡
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

日
南
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

小
林
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

日
向
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

串
間
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

西
都
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

え
び
の
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④

鹿
児
島
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鹿
児
島
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

鹿
屋
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

枕
崎
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

阿
久
根
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

出
水
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

指
宿
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

西
之
表
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

垂
水
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

薩
摩
川
内
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

日
置
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

曽
於
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

霧
島
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

い
ち
き
串
木
野
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

南
さ
つ
ま
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

志
布
志
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

奄
美
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

南
九
州
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

伊
佐
市

①
②

③
①

②
③

①
②

③
①

②
③

姶
良
市

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

沖
縄
県
(
市
を
除
く
）

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

①
②

③
④

那
覇
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

宜
野
湾
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

石
垣
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

浦
添
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

名
護
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

糸
満
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

沖
縄
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

豊
見
城
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

う
る
ま
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

宮
古
島
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

南
城
市
①

②
③

④
①

②
③

④
①

②
③

④
①
②

③
④

注
１
）
市
町
村
の
中
に
は
、
上
表
と
異
な
っ
た
基
準
を
定
め
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
詳
細
は
表
１
２
を
参
照
。

注
２
）
①
は
第
１
種
区
域
、
②
は
第
２
種
区
域
、
③
は
第
３
種
区
域
、
④
は
第
４
種
区
域
を
示
す
。

注
３
）
*
1
富
山
県
、
富
山
市
、
高
岡
市
、
魚
津
市
、
氷
見
市
、
滑
川
市
、
黒
部
市
、
砺
波
市
、
小
矢
部
市
、
南
砺
市
、
射
水
市
の
夜
間
に
お
け
る
第
4
種
区
域
の
基
準
は
6
3
デ
シ
ベ
ル
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表
４
　
騒
音
規
制
法
に
基
づ
く
各
種
届
出
状
況

表
４
−
１
　
特
定
施
設
に
係
る
設
置
届
出
等
の
状
況

設置届出
使用届出

使用全廃届出
数変更届出

平成25年度
平成26年度

平成25年度
平成26年度

平成25年度
平成26年度

平成25年度
平成26年度

金属加
工機械

工場等数
420

418
23

143
052

745
165

22
施 設 数

1,635
2,010

172
1201,

4511,
369

988
693

空気圧
縮機等

工場等数
2,080

2,094
92

537
106

531,3
241,3

96
施 設 数

10,197
8,629

699
1943,

4552,
5435,

0082,
564

土石用破
砕機等

工場等数
84

88
7

83
53

76
16

3
施 設 数

234
268

38
24

671
41

44
31

　織
機工場等

数
5

3
1

06
83

3
81

0
施 設 数

543
32

20
04,02

31,23
816

04
1

建設用資材
製造機工

場等数
28

34
9

32
42

01
61

4
施 設 数

34
37

24
33

32
51

7
8

穀物用
製粉機

工場等数
1

0
0

0
2

1
0

3
施 設 数

2
0

0
0

4-
3 

2
6

木 材加
工機械

工場等数
901

04
14

26
58

46
34

3
施 設 数

248
413

28
513

819
39

41
2

抄紙
機工場等

数
1

4
1

0
4

4
2

5
施 設 数

1
7

2
0

7
2

4
2

印刷
機械

工場等数
86

80
8

017
617

66
67

2
施 設 数

275
267

35
050

462
61

8-
8

合成樹脂用射
出成形機

工場等数
96

79
4

26
16

320
722

5
施 設 数

474
373

22
215

463
762

604
67

鋳型造
型機工

場等数
5

1
0

0
4

7
61

7
施 設 数

15
2

0
22

51
2-1

7-1
2

工場等実数
1,884

1,896
39

351,0
459

531,3
711,3

86
施 設 数

13,658
12,038

1,040
36910,

2536,
5226,

5783,
804

合　　　　計            
            

   年  度
 施　設　名
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表４−２　特定施設に係るその他の届出状況　　　　　　　　　　　　　　年　　度　届出の種類 平成25年度 平成26年度防止方法の変更届出 29 39氏名等の変更届出 5,980 6,325承継届出 737 730合　　　　計 6,746 7,094表４−３　特定建設作業実施届出状況　　　　　　　　　　　　　　年　　度　作　業　名 平成25年度 平成26年度くい打機等を使用する作業 4,410 3,947びょう打機を使用する作業 173 153さく岩機を使用する作業 47,175 46,747空気圧縮機を使用する作業 7,300 6,882コンクリートプラント等を設けて行う作業 303 242バックホウを使用する作業 17,855 16,324トラクターショベルを使用する作業 762 1,138ブルドーザーを使用する作業 2,295 2,169合　　　　計 80,273 77,602
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表５　苦情対応
状況等

表５−１　工場
・事業場騒音

届 出 対 応 状 況
苦    情    対    

応    状    況
行政指導 件　　数計画変更 勧告まで のもの改善命令 に至った もの苦情件数報 告 の 徴収件数立入検査 件　　数測定件数

測定適合測　定 不適合測　　定 判定不能調査に基 づく行政 指導件数その他の 行政指導 件　　数改善勧告 までのもの改善命令に 至ったもの
指定地域内におけ

る金属加
工機械

1140
0412

60308
12636

846
269101

20
特定工場等

空気圧縮
機等17

50
0351

46231
11540

6114
20378

00
土 石用破

砕機等
100

042
829

156
81

258
10

織
機3

00
166

147
34

014
30

0
建設用資材

製造機
30

037
319

94
50

1513
00

穀物用製
粉機

30
03

00
21

10
20

00
木材加工

機械1
70

054
1340

239
113

3111
00

抄紙
機0

00
41

12
02

03
00

0
印刷

機械
190

016
212

52
30

121
00

合成樹脂用射
出成形機

190
022

214
93

51
137

00
鋳型造

型機
00

06
25

21
10

52
00

小　　　　計
3630

0963
143673

315105
18525

592224
30

上記以外
条例により規制対象

となるもの
5182

01,975
4341,723

357105
20250

1,379469
0 0

その
他153

2,175179
1,166191

817642
小　　　　計

6712
04,150

6132,889
548105

20250
2,1961,111

00
合　　　　計

1,0342
05,113

7563,562
863210

38775
2,7881,335

30

 　 　　　　　　　
　　　　　　　　

　行政対応
　特定施設の種別
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表５−２　建
設作業騒音

苦    情    対 
   応    状    

況
苦情件数報 告

 の 徴収件数立入検査 件　　数測定件
数測定適合測

　定 不適合測　　定 判定不能調査に基 づく行政 指導件数その他の 行政指導 件　　数改善勧告 までのもの改善命令 に至った もの
指定地域内にお

ける
特定建設作業

くい打機等を
使用する作業

9620
6516

124
046

320
0

びょう打機を
使用する作業

60
41

01
03

20
0

さく岩機を
使用する作

業1,235
2231,049

320235
7015

870225
00

空気圧縮機を
使用する作業

296
153

30
013

120
0

コンクリート
プラント等を

設けて
行う作

業18
48

11
00

57
00

バックホウを
使用する作業

67265
45670

644
2351

1960
0

トラクターショベ
ルを使用する作業

296
211

10
08

160
0

ブルドーザー
を使用する作

業8
15

22
00

21
00

小　　　　計
2,093325

1,623414
31879

171,298
4910

0
上記以外

条例により規制
対象となるもの

1,299267
1,048186

14626
14844

2760
0

そ
の

他2,282
2121,357

66
980504

小　　　　計
3,581479

2,405252
14626

141,824
7800

0
5,674804

4,028666
464105

313,122
1,271

00
合　　　　計

 　　　　　　　
　　　　　　　

　　　行政対応
　建設作業の種

別
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表５－３　自
動車騒音 地域の区分苦
情 件数

都道府県公安委
員会 に対する要請

道路管理者等に
対す る意見陳述

要請以外の都道
府県

公安委員会に対
する 措置意見陳述以外の

道路 管理者等に対す
る 措置措置を行わなか

った もの
指定地域内

適合46
0

0
11

35
測定不適合

14
0

2
0

8
4

判定不能
2

0
0

2
253

12
51

190
小　　　計

315
0

2
12

70
231

指定地域外
15

1
2

12
93

0
11

82
小　　　計

108
1

13
94

合　計374
423

0
2

13
83

325
*測定件数は平成

26年度の件数の
ため、要請・意

見陳述等の件数
と一致しないこ

とがある

268 106

測定件数 未測定 測定 未測定
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表５－４　騒音規
制法又は条例に基

づく勧告・命令及
び要請・意見陳述

の件数
S.5657585

9606162
63Ｈ.元23

4567
891011

12131415
16171819

20212223
242526

計 画 変　勧告までのもの
2100

3010
1050

0110
0002

0105
1500

0000
02

特 定 工更 勧 告　命令に至ったもの
0000

0000
0000

0000
0001

0000
0100

0000
00

場 等 改 善　勧告までのもの
30161921

251165
7695

2373
7747

61084
4524

2141
13

勧 告 　命令に至ったもの
1204

2002
0001

0001
0100

0000
0100

1011
00

改 善　勧告までのもの
0000

1000
1000

0000
0111

0010
0000

0000
00

勧 告 　命令に至ったもの
0000

0000
0020

0000
0000

0000
0000

0000
00

 自 　 動都道府県公安委員会に対
する要請34

3645
2211

0100
1400

0122
1000

0000
0000

　 車 道路管理者等に対す
る意見陳述11

5488
3439

911109
16241612

15141512
72338

5010
1002

2

　　　　　　　　　
　　　年度

　区分 特 定 建 設 作 業
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表６　騒音規制法に基づく特定工場等数及び特定施設数特定工場等数 特定施設数平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度金属加工機械 43,921 43,460 276,356 276,982空気圧縮機等 89,845 88,240 680,531 688,441土石用破砕機等 4,753 4,702 25,470 25,487織　機 21,639 21,668 320,026 319,737建設用資材製造機械 3,200 3,165 4,835 4,776穀物用製粉機 554 582 3,470 3,535木材加工機械 19,034 18,834 58,258 58,331抄紙機 748 628 2,457 2,048印刷機械 18,724 18,181 67,708 67,427合成樹脂用射出成形機 8,403 8,184 63,831 64,407鋳型造型機 971 1,263 6,711 7,349合　　　計 211,792 208,907 1,509,653 1,518,520

　　　　　　　    年　度　施設名
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表７　苦情の
状況

表７－１　騒
音に係る苦情

の状況 特定工場等
左 記以外

特定建設作業
左記以外

指定地域内指定
地域外指定地域

内指定地域外
計 指

定地域内指定地
域外指定地域内

指定地域外
計

件数98
778

3,2005
03

2,196
603,492

215
％5.9

0.519.1
3.0

13.10.
420.9

1.3
件数96

374
3,6184

58
2,093

553,295
231

％5.6
0.421.1

2.7
12.20.

319.3
1.4

自　動　車
航　空　機

鉄　　　道
営　　　業

件数5
9299

358
219334

553
1565

808
75731

1,606
％0.4

1.82.1
1.32.0

3.3
0.10.4

0.5
5.24.4

9.6
件数6

5309
374

310231
541

1368
818

67745
1,612

％0.4
1.82.2

1.81.4
3.2

0.10.4
0.5

5.14.4
9.4

拡　声　機
家　　庭　　生

　　活
件数24

0116
356

225112
129195

237898
2671,868

16,717
％1.4

0.72.1
1.30.7

0.81.2
1.45.4

1.611.2
100.0

件数23
0113

343
284111

160200
2841,039

2932,040
17,110

％1.3
0.72.0

1.70.6
0.91.2

1.76.1
1.711.9

100.0

工 場 ・ 事 業
 場

建   設   作  
 業

4,768
5,963

28.5
35.7

5,113
5,674

29.9
33.2

平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度

高速道路 商業宣伝
人 の 声 足　　音 給排水音新幹線 ペット

その他 その他計 計民間機 電気機器
その他 その他計 合計

      発生源の
種類

　年度       発生源の
種類

　年度       発生源の
種類

　年度

その他 その他計 計深夜営業 ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ 空ぶかし音
その他 楽 　　器 音響機器

計
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表７−２　低周
波音（低周波

空気振動）に
係る苦情の状

況
特定工場等

左記以外
特定建設作業

左記以外
指定地域内指定

地域外指定地域
内指定地域外

指定地域内指定
地域外指定地域

内指定地域外
件数1

73
398

100
90

％7.1
1.316.3

3.3
4.20.0

3.80.0
件数2

71
3311

30
62

％10.7
0.413.0

4.3
1.20.0

2.40.8
自　動　車

航　空　機
鉄　　　道

営　　　業
件数

21
30

11
11

23
1114

％0.8
0.41.3

0.00.4
0.40.4

0.40.8
1.34.6

5.9
件数

01
10

00
00

03
1114

％0.0
0.40.4

0.00.0
0.00.0

0.00.0
1.24.3

5.5
拡　声　機

家　　庭　　生
　　活

件数
11

219
01

016
361

94239
％0.4

0.40.8
7.90.0

0.40.0
6.715.1

0.439.3
100.0

件数
00

036
32

117
590

96253
％0.0

0.00.0
14.21.

20.8
0.46.7

23.30.
037.9

100.0

工 場 ・ 事 業
 場

建　 設　 作　
 業

計
計

67
19

28.0
7.9

72
11

28.5
4.3

平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度 平成25年度 平成26年度

高速道路 商業宣伝その他 その他
その他

計 計民間機 電気機器その他 楽　　器 音響機器

計 合計

      発生源の
種類

　年度       発生源の
種類

　年度      発生源の
種類

　年度
計 計深夜営業 ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ 空 ぶかし音その他 そ の他

計 人 の 声 足　　音 給排水音新幹線 ペットその他
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表７－３　低周波音
（低周波空気振動）

に係る苦情件数の推
移

S.565758
59606162

63Ｈ.元23
4567

891011
12131415

16171819
20212223

242526
工場・事業場3

0362524
18101314

19102015
18121216

19222161
52404549

54757265
65678375

6772
建 設 作 業

0030
0010

0202
0111

1002
3116

510107
1010168

1911
道 路 交 通

2222
1212

2521
0321

1211
1131

1502
3515

31
鉄　　　道0

2208
9131

22418
8430

2141
3031

1123
3002

0
そ　の　他15

12810
1474

412157
941113

18224753
46458574

9498160164
16114917014

8169
合　　　計47

52402727
22202626

23363743
33233234

4445115110
9194144135

18518123624
5246249258

239253
　             年度  発生源
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表８　　 騒音規制法第２８条に基づく条例等の制定状況

表８−１　商業宣伝等の拡声機騒音に係る条例の制定状況条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無北海道 ○ ○ ○ ○ ○札幌市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○函館市 ○*1 ○ ○ ○ ○小樽市 ○*1 ○ ○ ○旭川市 ○*1 ○ ○ ○室蘭市 ○ ○ ○ ○ ○釧路市 ○*1帯広市北見市夕張市岩見沢市 ○*1 ○ ○ ○網走市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○留萌市 ○ ○ ○ ○ ○苫小牧市 ○*1 ○ ○ ○ ○稚内市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○美唄市芦別市江別市 ○*1 ○ ○ ○ ○赤平市紋別市士別市名寄市 ○ ○ ○ ○ ○三笠市 ○ ○ ○ ○ ○根室市 ○*2 ○ ○ ○ ○千歳市 ○*1滝川市砂川市歌志内市深川市 ○ ○ ○ ○ ○富良野市登別市恵庭市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○伊達市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○北広島市 ○ ○ ○ ○ ○石狩市 ○*1 ○ ○ ○ ○北斗市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○青森県 ○ ○ ○ ○青森市 ○ ○ ○ ○弘前市 ○ ○ ○ ○八戸市 ○ ○ ○ ○黒石市 ○ ○ ○ ○五所川原市 ○ ○ ○ ○十和田市 ○ ○ ○ ○三沢市 ○ ○ ○ ○むつ市 ○*2 ○ ○つがる市 ○ ○ ○ ○平川市 ○ ○ ○ ○

地方公共団体名
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名岩手県 ○ ○ ○ ○ ○盛岡市 ○ ○ ○ ○ ○宮古市 ○ ○ ○ ○ ○大船渡市 ○ ○ ○ ○ ○花巻市 ○ ○ ○ ○ ○北上市 ○ ○ ○ ○ ○久慈市 ○ ○ ○ ○ ○遠野市 ○ ○ ○ ○ ○一関市 ○ ○ ○ ○ ○陸前高田市 ○ ○ ○ ○ ○釜石市 ○ ○ ○ ○ ○二戸市 ○ ○ ○ ○ ○八幡平市 ○ ○ ○ ○ ○奥州市 ○ ○ ○ ○ ○滝沢市 ○ ○ ○ ○ ○宮城県 ○ ○ ○ ○ ○仙台市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○石巻市 ○ ○ ○ ○ ○塩竈市 ○ ○ ○ ○ ○気仙沼市 ○ ○ ○ ○ ○白石市 ○ ○ ○ ○ ○名取市 ○ ○ ○ ○ ○角田市 ○ ○ ○ ○ ○多賀城市 ○ ○ ○ ○ ○岩沼市 ○ ○ ○ ○ ○登米市 ○ ○ ○ ○ ○栗原市 ○ ○ ○ ○ ○東松島市 ○ ○ ○ ○ ○大崎市 ○ ○ ○ ○ ○秋田県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○秋田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○能代市横手市 ○*1 ○ ○大館市 ○*1 ○ ○男鹿市湯沢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○鹿角市由利本荘市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○潟上市 ○*1大仙市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○北秋田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○にかほ市仙北市
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名山形県 ○ ○ ○ ○ ○ ○山形市 ○ ○ ○ ○ ○ ○米沢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○鶴岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○酒田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○新庄市 ○ ○ ○ ○ ○ ○寒河江市 ○ ○ ○ ○ ○ ○上山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○村山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○長井市 ○ ○ ○ ○ ○ ○天童市 ○ ○ ○ ○ ○ ○東根市 ○ ○ ○ ○ ○ ○尾花沢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○南陽市 ○ ○ ○ ○ ○ ○福島県 ○ ○ ○ ○ ○ ○福島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○会津若松市 ○ ○ ○ ○ ○ ○郡山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○いわき市 ○ ○ ○ ○ ○ ○白河市 ○ ○ ○ ○ ○ ○須賀川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○喜多方市 ○ ○ ○ ○ ○ ○相馬市 ○ ○ ○ ○ ○ ○二本松市 ○ ○ ○ ○ ○ ○田村市 ○ ○ ○ ○ ○ ○南相馬市 ○ ○ ○ ○ ○ ○伊達市 ○ ○ ○ ○ ○ ○本宮市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名茨城県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○水戸市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○日立市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○土浦市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○古河市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○石岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○結城市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○龍ケ崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○下妻市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○常総市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○常陸太田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○高萩市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○北茨城市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○笠間市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○取手市 ○*1 ○ ○ ○ ○牛久市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○つくば市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ひたちなか市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○鹿嶋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○潮来市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○守谷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○常陸大宮市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○那珂市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○筑西市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○坂東市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○稲敷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○かすみがうら市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○桜川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○神栖市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○行方市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○鉾田市つくばみらい市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○小美玉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○栃木県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○宇都宮市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○足利市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○栃木市佐野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○鹿沼市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○日光市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○小山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○真岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○大田原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○矢板市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○那須塩原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○さくら市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○那須烏山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○下野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名群馬県 ○ ○ ○ ○ ○前橋市 ○ ○ ○ ○ ○高崎市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○桐生市 ○ ○ ○ ○ ○伊勢崎市 ○ ○ ○ ○ ○太田市 ○ ○ ○ ○ ○沼田市 ○ ○ ○ ○ ○館林市 ○ ○ ○ ○ ○渋川市 ○ ○ ○ ○ ○藤岡市 ○ ○ ○ ○ ○富岡市 ○ ○ ○ ○ ○安中市 ○ ○ ○ ○ ○みどり市 ○ ○ ○ ○ ○埼玉県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○さいたま市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○川越市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○熊谷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○川口市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○行田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○秩父市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○所沢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○飯能市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○加須市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○本庄市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○東松山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○春日部市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○狭山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○羽生市鴻巣市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○深谷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○上尾市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○草加市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○越谷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○蕨市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○戸田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○入間市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○朝霞市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○志木市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○和光市新座市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○桶川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○久喜市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○北本市八潮市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○富士見市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○三郷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○蓮田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○坂戸市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○幸手市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○鶴ヶ島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○日高市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○吉川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ふじみ野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○白岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名千葉県 千葉市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○銚子市 ○*1 ○ ○ ○市川市 ○*1 ○ ○ ○ ○船橋市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○館山市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○木更津市 ○*1 ○ ○ ○松戸市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○野田市 ○*1 ○ ○ ○ ○茂原市 ○*1 ○ ○ ○成田市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○佐倉市 ○*1 ○ ○ ○東金市 ○*1 ○ ○ ○旭市 ○*1 ○ ○ ○習志野市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○柏市 ○*1 ○ ○ ○ ○勝浦市 ○*1 ○ ○ ○市原市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○流山市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○八千代市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○我孫子市 ○*1 ○ ○ ○ ○鴨川市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○鎌ケ谷市 ○*1 ○ ○ ○ ○君津市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○富津市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○浦安市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○四街道市 ○*1 ○ ○ ○ ○袖ケ浦市 ○*1 ○ ○ ○八街市 ○*1 ○印西市 ○*1 ○ ○ ○白井市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○富里市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○南房総市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○匝瑳市 ○*1 ○ ○ ○香取市 ○*1 ○ ○山武市 ○*1 ○ ○ ○ ○いすみ市大網白里市 ○*1 ○ ○ ○
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名東京都 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○千代田区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○中央区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○港区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○新宿区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○文京区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○台東区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○墨田区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○江東区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○品川区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○目黒区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○大田区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○世田谷区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○渋谷区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○中野区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○杉並区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○豊島区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○北区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○荒川区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○板橋区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○練馬区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○足立区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○葛飾区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○江戸川区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○八王子市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○立川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○武蔵野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○三鷹市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○青梅市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○府中市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○昭島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○調布市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○町田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○小金井市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○小平市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○日野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○東村山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○国分寺市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○国立市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○福生市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○狛江市東大和市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○清瀬市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○東久留米市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○武蔵村山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○多摩市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○稲城市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○羽村市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○あきる野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○西東京市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名神奈川県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○横浜市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○川崎市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○相模原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○横須賀市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○平塚市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○鎌倉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○藤沢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○小田原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○茅ヶ崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○逗子市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○三浦市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○秦野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○厚木市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○大和市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○伊勢原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○海老名市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○座間市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○南足柄市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○綾瀬市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○新潟県 ○ ○新潟市 ○*1 ○ ○ ○長岡市 ○ ○三条市 ○ ○柏崎市 ○ ○新発田市 ○ ○小千谷市 ○ ○加茂市 ○ ○十日町市 ○ ○見附市 ○ ○村上市 ○ ○燕市 ○ ○糸魚川市 ○ ○妙高市 ○ ○五泉市 ○ ○上越市 ○ ○阿賀野市 ○ ○佐渡市 ○ ○魚沼市 ○ ○南魚沼市 ○ ○胎内市 ○ ○富山県 ○富山市 ○高岡市 ○魚津市 ○氷見市 ○滑川市 ○黒部市 ○砺波市 ○小矢部市 ○南砺市 ○射水市 ○
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名石川県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○金沢市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○七尾市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○小松市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○輪島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○珠洲市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○加賀市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○羽咋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○かほく市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○白山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○能美市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○野々市市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○福井県 ○ ○ ○ ○福井市 ○ ○ ○ ○敦賀市 ○*1 ○ ○ ○小浜市 ○ ○ ○ ○大野市 ○ ○ ○ ○勝山市 ○*1 ○鯖江市 ○*1 ○あわら市 ○ ○ ○ ○越前市 ○ ○ ○ ○坂井市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○山梨県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○甲府市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○富士吉田市 ○*2 ○ ○ ○ ○ ○都留市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○山梨市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○大月市 ○*2韮崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○南アルプス市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○北杜市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○甲斐市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○笛吹市 ○*2 ○ ○ ○ ○ ○上野原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○甲州市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○中央市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名長野県 ○ ○ ○ ○ ○長野市 ○*2 ○ ○ ○ ○ ○ ○松本市 ○*2 ○ ○ ○ ○上田市 ○*2 ○ ○ ○ ○岡谷市 ○*2 ○飯田市 ○ ○ ○ ○ ○諏訪市 ○ ○ ○ ○ ○須坂市 ○ ○ ○ ○ ○小諸市 ○ ○ ○ ○ ○伊那市 ○ ○ ○ ○ ○駒ヶ根市 ○ ○ ○ ○ ○中野市 ○ ○ ○ ○ ○大町市 ○ ○ ○ ○ ○飯山市 ○ ○ ○ ○ ○茅野市 ○*2 ○ ○ ○塩尻市 ○ ○ ○ ○ ○佐久市 ○ ○ ○ ○ ○千曲市 ○ ○ ○ ○ ○東御市 ○*2 ○ ○安曇野市 ○*2 ○ ○ ○岐阜県 ○ ○ ○岐阜市 ○ ○ ○大垣市 ○ ○ ○高山市 ○ ○ ○多治見市 ○ ○ ○関市 ○ ○ ○中津川市 ○*1 ○ ○美濃市 ○ ○ ○瑞浪市 ○ ○ ○羽島市 ○ ○ ○恵那市 ○ ○ ○美濃加茂市 ○ ○ ○土岐市 ○ ○ ○各務原市 ○ ○ ○可児市 ○*1 ○山県市 ○ ○ ○瑞穂市飛騨市 ○*2 ○本巣市 ○ ○ ○郡上市 ○ ○ ○下呂市 ○ ○ ○海津市
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名静岡県 ○ ○ ○ ○ ○ ○静岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○浜松市 ○ ○ ○ ○ ○ ○沼津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○熱海市 ○ ○ ○ ○ ○ ○三島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○富士宮市 ○ ○ ○ ○ ○ ○伊東市 ○ ○ ○ ○ ○ ○島田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○富士市 ○ ○ ○ ○ ○ ○磐田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○焼津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○掛川市藤枝市 ○ ○ ○ ○ ○ ○御殿場市 ○ ○ ○ ○ ○ ○袋井市 ○ ○ ○ ○ ○ ○下田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○裾野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○湖西市 ○ ○ ○ ○ ○ ○伊豆市 ○ ○ ○ ○ ○ ○御前崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○菊川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○伊豆の国市 ○ ○ ○ ○ ○ ○牧之原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名愛知県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○名古屋市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○豊橋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○岡崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○一宮市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○瀬戸市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○半田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○春日井市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○豊川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○津島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○碧南市刈谷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○豊田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○安城市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○西尾市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○蒲郡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○犬山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○常滑市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○江南市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○小牧市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○稲沢市新城市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○東海市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○大府市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○知多市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○知立市尾張旭市高浜市岩倉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○豊明市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○日進市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○田原市愛西市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○清須市北名古屋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○弥富市みよし市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○あま市長久手市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○三重県 ○ ○ ○ ○ ○ ○津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○四日市市 ○ ○ ○ ○ ○ ○伊勢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○松阪市 ○ ○ ○ ○ ○ ○桑名市 ○ ○ ○ ○ ○ ○鈴鹿市 ○ ○ ○ ○ ○ ○名張市 ○ ○ ○ ○ ○ ○尾鷲市 ○ ○ ○ ○ ○ ○亀山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○鳥羽市熊野市いなべ市 ○ ○ ○ ○ ○ ○志摩市 ○ ○ ○ ○ ○ ○伊賀市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名滋賀県 ○ ○ ○ ○大津市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○彦根市長浜市近江八幡市草津市守山市 ○ ○ ○ ○栗東市 ○ ○ ○ ○甲賀市 ○ ○ ○ ○野洲市湖南市高島市東近江市米原市 ○ ○ ○ ○京都府 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○京都市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○福知山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○舞鶴市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○綾部市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○宇治市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○宮津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○亀岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○城陽市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○向日市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○長岡京市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○八幡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○京田辺市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○京丹後市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○南丹市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○木津川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名大阪府 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○大阪市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○堺市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○岸和田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○豊中市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○池田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○吹田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○泉大津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○高槻市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○貝塚市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○守口市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○枚方市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○茨木市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○八尾市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○泉佐野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○富田林市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○寝屋川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○河内長野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○松原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○大東市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○和泉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○箕面市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○柏原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○羽曳野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○門真市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○摂津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○高石市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○藤井寺市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○東大阪市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○泉南市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○四條畷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○交野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○大阪狭山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○阪南市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名兵庫県 ○ ○ ○ ○ ○神戸市 ○ ○ ○ ○ ○姫路市 ○*2 ○ ○ ○尼崎市 ○ ○ ○ ○ ○明石市西宮市 ○ ○ ○ ○ ○洲本市 ○ ○ ○ ○ ○芦屋市 ○ ○ ○ ○ ○伊丹市 ○*2 ○ ○ ○ ○ ○ ○相生市 ○ ○ ○ ○ ○豊岡市 ○ ○ ○ ○ ○加古川市 ○ ○ ○ ○ ○赤穂市 ○ ○ ○ ○ ○西脇市 ○*2 ○ ○ ○ ○宝塚市三木市 ○ ○ ○ ○ ○高砂市 ○ ○ ○ ○ ○川西市 ○ ○ ○ ○ ○小野市 ○ ○ ○ ○ ○三田市 ○ ○ ○ ○ ○加西市 ○ ○ ○ ○ ○篠山市 ○ ○ ○ ○ ○養父市 ○*2 ○ ○ ○ ○ ○丹波市 ○ ○ ○ ○ ○南あわじ市 ○ ○ ○ ○ ○朝来市 ○ ○ ○ ○ ○淡路市 ○ ○ ○ ○ ○宍粟市 ○ ○ ○ ○ ○加東市 ○ ○ ○ ○ ○たつの市 ○ ○ ○ ○ ○奈良県 ○ ○ ○ ○ ○奈良市 ○ ○ ○ ○ ○大和高田市 ○ ○ ○ ○ ○大和郡山市 ○ ○ ○ ○ ○天理市 ○ ○ ○ ○ ○橿原市 ○ ○ ○ ○ ○桜井市 ○ ○ ○ ○ ○五條市 ○ ○ ○ ○ ○御所市 ○ ○ ○ ○ ○生駒市 ○ ○ ○ ○ ○香芝市 ○ ○ ○ ○ ○葛城市 ○ ○ ○ ○ ○宇陀市 ○ ○ ○ ○ ○和歌山県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○和歌山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○海南市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○橋本市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○有田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○御坊市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○田辺市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○新宮市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○紀の川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○岩出市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名鳥取県 ○ ○ ○ ○ ○ ○鳥取市 ○*2 ○ ○ ○ ○ ○米子市 ○ ○ ○ ○ ○ ○倉吉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○境港市 ○ ○ ○ ○ ○ ○島根県 ○ ○松江市浜田市出雲市益田市 ○ ○大田市安来市 ○ ○江津市雲南市岡山県 岡山市倉敷市津山市 ○*1玉野市笠岡市井原市総社市高梁市新見市備前市瀬戸内市赤磐市真庭市美作市浅口市広島県 ○ ○ ○ ○ ○ ○広島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○呉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○竹原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○三原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○尾道市 ○ ○ ○ ○ ○ ○福山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○府中市 ○ ○ ○ ○ ○ ○三次市 ○ ○ ○ ○ ○ ○庄原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○大竹市 ○ ○ ○ ○ ○ ○東広島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○廿日市市 ○ ○ ○ ○ ○ ○安芸高田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○江田島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名山口県 ○ ○ ○ ○ ○ ○下関市 ○ ○ ○ ○ ○ ○宇部市 ○ ○ ○ ○ ○ ○山口市 ○ ○ ○ ○ ○ ○萩市 ○ ○ ○ ○ ○ ○防府市 ○ ○ ○ ○ ○ ○下松市 ○ ○ ○ ○ ○ ○岩国市 ○ ○ ○ ○ ○ ○光市長門市 ○ ○ ○ ○ ○ ○柳井市美祢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○周南市 ○ ○ ○ ○ ○ ○山陽小野田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○徳島県 ○ ○徳島市 ○ ○鳴門市 ○ ○小松島市 ○ ○阿南市 ○ ○吉野川市 ○ ○阿波市 ○ ○美馬市 ○ ○三好市 ○ ○香川県 ○ ○ ○ ○ ○高松市 ○ ○ ○ ○ ○丸亀市 ○ ○ ○ ○ ○坂出市 ○ ○ ○ ○ ○善通寺市 ○ ○ ○ ○ ○観音寺市 ○ ○ ○ ○ ○さぬき市 ○ ○ ○ ○ ○東かがわ市 ○ ○ ○ ○ ○三豊市 ○ ○ ○ ○ ○愛媛県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○松山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○今治市宇和島市八幡浜市新居浜市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○西条市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○大洲市伊予市四国中央市 ○*1 ○ ○ ○ ○西予市東温市
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名高知県 ○ ○高知市 ○ ○室戸市安芸市 ○ ○南国市 ○ ○土佐市須崎市 ○ ○宿毛市土佐清水市四万十市香南市 ○*1香美市福岡県 ○ ○ ○ ○ ○北九州市 ○ ○ ○ ○ ○福岡市 ○ ○ ○ ○ ○大牟田市 ○ ○ ○ ○ ○久留米市直方市 ○ ○ ○ ○ ○飯塚市 ○ ○ ○ ○ ○田川市 ○ ○ ○ ○ ○柳川市 ○ ○ ○ ○ ○八女市 ○ ○ ○ ○ ○筑後市 ○ ○ ○ ○ ○大川市 ○ ○ ○ ○ ○行橋市 ○ ○ ○ ○ ○豊前市 ○ ○ ○ ○ ○中間市 ○ ○ ○ ○ ○小郡市 ○ ○ ○ ○ ○筑紫野市 ○ ○ ○ ○ ○春日市 ○ ○ ○ ○ ○大野城市 ○ ○ ○ ○ ○宗像市 ○ ○ ○ ○ ○太宰府市 ○ ○ ○ ○ ○古賀市 ○ ○ ○ ○ ○福津市 ○ ○ ○ ○ ○うきは市 ○ ○ ○ ○ ○宮若市 ○ ○ ○ ○ ○嘉麻市 ○ ○ ○ ○ ○朝倉市 ○ ○ ○ ○ ○みやま市 ○ ○ ○ ○ ○糸島市 ○ ○ ○ ○ ○佐賀県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○佐賀市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○唐津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○鳥栖市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○多久市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○伊万里市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○武雄市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○鹿島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○小城市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○嬉野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○神埼市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名長崎県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○長崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○佐世保市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○島原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○諫早市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○大村市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○平戸市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○松浦市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○対馬市壱岐市五島市西海市雲仙市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○南島原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○熊本県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○熊本市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○八代市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○人吉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○荒尾市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○水俣市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○玉名市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○山鹿市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○菊池市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○宇土市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○宇城市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○阿蘇市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○合志市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○大分県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○大分市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○別府市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○中津市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○日田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○佐伯市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○臼杵市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○津久見市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○竹田市 ○*2 ○ ○ ○ ○ ○豊後高田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○杵築市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○宇佐市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○豊後大野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○由布市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○国東市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 放送禁止区域の有無 拡声機の使用時間の制限の有無 拡声機の音量の規制基準の有無 放送の方法及び拡声機の設置方法の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名宮崎県 宮崎市 ○*1 ○ ○都城市 ○*1 ○ ○延岡市 ○*1 ○ ○ ○ ○日南市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○小林市日向市 ○*1 ○串間市西都市 ○*1 ○ ○ ○えびの市鹿児島県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○鹿児島市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○鹿屋市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○枕崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○阿久根市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○出水市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○指宿市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○西之表市 ○*1 ○ ○ ○ ○垂水市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○薩摩川内市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○日置市 ○*1 ○ ○ ○ ○曽於市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○霧島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○いちき串木野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○南さつま市 ○*1 ○ ○ ○ ○志布志市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○奄美市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○ ○南九州市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○伊佐市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○姶良市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○沖縄県 那覇市 ○*1 ○ ○ ○ ○宜野湾市石垣市浦添市名護市糸満市 ○*1 ○ ○ ○沖縄市豊見城市うるま市 ○*1 ○宮古島市南城市＊1　市の独自条例＊2　都道府県条例及び市の独自条例 551 507 590合　計 756 597 694 610
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表８−２　深夜営業騒音の規制に係る条例の制定状況条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無北海道 ○ ○ ○札幌市 ○*1 ○ ○ ○函館市 ○*1小樽市旭川市 ○*1 ○室蘭市 ○ ○ ○釧路市 ○*1帯広市北見市夕張市 ○ ○ ○岩見沢市 ○*1 ○網走市 ○*1留萌市 ○ ○ ○苫小牧市稚内市 ○*1 ○ ○美唄市芦別市江別市 ○*1 ○ ○赤平市 ○ ○ ○紋別市士別市名寄市 ○ ○ ○三笠市 ○ ○ ○根室市 ○*2 ○ ○ ○千歳市滝川市砂川市 ○ ○ ○歌志内市深川市 ○ ○ ○富良野市登別市恵庭市 ○*1 ○ ○伊達市北広島市 ○ ○ ○石狩市北斗市青森県 ○ ○ ○ ○青森市 ○ ○ ○ ○弘前市 ○ ○ ○ ○八戸市 ○ ○ ○ ○黒石市 ○ ○ ○ ○五所川原市 ○ ○ ○ ○十和田市 ○ ○ ○ ○三沢市 ○ ○ ○ ○むつ市 ○ ○ ○ ○つがる市 ○ ○ ○ ○平川市 ○ ○ ○ ○

地方公共団体名
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条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名岩手県 ○盛岡市 ○宮古市 ○大船渡市 ○花巻市 ○北上市 ○久慈市 ○遠野市 ○一関市 ○陸前高田市 ○釜石市 ○二戸市 ○八幡平市 ○奥州市 ○滝沢市 ○宮城県 ○ ○ ○ ○ ○ ○仙台市 ○*1 ○ ○ ○石巻市 ○ ○ ○ ○ ○ ○塩竈市 ○ ○ ○ ○ ○ ○気仙沼市 ○ ○ ○ ○ ○ ○白石市 ○ ○ ○ ○ ○ ○名取市 ○ ○ ○ ○ ○ ○角田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○多賀城市 ○ ○ ○ ○ ○ ○岩沼市 ○ ○ ○ ○ ○ ○登米市 ○ ○ ○ ○ ○ ○栗原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○東松島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○大崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○秋田県 ○ ○ ○秋田市 ○ ○ ○能代市横手市 ○*1 ○ ○大館市 ○*1 ○男鹿市湯沢市 ○ ○ ○鹿角市由利本荘市 ○ ○ ○潟上市 ○*1大仙市 ○ ○ ○北秋田市 ○ ○ ○にかほ市仙北市
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条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名山形県 ○ ○ ○ ○ ○山形市 ○ ○ ○ ○ ○米沢市 ○ ○ ○ ○ ○鶴岡市 ○ ○ ○ ○ ○酒田市 ○ ○ ○ ○ ○新庄市 ○ ○ ○ ○ ○寒河江市 ○ ○ ○ ○ ○上山市 ○ ○ ○ ○ ○村山市 ○ ○ ○ ○ ○長井市 ○ ○ ○ ○ ○天童市 ○ ○ ○ ○ ○東根市 ○ ○ ○ ○ ○尾花沢市 ○ ○ ○ ○ ○南陽市 ○ ○ ○ ○ ○福島県 ○ ○ ○ ○ ○福島市 ○ ○ ○ ○ ○会津若松市 ○ ○ ○ ○ ○郡山市いわき市 ○ ○ ○ ○ ○白河市 ○ ○ ○ ○ ○須賀川市 ○ ○ ○ ○ ○喜多方市 ○ ○ ○ ○ ○相馬市 ○ ○ ○ ○ ○二本松市 ○ ○ ○ ○ ○田村市 ○ ○ ○ ○ ○南相馬市 ○ ○ ○ ○ ○伊達市 ○ ○ ○ ○ ○本宮市 ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名茨城県 ○ ○ ○ ○ ○水戸市 ○ ○ ○ ○ ○日立市 ○ ○ ○ ○ ○土浦市 ○ ○ ○ ○ ○古河市 ○ ○ ○ ○ ○石岡市 ○ ○ ○ ○ ○結城市 ○ ○ ○ ○ ○龍ケ崎市 ○ ○ ○ ○ ○下妻市 ○ ○ ○ ○ ○常総市 ○ ○ ○ ○ ○常陸太田市 ○ ○ ○ ○ ○高萩市 ○ ○ ○ ○ ○北茨城市 ○ ○ ○ ○ ○笠間市 ○ ○ ○ ○ ○取手市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○牛久市 ○ ○ ○ ○ ○つくば市 ○ ○ ○ ○ ○ひたちなか市 ○ ○ ○ ○ ○鹿嶋市 ○ ○ ○ ○ ○潮来市 ○ ○ ○ ○ ○守谷市 ○ ○ ○ ○ ○常陸大宮市 ○ ○ ○ ○ ○那珂市 ○ ○ ○ ○ ○筑西市 ○ ○ ○ ○ ○坂東市 ○ ○ ○ ○ ○稲敷市 ○ ○ ○ ○ ○かすみがうら市 ○ ○ ○ ○ ○桜川市 ○ ○ ○ ○ ○神栖市 ○ ○ ○ ○ ○行方市 ○ ○ ○ ○ ○鉾田市 ○ ○ ○ ○ ○つくばみらい市 ○ ○ ○ ○ ○小美玉市 ○ ○ ○ ○ ○栃木県 ○ ○ ○ ○ ○宇都宮市 ○ ○ ○ ○ ○足利市 ○ ○ ○ ○ ○栃木市 ○ ○ ○ ○ ○佐野市 ○ ○ ○ ○ ○鹿沼市 ○ ○ ○ ○ ○日光市 ○ ○ ○ ○ ○小山市 ○ ○ ○ ○ ○真岡市 ○ ○ ○ ○ ○大田原市 ○ ○ ○ ○ ○矢板市 ○ ○ ○ ○ ○那須塩原市 ○ ○ ○ ○ ○さくら市 ○ ○ ○ ○ ○那須烏山市 ○ ○ ○ ○ ○下野市 ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名群馬県 ○ ○ ○ ○ ○前橋市 ○ ○ ○ ○ ○高崎市 ○*1桐生市 ○ ○ ○ ○ ○伊勢崎市 ○ ○ ○ ○ ○太田市 ○ ○ ○ ○ ○沼田市 ○ ○ ○ ○ ○館林市 ○ ○ ○ ○ ○渋川市 ○ ○ ○ ○ ○藤岡市 ○ ○ ○ ○ ○富岡市 ○ ○ ○ ○ ○安中市 ○ ○ ○ ○ ○みどり市 ○ ○ ○ ○ ○埼玉県 ○ ○ ○ ○ ○さいたま市 ○*1 ○ ○ ○ ○川越市 ○ ○ ○ ○ ○熊谷市 ○ ○ ○ ○ ○川口市 ○ ○ ○ ○ ○行田市 ○ ○ ○ ○ ○秩父市 ○ ○ ○ ○ ○所沢市 ○ ○ ○ ○ ○飯能市 ○ ○ ○ ○ ○加須市 ○ ○ ○ ○ ○本庄市 ○ ○ ○ ○ ○東松山市 ○ ○ ○ ○ ○春日部市 ○ ○ ○ ○ ○狭山市 ○ ○ ○ ○ ○羽生市鴻巣市 ○ ○ ○ ○ ○深谷市 ○ ○ ○ ○ ○上尾市 ○ ○ ○ ○ ○草加市 ○ ○ ○ ○ ○越谷市 ○ ○ ○ ○ ○蕨市 ○ ○ ○ ○ ○戸田市 ○ ○ ○ ○ ○入間市朝霞市 ○ ○ ○ ○ ○志木市 ○ ○ ○ ○ ○和光市新座市 ○ ○ ○ ○ ○桶川市久喜市 ○ ○ ○ ○ ○北本市八潮市 ○ ○ ○ ○ ○富士見市 ○ ○ ○ ○ ○三郷市 ○ ○ ○ ○ ○蓮田市 ○ ○ ○ ○ ○坂戸市 ○ ○ ○ ○ ○幸手市 ○ ○ ○ ○ ○鶴ヶ島市 ○ ○ ○ ○ ○日高市 ○ ○ ○ ○ ○吉川市 ○ ○ ○ ○ ○ふじみ野市 ○ ○ ○ ○ ○白岡市 ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名千葉県 千葉市 ○*1 ○ ○ ○ ○銚子市 ○*1 ○ ○ ○市川市 ○*1 ○ ○ ○船橋市 ○*1 ○ ○ ○館山市 ○*1 ○ ○ ○木更津市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○松戸市 ○*1 ○ ○ ○野田市 ○*1 ○ ○茂原市 ○*1 ○ ○成田市 ○*1 ○ ○ ○佐倉市 ○*1 ○ ○ ○ ○東金市 ○*1 ○ ○ ○旭市 ○*1 ○ ○ ○習志野市柏市 ○*1 ○ ○ ○勝浦市 ○*1 ○ ○ ○ ○市原市 ○*1 ○ ○ ○流山市 ○*1 ○ ○ ○八千代市 ○*1 ○ ○ ○ ○我孫子市 ○*1 ○ ○鴨川市 ○*1 ○ ○ ○ ○鎌ケ谷市 ○*1 ○ ○ ○ ○君津市 ○*1 ○ ○ ○富津市 ○*1 ○ ○浦安市 ○*1 ○ ○四街道市 ○*1 ○ ○ ○ ○袖ケ浦市 ○*1 ○八街市 ○*1 ○ ○印西市 ○*1 ○ ○白井市 ○*1 ○ ○ ○富里市 ○*1 ○ ○ ○南房総市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○匝瑳市 ○*1 ○ ○ ○ ○香取市 ○*1 ○ ○ ○ ○山武市 ○*1 ○ ○ ○いすみ市大網白里市 ○*1 ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名東京都 ○ ○ ○ ○ ○ ○千代田区 ○ ○ ○ ○ ○ ○中央区 ○ ○ ○ ○ ○ ○港区 ○ ○ ○ ○ ○ ○新宿区 ○ ○ ○ ○ ○ ○文京区 ○ ○ ○ ○ ○ ○台東区 ○ ○ ○ ○ ○ ○墨田区 ○ ○ ○ ○ ○ ○江東区 ○ ○ ○ ○ ○ ○品川区 ○ ○ ○ ○ ○ ○目黒区 ○ ○ ○ ○ ○ ○大田区 ○ ○ ○ ○ ○ ○世田谷区 ○ ○ ○ ○ ○ ○渋谷区 ○ ○ ○ ○ ○ ○中野区 ○ ○ ○ ○ ○ ○杉並区 ○ ○ ○ ○ ○ ○豊島区 ○ ○ ○ ○ ○ ○北区 ○ ○ ○ ○ ○ ○荒川区 ○ ○ ○ ○ ○ ○板橋区 ○ ○ ○ ○ ○ ○練馬区 ○ ○ ○ ○ ○ ○足立区 ○ ○ ○ ○ ○ ○葛飾区 ○ ○ ○ ○ ○ ○江戸川区 ○ ○ ○ ○ ○ ○八王子市 ○ ○ ○ ○ ○ ○立川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○武蔵野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○三鷹市 ○ ○ ○ ○ ○ ○青梅市 ○ ○ ○ ○ ○ ○府中市 ○ ○ ○ ○ ○ ○昭島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○調布市 ○ ○ ○ ○ ○ ○町田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○小金井市 ○ ○ ○ ○ ○ ○小平市 ○ ○ ○ ○ ○ ○日野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○東村山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○国分寺市 ○ ○ ○ ○ ○ ○国立市 ○ ○ ○ ○ ○ ○福生市 ○ ○ ○ ○ ○ ○狛江市東大和市 ○ ○ ○ ○ ○ ○清瀬市東久留米市 ○ ○ ○ ○ ○ ○武蔵村山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○多摩市 ○ ○ ○ ○ ○ ○稲城市 ○ ○ ○ ○ ○ ○羽村市 ○ ○ ○ ○ ○ ○あきる野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○西東京市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名神奈川県 ○ ○ ○ ○ ○横浜市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○川崎市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○相模原市 ○ ○ ○ ○ ○横須賀市 ○ ○ ○ ○ ○平塚市 ○ ○ ○ ○ ○鎌倉市 ○ ○ ○ ○ ○藤沢市 ○ ○ ○ ○ ○小田原市 ○ ○ ○ ○ ○茅ヶ崎市 ○ ○ ○ ○ ○逗子市 ○ ○ ○ ○ ○三浦市 ○ ○ ○ ○ ○秦野市厚木市 ○ ○ ○ ○ ○大和市 ○ ○ ○ ○ ○伊勢原市 ○ ○ ○ ○ ○海老名市 ○ ○ ○ ○ ○座間市 ○ ○ ○ ○ ○南足柄市 ○ ○ ○ ○ ○綾瀬市 ○ ○ ○ ○ ○新潟県 ○ ○ ○ ○ ○ ○新潟市 ○*1 ○ ○ ○ ○長岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○三条市 ○ ○ ○ ○ ○ ○柏崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○新発田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○小千谷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○加茂市 ○ ○ ○ ○ ○ ○十日町市 ○ ○ ○ ○ ○ ○見附市 ○ ○ ○ ○ ○ ○村上市 ○ ○ ○ ○ ○ ○燕市 ○ ○ ○ ○ ○ ○糸魚川市 ○ ○ ○ ○ ○ ○妙高市 ○ ○ ○ ○ ○ ○五泉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○上越市 ○ ○ ○ ○ ○ ○阿賀野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○佐渡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○魚沼市 ○ ○ ○ ○ ○ ○南魚沼市 ○ ○ ○ ○ ○ ○胎内市 ○ ○ ○ ○ ○ ○富山県 ○富山市 ○高岡市 ○魚津市 ○氷見市 ○滑川市 ○黒部市 ○砺波市 ○小矢部市 ○南砺市 ○射水市 ○
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条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名石川県 ○ ○ ○ ○ ○金沢市 ○*1 ○ ○ ○ ○七尾市 ○ ○ ○ ○ ○小松市 ○ ○ ○ ○ ○輪島市 ○ ○ ○ ○ ○珠洲市 ○ ○ ○ ○ ○加賀市 ○ ○ ○ ○ ○羽咋市 ○ ○ ○ ○ ○かほく市 ○ ○ ○ ○ ○白山市 ○ ○ ○ ○ ○能美市 ○ ○ ○ ○ ○野々市市 ○ ○ ○ ○ ○福井県 ○ ○ ○ ○福井市 ○ ○ ○ ○敦賀市 ○*1 ○ ○ ○小浜市 ○ ○ ○ ○大野市 ○ ○ ○ ○勝山市 ○ ○ ○ ○鯖江市 ○ ○ ○ ○あわら市 ○ ○ ○ ○越前市 ○ ○ ○ ○坂井市 ○ ○ ○ ○山梨県 ○ ○ ○ ○甲府市 ○ ○ ○ ○富士吉田市 ○ ○ ○ ○都留市 ○ ○ ○ ○山梨市 ○ ○ ○ ○大月市 ○ ○ ○ ○韮崎市 ○ ○ ○ ○南アルプス市 ○ ○ ○ ○北杜市 ○ ○ ○ ○甲斐市 ○ ○ ○ ○笛吹市 ○ ○ ○ ○上野原市 ○ ○ ○ ○甲州市 ○ ○ ○ ○中央市 ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名長野県 ○ ○ ○ ○ ○長野市 ○ ○ ○ ○ ○松本市 ○ ○ ○ ○ ○上田市 ○ ○ ○ ○ ○岡谷市 ○*2飯田市 ○ ○ ○ ○ ○諏訪市 ○ ○ ○ ○ ○須坂市 ○ ○ ○ ○ ○小諸市 ○ ○ ○ ○ ○伊那市 ○ ○ ○ ○ ○駒ヶ根市 ○ ○ ○ ○ ○中野市 ○ ○ ○ ○ ○大町市 ○ ○ ○ ○ ○飯山市 ○ ○ ○ ○ ○茅野市 ○ ○ ○ ○ ○塩尻市 ○ ○ ○ ○ ○佐久市 ○ ○ ○ ○ ○千曲市 ○ ○ ○ ○ ○東御市 ○ ○ ○ ○ ○安曇野市 ○ ○ ○ ○ ○岐阜県 ○ ○ ○ ○ ○岐阜市 ○ ○ ○ ○ ○大垣市 ○ ○ ○ ○ ○高山市 ○ ○ ○ ○ ○多治見市 ○ ○ ○ ○ ○関市 ○ ○ ○ ○ ○中津川市 ○ ○ ○ ○ ○美濃市瑞浪市 ○ ○ ○ ○ ○羽島市 ○ ○ ○ ○ ○恵那市 ○ ○ ○ ○ ○美濃加茂市 ○ ○ ○ ○ ○土岐市 ○ ○ ○ ○ ○各務原市 ○ ○ ○ ○ ○可児市 ○*1 ○山県市瑞穂市飛騨市 ○*2 ○ ○ ○ ○本巣市 ○ ○ ○ ○ ○郡上市 ○ ○ ○ ○ ○下呂市 ○ ○ ○ ○ ○海津市 ○ ○ ○ ○ ○

－74－



条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名静岡県 ○ ○ ○ ○静岡市 ○ ○ ○ ○浜松市 ○ ○ ○ ○沼津市 ○ ○ ○ ○熱海市 ○ ○ ○ ○三島市 ○ ○ ○ ○富士宮市 ○ ○ ○ ○伊東市 ○ ○ ○ ○島田市 ○ ○ ○ ○富士市 ○ ○ ○ ○磐田市 ○ ○ ○ ○焼津市 ○ ○ ○ ○掛川市 ○ ○ ○ ○藤枝市 ○ ○ ○ ○御殿場市 ○ ○ ○ ○袋井市 ○ ○ ○ ○下田市 ○ ○ ○ ○裾野市 ○ ○ ○ ○湖西市 ○ ○ ○ ○伊豆市 ○ ○ ○ ○御前崎市 ○ ○ ○ ○菊川市 ○ ○ ○ ○伊豆の国市 ○ ○ ○ ○牧之原市 ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名愛知県 ○ ○ ○ ○ ○名古屋市 ○*1 ○ ○ ○ ○豊橋市 ○ ○ ○ ○ ○岡崎市 ○ ○ ○ ○ ○一宮市 ○ ○ ○ ○ ○瀬戸市 ○ ○ ○ ○ ○半田市 ○ ○ ○ ○ ○春日井市 ○ ○ ○ ○ ○豊川市 ○ ○ ○ ○ ○津島市 ○ ○ ○ ○ ○碧南市刈谷市 ○ ○ ○ ○ ○豊田市 ○ ○ ○ ○ ○安城市 ○ ○ ○ ○ ○西尾市 ○ ○ ○ ○ ○蒲郡市 ○ ○ ○ ○ ○犬山市 ○ ○ ○ ○ ○常滑市 ○ ○ ○ ○ ○江南市 ○ ○ ○ ○ ○小牧市 ○ ○ ○ ○ ○稲沢市新城市 ○ ○ ○ ○ ○東海市 ○ ○ ○ ○ ○大府市 ○ ○ ○ ○ ○知多市 ○ ○ ○ ○ ○知立市尾張旭市高浜市岩倉市 ○ ○ ○ ○ ○豊明市 ○ ○ ○ ○ ○日進市 ○ ○ ○ ○ ○田原市愛西市 ○ ○ ○ ○ ○清須市北名古屋市 ○ ○ ○ ○ ○弥富市みよし市 ○ ○ ○ ○ ○あま市長久手市 ○ ○ ○ ○ ○三重県 ○ ○ ○ ○ ○津市 ○ ○ ○ ○ ○四日市市 ○ ○ ○ ○ ○伊勢市 ○ ○ ○ ○ ○松阪市 ○ ○ ○ ○ ○桑名市 ○ ○ ○ ○ ○鈴鹿市 ○ ○ ○ ○ ○名張市 ○ ○ ○ ○ ○尾鷲市 ○ ○ ○ ○ ○亀山市 ○ ○ ○ ○ ○鳥羽市熊野市 ○ ○ ○ ○ ○いなべ市 ○ ○ ○ ○ ○志摩市 ○ ○ ○ ○ ○伊賀市 ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名滋賀県 ○ ○ ○大津市 ○*1 ○ ○彦根市長浜市近江八幡市草津市守山市 ○ ○ ○栗東市 ○ ○ ○甲賀市野洲市 ○*1 ○ ○ ○ ○湖南市高島市東近江市米原市 ○ ○ ○京都府 ○ ○ ○ ○ ○京都市 ○ ○ ○ ○ ○福知山市 ○ ○ ○ ○ ○舞鶴市 ○ ○ ○ ○ ○綾部市 ○ ○ ○ ○ ○宇治市 ○ ○ ○ ○ ○宮津市 ○ ○ ○ ○ ○亀岡市 ○ ○ ○ ○ ○城陽市 ○ ○ ○ ○ ○向日市 ○ ○ ○ ○ ○長岡京市 ○ ○ ○ ○ ○八幡市 ○ ○ ○ ○ ○京田辺市 ○ ○ ○ ○ ○京丹後市 ○ ○ ○ ○ ○南丹市 ○ ○ ○ ○ ○木津川市 ○ ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名大阪府 ○ ○ ○ ○大阪市 ○ ○ ○ ○堺市 ○ ○ ○ ○岸和田市 ○ ○ ○ ○豊中市池田市 ○ ○ ○ ○吹田市 ○ ○ ○ ○泉大津市 ○ ○ ○ ○高槻市 ○ ○ ○ ○貝塚市 ○ ○ ○ ○守口市 ○ ○ ○ ○枚方市 ○ ○ ○ ○茨木市 ○ ○ ○ ○八尾市 ○*2 ○ ○ ○ ○泉佐野市 ○ ○ ○ ○富田林市 ○ ○ ○ ○寝屋川市 ○ ○ ○ ○河内長野市 ○ ○ ○ ○松原市 ○ ○ ○ ○大東市 ○ ○ ○ ○和泉市 ○ ○ ○ ○箕面市 ○ ○ ○ ○柏原市 ○ ○ ○ ○羽曳野市 ○ ○ ○ ○門真市 ○ ○ ○ ○摂津市 ○ ○ ○ ○高石市 ○ ○ ○ ○藤井寺市 ○ ○ ○ ○東大阪市 ○ ○ ○ ○泉南市 ○ ○ ○ ○四條畷市 ○ ○ ○ ○交野市 ○ ○ ○ ○大阪狭山市 ○ ○ ○ ○阪南市 ○ ○ ○ ○

－78－



条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名兵庫県 ○ ○ ○神戸市 ○ ○ ○姫路市 ○ ○ ○尼崎市 ○ ○ ○明石市西宮市 ○ ○ ○洲本市 ○ ○ ○芦屋市 ○ ○ ○伊丹市 ○*2 ○ ○ ○相生市 ○ ○ ○豊岡市 ○ ○ ○加古川市 ○ ○ ○赤穂市 ○ ○ ○西脇市 ○*2宝塚市三木市 ○ ○ ○高砂市 ○ ○ ○川西市 ○ ○ ○小野市 ○ ○ ○三田市 ○ ○ ○加西市 ○ ○ ○篠山市 ○ ○ ○養父市 ○*2 ○ ○丹波市 ○ ○ ○南あわじ市 ○ ○ ○朝来市 ○ ○ ○淡路市 ○ ○ ○宍粟市 ○ ○ ○加東市 ○ ○ ○たつの市 ○ ○ ○奈良県 ○ ○ ○ ○奈良市 ○ ○ ○ ○大和高田市 ○ ○ ○ ○大和郡山市 ○ ○ ○ ○天理市 ○ ○ ○ ○橿原市 ○ ○ ○ ○桜井市 ○ ○ ○ ○五條市 ○ ○ ○ ○御所市 ○ ○ ○ ○生駒市 ○ ○ ○ ○香芝市 ○ ○ ○ ○葛城市 ○ ○ ○ ○宇陀市 ○ ○ ○ ○和歌山県 ○和歌山市 ○海南市 ○橋本市 ○有田市 ○御坊市 ○田辺市 ○新宮市 ○紀の川市 ○岩出市 ○
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条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名鳥取県 ○ ○ ○ ○鳥取市 ○*2 ○ ○米子市 ○ ○ ○ ○倉吉市 ○ ○ ○ ○境港市 ○ ○ ○ ○島根県 ○ ○ ○松江市浜田市出雲市益田市 ○ ○ ○大田市安来市 ○ ○ ○江津市雲南市岡山県 岡山市倉敷市津山市玉野市笠岡市井原市総社市高梁市新見市備前市瀬戸内市赤磐市 ○真庭市美作市浅口市広島県 ○広島市 ○呉市 ○竹原市 ○三原市 ○尾道市 ○福山市 ○府中市 ○三次市 ○庄原市 ○大竹市 ○東広島市 ○廿日市市 ○安芸高田市 ○江田島市 ○
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条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名山口県 ○ ○ ○下関市 ○ ○ ○宇部市 ○ ○ ○山口市 ○ ○ ○萩市 ○ ○ ○防府市 ○ ○ ○下松市 ○ ○ ○岩国市 ○ ○ ○光市長門市 ○ ○ ○柳井市美祢市 ○ ○ ○周南市 ○ ○ ○山陽小野田市 ○ ○ ○徳島県 ○徳島市 ○鳴門市 ○小松島市 ○阿南市 ○吉野川市 ○阿波市 ○美馬市 ○三好市 ○香川県 ○高松市 ○丸亀市 ○坂出市 ○善通寺市 ○観音寺市 ○さぬき市 ○東かがわ市 ○三豊市 ○愛媛県 ○ ○松山市今治市宇和島市八幡浜市新居浜市 ○ ○西条市大洲市伊予市四国中央市西予市東温市
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条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名高知県 ○高知市 ○室戸市安芸市 ○南国市 ○土佐市須崎市 ○宿毛市土佐清水市四万十市香南市 ○*1香美市福岡県 ○ ○ ○ ○北九州市 ○ ○ ○ ○福岡市 ○ ○ ○ ○大牟田市 ○ ○ ○ ○久留米市直方市 ○ ○ ○ ○飯塚市 ○ ○ ○ ○田川市 ○ ○ ○ ○柳川市 ○ ○ ○ ○八女市 ○ ○ ○ ○筑後市 ○ ○ ○ ○大川市 ○ ○ ○ ○行橋市 ○ ○ ○ ○豊前市 ○ ○ ○ ○中間市 ○ ○ ○ ○小郡市 ○ ○ ○ ○筑紫野市 ○ ○ ○ ○春日市 ○ ○ ○ ○大野城市 ○ ○ ○ ○宗像市 ○ ○ ○ ○太宰府市 ○ ○ ○ ○古賀市 ○ ○ ○ ○福津市 ○ ○ ○ ○うきは市 ○ ○ ○ ○宮若市 ○ ○ ○ ○嘉麻市 ○ ○ ○ ○朝倉市 ○ ○ ○ ○みやま市 ○ ○ ○ ○糸島市 ○ ○ ○ ○佐賀県 佐賀市唐津市鳥栖市多久市伊万里市武雄市鹿島市小城市嬉野市神埼市
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条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名長崎県 ○ ○ ○長崎市 ○ ○ ○佐世保市 ○ ○ ○島原市 ○ ○ ○諫早市 ○ ○ ○大村市 ○ ○ ○平戸市 ○ ○ ○松浦市 ○ ○ ○対馬市壱岐市五島市西海市雲仙市 ○ ○ ○南島原市 ○ ○ ○熊本県 ○ ○ ○ ○熊本市 ○ ○ ○ ○八代市 ○ ○ ○ ○人吉市 ○ ○ ○ ○荒尾市 ○ ○ ○ ○水俣市 ○ ○ ○ ○玉名市 ○ ○ ○ ○山鹿市 ○ ○ ○ ○菊池市 ○ ○ ○ ○宇土市 ○ ○ ○ ○上天草市 ○ ○ ○ ○宇城市 ○ ○ ○ ○阿蘇市 ○ ○ ○ ○天草市 ○ ○ ○ ○合志市 ○ ○ ○ ○大分県 ○ ○ ○ ○大分市 ○*1 ○ ○ ○別府市 ○*1 ○ ○ ○中津市 ○*1 ○ ○ ○日田市佐伯市臼杵市津久見市竹田市豊後高田市杵築市宇佐市豊後大野市由布市国東市

－83－



条例の適用有無 営業時間の制限の有無 音響機器の使用時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名宮崎県 宮崎市 ○*1 ○ ○ ○ ○都城市 ○*1 ○ ○ ○ ○延岡市 ○*1 ○ ○ ○ ○ ○日南市 ○*1 ○ ○小林市日向市 ○*1 ○ ○串間市西都市 ○*1 ○ ○えびの市鹿児島県 ○ ○ ○ ○ ○鹿児島市 ○*1 ○ ○ ○鹿屋市 ○*2 ○ ○枕崎市 ○ ○ ○ ○ ○阿久根市 ○ ○ ○ ○ ○出水市 ○ ○ ○ ○ ○指宿市 ○ ○ ○ ○ ○西之表市 ○*1 ○ ○ ○垂水市 ○ ○ ○ ○ ○薩摩川内市 ○*2 ○ ○ ○日置市 ○ ○ ○ ○ ○曽於市 ○ ○ ○ ○ ○霧島市 ○ ○ ○ ○ ○いちき串木野市 ○ ○ ○ ○ ○南さつま市 ○ ○ ○ ○ ○志布志市 ○ ○ ○ ○ ○奄美市 ○*1 ○ ○ ○南九州市 ○ ○ ○ ○ ○伊佐市 ○ ○ ○ ○ ○姶良市 ○ ○ ○ ○ ○沖縄県 那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市糸満市 ○*1沖縄市 ○*1豊見城市うるま市宮古島市南城市＊1　市の独自条例＊2　都道府県条例及び市の独自条例 507 569合　計 723 219 461 508
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表８−３　暴騒音の規制に係る条例の制定状況条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無北海道 札幌市函館市小樽市旭川市室蘭市釧路市帯広市北見市夕張市 ○岩見沢市網走市留萌市苫小牧市稚内市美唄市芦別市江別市赤平市 ○紋別市士別市名寄市三笠市 ○根室市千歳市滝川市砂川市歌志内市深川市富良野市登別市恵庭市伊達市北広島市石狩市北斗市青森県 ○ ○ ○ ○青森市弘前市 ○ ○ ○ ○八戸市 ○ ○ ○ ○黒石市 ○ ○ ○ ○五所川原市 ○ ○ ○ ○十和田市 ○ ○ ○ ○三沢市 ○ ○ ○ ○むつ市 ○ ○ ○ ○つがる市 ○ ○ ○ ○平川市 ○ ○ ○ ○

地方公共団体名
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条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名岩手県 ○ ○ ○ ○盛岡市 ○ ○ ○ ○宮古市 ○ ○ ○ ○大船渡市 ○ ○ ○ ○花巻市 ○ ○ ○ ○北上市 ○ ○ ○ ○久慈市 ○ ○ ○ ○遠野市 ○ ○ ○ ○一関市 ○ ○ ○ ○陸前高田市 ○ ○ ○ ○釜石市 ○ ○ ○ ○二戸市 ○ ○ ○ ○八幡平市 ○ ○ ○ ○奥州市 ○ ○ ○ ○滝沢市 ○ ○ ○ ○宮城県 ○ ○ ○仙台市石巻市 ○ ○ ○塩竈市 ○ ○ ○気仙沼市 ○ ○ ○白石市 ○ ○ ○名取市 ○ ○ ○角田市 ○ ○ ○多賀城市 ○ ○ ○岩沼市 ○ ○ ○登米市栗原市 ○ ○ ○東松島市 ○ ○ ○大崎市 ○ ○ ○秋田県 秋田市能代市横手市大館市男鹿市湯沢市 ○鹿角市由利本荘市潟上市大仙市北秋田市にかほ市仙北市

－86－



条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名山形県 ○ ○ ○ ○山形市米沢市 ○ ○ ○ ○鶴岡市 ○ ○ ○ ○酒田市 ○ ○ ○ ○新庄市 ○ ○ ○ ○寒河江市 ○ ○ ○ ○上山市 ○ ○ ○ ○村山市 ○ ○ ○ ○長井市 ○ ○ ○ ○天童市 ○ ○ ○ ○東根市 ○ ○ ○ ○尾花沢市 ○ ○ ○ ○南陽市 ○ ○ ○ ○福島県 ○ ○ ○ ○福島市 ○ ○ ○ ○会津若松市 ○ ○ ○ ○郡山市 ○ ○ ○ ○いわき市白河市 ○ ○ ○ ○須賀川市 ○ ○ ○ ○喜多方市 ○ ○ ○ ○相馬市 ○ ○ ○ ○二本松市 ○ ○ ○ ○田村市 ○ ○ ○ ○南相馬市 ○ ○ ○ ○伊達市 ○ ○ ○ ○本宮市 ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名茨城県 ○水戸市 ○日立市 ○土浦市 ○古河市 ○石岡市 ○結城市 ○龍ケ崎市 ○下妻市 ○常総市 ○常陸太田市 ○高萩市 ○北茨城市 ○笠間市 ○取手市 ○牛久市 ○つくば市 ○ひたちなか市 ○鹿嶋市 ○潮来市 ○守谷市 ○常陸大宮市 ○那珂市 ○筑西市 ○坂東市 ○稲敷市 ○かすみがうら市 ○桜川市 ○神栖市 ○行方市 ○鉾田市 ○つくばみらい市 ○小美玉市 ○栃木県 ○ ○ ○ ○宇都宮市足利市栃木市佐野市鹿沼市 ○ ○ ○ ○日光市 ○ ○ ○ ○小山市 ○ ○ ○ ○真岡市 ○ ○ ○ ○大田原市矢板市 ○ ○ ○ ○那須塩原市 ○ ○ ○ ○さくら市那須烏山市 ○ ○ ○ ○下野市
－88－



条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名群馬県 ○ ○ ○ ○前橋市 ○ ○ ○ ○高崎市 ○ ○ ○ ○桐生市 ○ ○ ○ ○伊勢崎市 ○ ○ ○ ○太田市 ○ ○ ○ ○沼田市 ○ ○ ○ ○館林市 ○ ○ ○ ○渋川市 ○ ○ ○ ○藤岡市 ○ ○ ○ ○富岡市 ○ ○ ○ ○安中市 ○ ○ ○ ○みどり市 ○ ○ ○ ○埼玉県 ○ ○ ○ ○さいたま市川越市熊谷市川口市 ○ ○ ○ ○行田市秩父市所沢市飯能市加須市本庄市東松山市春日部市 ○ ○ ○ ○狭山市羽生市鴻巣市深谷市上尾市草加市越谷市蕨市戸田市入間市朝霞市志木市和光市新座市桶川市久喜市北本市八潮市富士見市 ○ ○ ○ ○三郷市蓮田市坂戸市幸手市 ○ ○ ○ ○鶴ヶ島市 ○ ○ ○ ○日高市 ○ ○ ○ ○吉川市ふじみ野市白岡市
－89－



条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名千葉県 ○ ○ ○ ○千葉市銚子市市川市船橋市館山市木更津市松戸市野田市茂原市成田市佐倉市東金市旭市習志野市柏市勝浦市市原市流山市八千代市我孫子市 ○ ○ ○ ○鴨川市鎌ケ谷市君津市富津市浦安市四街道市袖ケ浦市八街市印西市白井市富里市南房総市匝瑳市香取市山武市いすみ市大網白里市

－90－



条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名東京都 ○ ○ ○ ○千代田区 ○ ○ ○ ○中央区港区新宿区文京区台東区墨田区江東区品川区目黒区大田区世田谷区渋谷区 ○ ○ ○ ○中野区 ○ ○ ○ ○杉並区豊島区 ○ ○ ○ ○北区荒川区板橋区 ○ ○ ○ ○練馬区 ○ ○ ○ ○足立区葛飾区江戸川区八王子市 ○ ○ ○ ○立川市 ○ ○ ○ ○武蔵野市 ○ ○ ○ ○三鷹市 ○ ○ ○ ○青梅市 ○ ○ ○ ○府中市 ○ ○ ○ ○昭島市調布市 ○ ○ ○ ○町田市小金井市 ○ ○ ○ ○小平市日野市東村山市国分寺市 ○ ○ ○ ○国立市福生市狛江市東大和市 ○ ○ ○ ○清瀬市 ○ ○ ○ ○東久留米市 ○ ○ ○ ○武蔵村山市多摩市 ○ ○ ○ ○稲城市 ○ ○ ○ ○羽村市 ○ ○ ○ ○あきる野市 ○ ○ ○ ○西東京市 ○ ○ ○ ○
－91－



条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名神奈川県 ○ ○ ○ ○横浜市川崎市相模原市横須賀市 ○ ○ ○ ○平塚市鎌倉市 ○ ○ ○ ○藤沢市小田原市茅ヶ崎市逗子市 ○ ○ ○ ○三浦市 ○ ○ ○ ○秦野市 ○ ○ ○ ○厚木市 ○ ○ ○ ○大和市 ○ ○ ○ ○伊勢原市 ○ ○ ○ ○海老名市座間市南足柄市綾瀬市新潟県 ○ ○ ○ ○新潟市長岡市三条市柏崎市新発田市小千谷市加茂市十日町市見附市村上市 ○ ○ ○ ○燕市糸魚川市妙高市五泉市上越市阿賀野市佐渡市 ○ ○ ○ ○魚沼市南魚沼市胎内市富山県 ○ ○ ○ ○富山市 ○ ○ ○ ○高岡市 ○ ○ ○ ○魚津市 ○ ○ ○ ○氷見市 ○ ○ ○ ○滑川市 ○ ○ ○ ○黒部市 ○ ○ ○ ○砺波市 ○ ○ ○ ○小矢部市 ○ ○ ○ ○南砺市 ○ ○ ○ ○射水市 ○ ○ ○ ○
－92－



条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名石川県 ○ ○ ○ ○金沢市 ○ ○ ○ ○七尾市 ○ ○ ○ ○小松市 ○ ○ ○ ○輪島市 ○ ○ ○ ○珠洲市 ○ ○ ○ ○加賀市 ○ ○ ○ ○羽咋市 ○ ○ ○ ○かほく市 ○ ○ ○ ○白山市 ○ ○ ○ ○能美市 ○ ○ ○ ○野々市市 ○ ○ ○ ○福井県 ○ ○ ○ ○福井市 ○ ○ ○ ○敦賀市 ○ ○ ○ ○小浜市 ○ ○ ○ ○大野市 ○ ○ ○ ○勝山市 ○ ○ ○ ○鯖江市 ○ ○ ○ ○あわら市 ○ ○ ○ ○越前市 ○ ○ ○ ○坂井市 ○ ○ ○ ○山梨県 ○ ○ ○ ○甲府市富士吉田市 ○ ○ ○ ○都留市 ○ ○ ○ ○山梨市 ○ ○ ○ ○大月市 ○ ○ ○ ○韮崎市 ○ ○ ○ ○南アルプス市 ○ ○ ○ ○北杜市 ○ ○ ○ ○甲斐市 ○ ○ ○ ○笛吹市 ○ ○ ○ ○上野原市 ○ ○ ○ ○甲州市 ○ ○ ○ ○中央市 ○ ○ ○ ○

－93－



条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名長野県 ○ ○ ○ ○長野市 ○ ○ ○ ○松本市 ○ ○ ○ ○上田市 ○ ○ ○ ○岡谷市 ○ ○ ○ ○飯田市 ○ ○ ○ ○諏訪市 ○ ○ ○ ○須坂市 ○ ○ ○ ○小諸市 ○ ○ ○ ○伊那市 ○ ○ ○ ○駒ヶ根市 ○ ○ ○ ○中野市 ○ ○ ○ ○大町市 ○ ○ ○ ○飯山市 ○ ○ ○ ○茅野市 ○ ○ ○ ○塩尻市 ○ ○ ○ ○佐久市 ○ ○ ○ ○千曲市 ○ ○ ○ ○東御市 ○ ○ ○ ○安曇野市 ○ ○ ○ ○岐阜県 ○ ○ ○ ○岐阜市 ○ ○ ○ ○大垣市 ○ ○ ○ ○高山市 ○ ○ ○ ○多治見市 ○ ○ ○ ○関市 ○ ○ ○ ○中津川市 ○ ○ ○ ○美濃市瑞浪市 ○ ○ ○ ○羽島市恵那市美濃加茂市土岐市 ○ ○ ○ ○各務原市 ○ ○ ○ ○可児市 ○ ○ ○ ○山県市 ○ ○ ○ ○瑞穂市飛騨市 ○*2 ○ ○本巣市 ○ ○ ○ ○郡上市 ○ ○ ○ ○下呂市海津市

－94－



条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名静岡県 ○ ○ ○ ○静岡市浜松市沼津市 ○ ○ ○ ○熱海市三島市富士宮市伊東市島田市富士市磐田市焼津市掛川市藤枝市御殿場市袋井市下田市裾野市湖西市伊豆市御前崎市 ○ ○ ○ ○菊川市 ○ ○ ○ ○伊豆の国市牧之原市

－95－



条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名愛知県 ○ ○ ○ ○名古屋市 ○ ○ ○ ○豊橋市岡崎市 ○ ○ ○ ○一宮市瀬戸市 ○ ○ ○ ○半田市 ○ ○ ○ ○春日井市 ○ ○ ○ ○豊川市津島市 ○ ○ ○ ○碧南市刈谷市 ○ ○ ○ ○豊田市安城市西尾市蒲郡市 ○ ○ ○ ○犬山市 ○ ○ ○ ○常滑市江南市小牧市稲沢市新城市東海市大府市知多市知立市尾張旭市高浜市岩倉市 ○ ○ ○ ○豊明市日進市田原市愛西市清須市北名古屋市 ○ ○ ○ ○弥富市みよし市 ○ ○ ○ ○あま市長久手市三重県 津市四日市市伊勢市松阪市 ○桑名市 ○鈴鹿市 ○名張市尾鷲市亀山市鳥羽市熊野市いなべ市 ○志摩市 ○伊賀市 ○
－96－



条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名滋賀県 大津市彦根市長浜市近江八幡市草津市守山市 ○栗東市甲賀市野洲市湖南市高島市東近江市米原市 ○京都府 ○ ○ ○ ○京都市福知山市 ○ ○ ○ ○舞鶴市 ○ ○ ○ ○綾部市 ○ ○ ○ ○宇治市 ○ ○ ○ ○宮津市 ○ ○ ○ ○亀岡市 ○ ○ ○ ○城陽市 ○ ○ ○ ○向日市 ○ ○ ○ ○長岡京市 ○ ○ ○ ○八幡市 ○ ○ ○ ○京田辺市 ○ ○ ○ ○京丹後市 ○ ○ ○ ○南丹市 ○ ○ ○ ○木津川市 ○ ○ ○ ○

－97－



条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名大阪府 ○ ○ ○ ○大阪市 ○ ○ ○ ○堺市岸和田市 ○ ○ ○ ○豊中市池田市 ○ ○ ○ ○吹田市泉大津市 ○ ○ ○ ○高槻市 ○ ○ ○ ○貝塚市 ○ ○ ○ ○守口市枚方市 ○ ○ ○ ○茨木市八尾市泉佐野市 ○ ○ ○ ○富田林市 ○ ○ ○ ○寝屋川市河内長野市 ○ ○ ○ ○松原市 ○ ○ ○ ○大東市 ○ ○ ○ ○和泉市 ○ ○ ○ ○箕面市 ○ ○ ○ ○柏原市 ○ ○ ○ ○羽曳野市 ○ ○ ○ ○門真市 ○ ○ ○ ○摂津市 ○ ○ ○ ○高石市 ○ ○ ○ ○藤井寺市 ○ ○ ○ ○東大阪市 ○ ○ ○ ○泉南市 ○ ○ ○ ○四條畷市 ○ ○ ○ ○交野市 ○ ○ ○ ○大阪狭山市 ○ ○ ○ ○阪南市 ○ ○ ○ ○

－98－



条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名兵庫県 ○ ○神戸市姫路市尼崎市 ○ ○明石市西宮市 ○ ○洲本市 ○ ○芦屋市伊丹市相生市 ○ ○豊岡市 ○ ○加古川市赤穂市 ○ ○西脇市宝塚市三木市高砂市 ○ ○川西市 ○ ○小野市 ○ ○三田市 ○ ○加西市 ○ ○篠山市養父市 ○ ○丹波市 ○ ○南あわじ市朝来市 ○ ○淡路市宍粟市 ○ ○加東市たつの市奈良県 ○奈良市大和高田市 ○大和郡山市 ○天理市 ○橿原市 ○桜井市 ○五條市 ○御所市 ○生駒市 ○香芝市 ○葛城市 ○宇陀市 ○和歌山県 ○和歌山市 ○海南市 ○橋本市 ○有田市 ○御坊市 ○田辺市 ○新宮市 ○紀の川市 ○岩出市 ○
－99－



条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名鳥取県 ○ ○ ○ ○鳥取市米子市 ○ ○ ○ ○倉吉市 ○ ○ ○ ○境港市 ○ ○ ○ ○島根県 ○ ○ ○ ○松江市浜田市出雲市益田市大田市安来市 ○ ○ ○ ○江津市雲南市岡山県 ○ ○ ○ ○ ○岡山市 ○ ○ ○ ○ ○倉敷市津山市玉野市笠岡市 ○ ○ ○ ○ ○井原市総社市高梁市 ○ ○ ○ ○ ○新見市 ○ ○ ○ ○ ○備前市瀬戸内市赤磐市真庭市 ○ ○ ○ ○ ○美作市浅口市 ○ ○ ○ ○ ○広島県 ○ ○ ○ ○広島市呉市竹原市 ○ ○ ○ ○三原市 ○ ○ ○ ○尾道市 ○ ○ ○ ○福山市府中市 ○ ○ ○ ○三次市 ○ ○ ○ ○庄原市 ○ ○ ○ ○大竹市 ○ ○ ○ ○東広島市 ○ ○ ○ ○廿日市市 ○ ○ ○ ○安芸高田市 ○ ○ ○ ○江田島市 ○ ○ ○ ○

－100－



条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名山口県 下関市 ○宇部市山口市萩市防府市下松市岩国市光市長門市柳井市美祢市周南市山陽小野田市徳島県 ○ ○ ○ ○徳島市 ○ ○ ○ ○鳴門市 ○ ○ ○ ○小松島市 ○ ○ ○ ○阿南市 ○ ○ ○ ○吉野川市 ○ ○ ○ ○阿波市 ○ ○ ○ ○美馬市 ○ ○ ○ ○三好市 ○ ○ ○ ○香川県 ○ ○ ○ ○高松市 ○ ○ ○ ○丸亀市 ○ ○ ○ ○坂出市 ○ ○ ○ ○善通寺市 ○ ○ ○ ○観音寺市さぬき市 ○ ○ ○ ○東かがわ市 ○ ○ ○ ○三豊市愛媛県 ○ ○ ○ ○松山市今治市宇和島市八幡浜市新居浜市 ○ ○ ○ ○西条市 ○ ○ ○ ○大洲市伊予市四国中央市西予市東温市

－101－



条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名高知県 高知市 ○室戸市安芸市南国市土佐市須崎市宿毛市土佐清水市四万十市香南市香美市福岡県 ○ ○ ○ ○北九州市福岡市 ○ ○ ○ ○大牟田市 ○ ○ ○ ○久留米市直方市 ○ ○ ○ ○飯塚市 ○ ○ ○ ○田川市 ○ ○ ○ ○柳川市 ○ ○ ○ ○八女市 ○ ○ ○ ○筑後市 ○ ○ ○ ○大川市 ○ ○ ○ ○行橋市 ○ ○ ○ ○豊前市 ○ ○ ○ ○中間市 ○ ○ ○ ○小郡市 ○ ○ ○ ○筑紫野市 ○ ○ ○ ○春日市 ○ ○ ○ ○大野城市 ○ ○ ○ ○宗像市 ○ ○ ○ ○太宰府市 ○ ○ ○ ○古賀市 ○ ○ ○ ○福津市 ○ ○ ○ ○うきは市 ○ ○ ○ ○宮若市 ○ ○ ○ ○嘉麻市 ○ ○ ○ ○朝倉市 ○ ○ ○ ○みやま市 ○ ○ ○ ○糸島市 ○ ○ ○ ○佐賀県 ○ ○ ○ ○佐賀市 ○ ○ ○ ○唐津市 ○ ○ ○ ○鳥栖市 ○ ○ ○ ○多久市 ○ ○ ○ ○伊万里市 ○ ○ ○ ○武雄市 ○ ○ ○ ○鹿島市 ○ ○ ○ ○小城市 ○ ○ ○ ○嬉野市 ○ ○ ○ ○神埼市 ○ ○ ○ ○
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条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名長崎県 ○ ○ ○ ○長崎市佐世保市 ○ ○ ○ ○島原市諫早市大村市平戸市松浦市対馬市壱岐市五島市西海市雲仙市南島原市 ○ ○ ○ ○熊本県 ○ ○熊本市 ○ ○八代市 ○ ○人吉市 ○ ○荒尾市 ○ ○水俣市 ○ ○玉名市 ○ ○山鹿市 ○ ○菊池市 ○ ○宇土市 ○ ○上天草市 ○ ○宇城市 ○ ○阿蘇市 ○ ○天草市 ○ ○合志市 ○ ○大分県 ○ ○大分市別府市 ○ ○中津市 ○ ○日田市 ○ ○佐伯市 ○ ○臼杵市 ○ ○津久見市 ○ ○竹田市 ○ ○豊後高田市 ○ ○杵築市 ○ ○宇佐市 ○ ○豊後大野市 ○ ○由布市 ○ ○国東市 ○ ○
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条例の適用有無 放送時間の制限の有無 音量の規制基準の有無 改善勧告・改善命令の有無 命令違反の罰則の有無地方公共団体名宮崎県 ○ ○ ○ ○宮崎市都城市延岡市日南市小林市日向市串間市西都市えびの市鹿児島県 ○ ○ ○ ○鹿児島市 ○ ○ ○ ○鹿屋市 ○ ○ ○ ○枕崎市 ○ ○ ○ ○阿久根市 ○ ○ ○ ○出水市 ○ ○ ○ ○指宿市 ○ ○ ○ ○西之表市 ○ ○ ○ ○垂水市 ○ ○ ○ ○薩摩川内市 ○ ○ ○ ○日置市 ○ ○ ○ ○曽於市 ○ ○ ○ ○霧島市 ○ ○ ○ ○いちき串木野市 ○ ○ ○ ○南さつま市 ○ ○ ○ ○志布志市 ○ ○ ○ ○奄美市 ○ ○ ○ ○南九州市 ○ ○ ○ ○伊佐市 ○ ○ ○ ○姶良市 ○ ○ ○ ○沖縄県 那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市＊1　市の独自条例 363合　計 489 7 420 374
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表９　一般地域
における環境基

準の測定及び適
合の状況 平　　　　成　　

　　26　　　　年
　　　　度　　　

　に　　　　お　
　　　け　　　　

る　　　　測　　
　　定　　　　状

　　　　況
全　測　定　地　

点定　
点　測　定　地　

点全　
測　定　地　点

定　点　測　定　
地　点

AAA及びB
C計A

AA及びBC
計AAA及

びBC計
AAA及びB

C計
測定地点数3,0

512,468
32,01471

62,733
31,59658

12,180
021310

5318
01939

5288
適合地点数2,5

552,055
21,71659

92,317
21,34549

11,838
01558

3238
01417

6217
適合率(％)83.

783.36
6.785.28

3.784.86
6.784.38

4.584.3
-72.87

9.074.8
-73.18

0.075.3
①地域の騒音状況

をマクロに把握す
るような地点を選

定している場合
②騒音に係る問題

を生じやすい地点
等を選定している

場合
環境基準の類

型
あてはめ

が
なされてい

る
市区町村

数 1,231測定実施 地方公共 団体数 335
全測定 地点数定点測定 地点数
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 　表１０　騒音
規制法に基づく

地域指定状況 平成２６年度までの地
域指定状況

平成２６年度までの地
域指定状況

市区町村名
市区町村名

北　海　道札幌市、函
館市、小樽市、旭川市

、室蘭市、釧路市、帯
広市、北見市、夕張市

、岩見沢市、
秋　田　県秋田市、能

代市、横手市、大館市
、男鹿市、湯沢市、鹿

角市、由利本荘市、潟
上市、

３５市　網走市、留萌
市、苫小牧市、稚内市

、美唄市、芦別市、江
別市、赤平市、紋別市

、士別市、
１３市　大仙市、北秋

田市、にかほ市、仙北
市

６８町　名寄市、三笠
市、根室市、千歳市、

滝川市、砂川市、歌志
内市、深川市、富良野

市、登別市、
２町　

恵庭市、伊達市、北広
島市、石狩市、北斗市

五城目町、井川町
当別町、松前町、福島

町、七飯町、森町、八
雲町、長万部町、江差

町、今金町、せたな町
、山

　形　県山形市、米沢
市、鶴岡市、酒田市、

新庄市、寒河江市、上
山市、村山市、長井市

、天童市、
倶知安町、共和町、岩

内町、古平町、余市町
、南幌町、奈井江町、

由仁町、長沼町、
１３市　東根市、尾花

沢市、南陽市
栗山町、月形町、浦臼

町、新十津川町、鷹栖
町、東神楽町、当麻町

、東川町、美瑛町、
１６町　

上富良野町、下川町、
美深町、増毛町、羽幌

町、枝幸町、美幌町、
斜里町、遠軽町、

山辺町、中山町、河北
町、西川町、朝日町、

大江町、大石田町、金
山町、最上町、

興部町、雄武町、大空
町、壮瞥町、白老町、

厚真町、洞爺湖町、安
平町、むかわ町、

真室川町、高畠町、川
西町、小国町、白鷹町

、庄内町、遊佐町
日高町、浦河町、新ひ

だか町、音更町、士幌
町、新得町、清水町、

芽室町、大樹町、
広尾町、幕別町、池田

町、本別町、足寄町、
浦幌町、釧路町、厚岸

町、標茶町、弟子屈町
、福

　島　県福島市、会津
若松市、郡山市、いわ

き市、白河市、須賀川
市、喜多方市、相馬市

、
白糠町、別海町、中標

津町
１３市　二本松市、田

村市、南相馬市、伊達
市、本宮市

６町　
青　森　県青森市、弘

前市、八戸市、黒石市
、五所川原市、十和田

市、三沢市、むつ市
２村　鏡石町、柳津町

、会津美里町、矢吹町
、石川町、富岡町

８市　 岩　手　県盛岡市、宮
古市、大船渡市、花巻

市、北上市、久慈市、
遠野市、一関市、釜石

市、二戸市、
西郷村、泉崎村

１３市　八幡平市、奥
州市、滝沢市

１０町　
茨　城　県水戸市、日

立市、土浦市、古河市
、石岡市、結城市、龍

ヶ崎市、下妻市、常総
市、

１村　雫石町、岩手町
、紫波町、矢巾町、金

ヶ崎町、平泉町、大槌
町、山田町、岩泉町、

一戸町
３２市　常陸太田市、

高萩市、北茨城市、笠
間市、取手市、牛久市

、つくば市、ひたちな
か市、

１０町　鹿嶋市、潮来
市、守谷市、常陸大宮

市、那珂市、筑西市、
坂東市、稲敷市、

野田村
２村　かすみがうら市

、桜川市、神栖市、行
方市、鉾田市、つくば

みらい市、小美玉市
宮　城　県仙台市、石

巻市、塩竃市、気仙沼
市、白石市、名取市、

角田市、多賀城市、岩
沼市、

茨城町、大洗町、城里
町、大子町、阿見町、

河内町、八千代町、五
霞町、境町、利根町

１３市　登米市、栗原
市、東松島市、大崎市

１２町　
東海村、美浦村

１村　大河原町、村田
町、柴田町、亘理町、

松島町、七ヶ浜町、利
府町、大和町、富谷町

、
美里町、女川町、南三

陸町
栃　木　県宇都宮市、

足利市、栃木市、佐野
市、鹿沼市、日光市、

小山市、真岡市、大田
原市、

１４市　矢板市、那須
塩原市、さくら市、那

須烏山市、下野市
大衡村

１１町　

騒音規制法に基づく地
域指定状況

騒音規制法に基づく地
域指定状況

都道府県名
都道府県名

－107－



平成２６年度までの地
域指定状況

平成２６年度までの地
域指定状況

市区町村名
市区町村名

（栃木県）上三川町、
益子町、茂木町、市貝

町、芳賀町、壬生町、
野木町、塩谷町、高根

沢町、
（千葉県）長生村

那須町、那珂川町
東　京　都千代田区、

中央区、港区、新宿区
、文京区、台東区、墨

田区、江東区、品川区
、目黒区、

群　馬　県前橋市、高
崎市、桐生市、伊勢崎

市、太田市、沼田市、
館林市、渋川市、藤岡

市、富岡市、
２３特別区大田区、世

田谷区、渋谷区、中野
区、杉並区、豊島区、

北区、荒川区、板橋区
、練馬区、

１２市　安中市、みど
り市

２６市   足立区、葛飾区
、江戸川区

１５町　 ８村　吉岡町、神流町
、下仁田町、甘楽町、

中之条町、長野原町、
草津町、東吾妻町、

八王子市、立川市、武
蔵野市、三鷹市、青梅

市、府中市、昭島市、
調布市、町田市、

みなかみ町、玉村町、
板倉町、明和町、千代

田町、大泉町、邑楽町
小金井市、小平市、日

野市、東村山市、国分
寺市、国立市、福生市

、狛江市、東大和市、
清瀬市、東久留米市、

武蔵村山市、多摩市、
稲城市、羽村市、あき

る野市、西東京市
榛東村、上野村、南牧

村、嬬恋村、高山村、
片品村、川場村、昭和

村
神奈川県横浜市、川

崎市、横須賀市、平塚
市、鎌倉市、藤沢市、

小田原市、茅ヶ崎市、
逗子市、

埼　玉　県さいたま市
、川越市、熊谷市、川

口市、行田市、秩父市
、所沢市、飯能市、加

須市、
１９市　相模原市、三

浦市、秦野市、厚木市
、大和市、伊勢原市、

海老名市、座間市、南
足柄市、

４０市　本庄市、東松
山市、春日部市、狭山

市、羽生市、鴻巣市、
深谷市、上尾市、草加

市、
２町　綾瀬市

２１町　越谷市、蕨市
、戸田市、入間市、朝

霞市、志木市、和光市
、新座市、桶川市、久

喜市、
１村　北本市、八潮市

、富士見市、三郷市、
蓮田市、坂戸市、幸手

市、鶴ヶ島市、日高市
、

葉山町、寒川町
吉川市、ふじみ野市、

白岡市
伊奈町、三芳町、毛呂

山町、越生町、滑川町
、嵐山町、小川町、川

島町、吉見町、鳩山町
、

ときがわ町、皆野町、
長瀞町、小鹿野町、美

里町、神川町、上里町
、寄居町、宮代町、

新　潟　県新潟市、長
岡市、三条市、柏崎市

、新発田市、小千谷市
、加茂市、十日町市、

見附市、
杉戸町、松伏町

２０市　村上市、燕市
、糸魚川市、妙高市、

五泉市、上越市、阿賀
野市、佐渡市、魚沼市

、
４町　南魚沼市、胎内

市
東秩父村

１村　 聖籠町、田上町、阿賀
町、湯沢町

千　葉　県千葉市、銚
子市、市川市、船橋市

、館山市、木更津市、
松戸市、野田市、茂原

市、成田市、
３５市　佐倉市、東金

市、旭市、習志野市、
柏市、勝浦市、市原市

、流山市、八千代市、
我孫子市、

弥彦村
１０町　鴨川市、鎌ヶ

谷市、君津市、富津市
、浦安市、四街道市、

袖ヶ浦市、印西市、
１村　白井市、富里市

、匝瑳市、香取市、山
武市、いすみ市、大網

白里市
富　山　県富山市、高

岡市、魚津市、氷見市
、滑川市、黒部市、砺

波市、小矢部市、南砺
市、射水市

１０市　
酒々井町、栄町、多古

町、東庄町、九十九里
町、芝山町、横芝光町

、一宮町、
４町　上市町、立山町

、入善町、朝日町
白子町、御宿町

騒音規制法に基づく地
域指定状況

騒音規制法に基づく地
域指定状況

都道府県名
都道府県名

－108－



平成２６年度までの地
域指定状況

平成２６年度までの地
域指定状況

市区町村名
市区町村名

石　川　県金沢市、七
尾市、小松市、輪島市

、珠洲市、加賀市、羽
咋市、かほく市、白山

市、能美市、
（岐阜県）東白川村、

白川村
１１市　野々市市 ８町　

静  岡　県静岡市、浜
松市、沼津市、熱海市

、三島市、富士宮市、
伊東市、島田市、富士

市、磐田市、
川北町、津幡町、内灘

町、志賀町、宝達志水
町、中能登町、穴水町

、能登町
２３市　焼津市、掛川

市、藤枝市、御殿場市
、袋井市、下田市、裾

野市、湖西市、伊豆市
、

１２町　御前崎市、菊
川市、伊豆の国市、牧

之原市
福　井　県福井市、敦

賀市、小浜市、大野市
、勝山市、鯖江市、あ

わら市、越前市、坂井
市

９市　
東伊豆町、河津町、南

伊豆町、松崎町、西伊
豆町、函南町、清水町

、長泉町、小山町、
４町　永平寺町、越前

町、美浜町、高浜町
吉田町、川根本町、森

町
山　梨　県甲府市、富

士吉田市、都留市、山
梨市、大月市、韮崎市

、南アルプス市、北杜
市、甲斐市、

１３市　笛吹市、上野
原市、甲州市、中央市

愛　知　県名古屋市、
豊橋市、岡崎市、一宮

市、瀬戸市、半田市、
春日井市 豊川市、津島

市、
８町　

３８市　碧南市、刈谷
市、豊田市、安城市、

西尾市、蒲郡市、犬山
市、常滑市、江南市、

小牧市、
４村　市川三郷町、早

川町、身廷町、南部町
、昭和町、西桂町、富

士河口湖町、富士川町
１２町　稲沢市、新城

市、東海市、大府市、
知多市、知立市、尾張

旭市、高浜市、岩倉市
、豊明市、

１村　日進市、田原市
、愛西市、清須市、北

名古屋市、弥富市、み
よし市、あま市、長久

手市
道志村、忍野村、山中

湖村、鳴沢村
東郷町、豊山町、大口

町、扶桑町、大治町、
蟹江町、阿久比町、東

浦町、南知多町、
長　野　県長野市、松

本市、上田市、岡谷市
、飯田市、諏訪市、須

坂市、小諸市、伊那市
、駒ヶ根市、

美浜町、武豊町、幸田
町

１９市　中野市、大町
市、飯山市、茅野市、

塩尻市、佐久市、千曲
市、東御市、安曇野市

５町　
飛鳥村

２村　下諏訪町、辰野
町、坂城町、小布施町

、山ノ内町
三　重　県津市、四日

市市、伊勢市、松阪市
、桑名市、鈴鹿市、名

張市、尾鷲市、亀山市
、鳥羽市、

麻績村、筑北村
１３市　熊野市、いな

べ市、伊賀市 ５町　
岐　阜　県岐阜市、大

垣市、高山市、多治見
市、関市、中津川市、

美濃市、瑞浪市、羽島
市、恵那市、

木曽岬町、東員町、菰
野町、朝日町、川越町

２１市　美濃加茂市、
土岐市、各務原市、可

児市、山県市、瑞穂市
、飛騨市、本巣市、

１９町　郡上市、下呂
市、海津市

滋　賀　県大津市、彦
根市、長浜市、近江八

幡市、草津市、守山市
、栗東市、甲賀市、野

洲市、
２村　

 １３市 湖南市、高
島市、東近江市、米原

市
岐南町、笠松町、養老

町、垂井町、関ヶ原町
、神戸町、輪之内町、

安八町、揖斐川町、
 ６町

大野町、池田町、北方
町、坂祝町、富加町、

川辺町、七宗町、八百
津町、白川町、御嵩町

日野町、竜王町、愛荘
町、豊郷町、甲良町、

多賀町

騒音規制法に基づく地
域指定状況

騒音規制法に基づく地
域指定状況

都道府県名
都道府県名
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平成２６年度までの地
域指定状況

平成２６年度までの地
域指定状況

市区町村名
市区町村名

京　都　府京都市、福
知山市、舞鶴市、綾部

市、宇治市、宮津市、
亀岡市、城陽市、向日

市、
和歌山県和歌山市、

海南市、橋本市、有田
市、御坊市、田辺市、

新宮市
１４市　長岡京市、八

幡市、京田辺市、南丹
市、木津川市

７市　
５町　

２町　有田川町、白浜
町

大山崎町、久御山町、
井手町、宇治田原町、

精華町
鳥　取　県鳥取市、米

子市、倉吉市、境港市
大　阪　府大阪市、堺

市、岸和田市、豊中市
、池田市、吹田市、泉

大津市、高槻市、貝塚
市、守口市、

４市　
３３市　枚方市、茨木

市、八尾市、泉佐野市
、富田林市、寝屋川市

、河内長野市、松原市
、大東市、

１町　八頭町
９町　和泉市、箕面市

、柏原市、羽曳野市、
門真市、摂津市、高石

市、藤井寺市、東大阪
市、

１村　
１村　泉南市、四條畷

市、交野市、大阪狭山
市、阪南市

日吉津村
島本町、豊能町、能勢

町、忠岡町、熊取町、
田尻町、岬町、太子町

、河南町
島　根　県松江市、浜

田市、出雲市、益田市
、大田市、安来市、江

津市
７市　

千早赤阪村
岡　山　県岡山市、倉

敷市、津山市、玉野市
、笠岡市、井原市、総

社市、高梁市、新見市
、備前市、

１５市　瀬戸内市、赤
磐市、真庭市、美作市

、浅口市
兵　庫　県神戸市、姫

路市、尼崎市、明石市
、西宮市、洲本市、芦

屋市、伊丹市、相生市
、豊岡市、

７町　
２９市　加古川市、赤

穂市、西脇市、宝塚市
、三木市、高砂市、川

西市、小野市、三田市
、加西市、

和気町、早島町、矢掛
町、勝央町、久米南町

、美咲町、吉備中央町
１２町　篠山市、養父

市、丹波市、南あわじ
市、朝来市、淡路市、

宍粟市、加東市、たつ
の市

広　島　県広島市、呉
市、竹原市、三原市、

尾道市、福山市、府中
市、三次市、庄原市、

大竹市、
猪名川町、多可町、稲

美町、播磨町、市川町
、福崎町、神河町、太

子町、上郡町、佐用町
、

１４市　東広島市、廿
日市市、安芸高田市、

江田島市
香美町、新温泉町

７町　 府中町、海田町、熊野
町、坂町、安芸太田町

、北広島町、世羅町
奈　良　県奈良市、大

和高田市、大和郡山市
、天理市、橿原市、桜

井市、五條市、御所市
、生駒市、

１２市　香芝市、葛城
市、宇陀市

山　口　県下関市、宇
部市、山口市、萩市、

防府市、下松市、岩国
市、光市、長門市、柳

井市、
１５町　

１３市　美祢市、周南
市、山陽小野田市

２村　平群町、三郷町
、斑鳩町、安堵町、川

西町、三宅町、田原本
町、高取町、上牧町、

王寺町、
３町　

広陵町、河合町、吉野
町、大淀町、下市町

和木町、田布施町、平
生町

山添村、明日香村都道府県名
騒音規制法に基づく地

域指定状況
騒音規制法に基づく地

域指定状況
都道府県名
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平成２６年度までの地
域指定状況

平成２６年度までの地
域指定状況

市区町村名
市区町村名

徳　島　県徳島市、鳴
門市、小松島市、阿南

市、吉野川市、阿波市
、美馬市、三好市

（福岡県）東峰村、
赤村

８市　 １２町　勝浦町、石井
町、牟岐町、美波町、

海陽町、松茂町、北島
町、藍住町、板野町、

上板町、
佐　賀　県佐賀市、唐

津市、鳥栖市、多久市
、伊万里市、武雄市、

鹿島市、小城市、嬉野
市、神埼市

つるぎ町、東みよし町
１０市　 １０町　吉野ヶ里町、

基山町、上峰町、みや
き町、玄海町、有田町

、大町町、江北町、白
石町、

香　川　県高松市、丸
亀市、坂出市、善通寺

市、観音寺市、さぬき
市、東かがわ市、三豊

市
太良町

８市　 ３町　直島町、宇多津
町、多度津町

長　崎　県長崎市、佐
世保市、島原市、諌早

市、大村市、平戸市、
松浦市、対馬市、壱岐

市、五島市、
１３市　西海市、雲仙

市、南島原市
愛　媛　県松山市、今

治市、宇和島市、八幡
浜市、新居浜市、西条

市、大洲市、伊予市、
四国中央市、

７町　
１０市　東温市

長与町、時津町、東彼
杵町、川棚町、波佐見

町、佐々町、新上五島
町

１町　 松前町
熊　本　県熊本市、八

代市、人吉市、荒尾市
、水俣市、玉名市、山

鹿市、菊池市、宇土市
、上天草市、

１４市　宇城市、阿蘇
市、天草市、合志市

高　知　県高知市、室
戸市、安芸市、南国市

、土佐市、須崎市、宿
毛市、四万十市、

２３町　
９市　香美市

８村　美里町、玉東町
、南関町、長洲町、和

水町、大津町、菊陽町
、南小国町、小国町、

高森町、
１町　

御船町、嘉島町、益城
町、甲佐町、山都町、

氷川町、芦北町、津奈
木町、錦町、多良木町

、
１村　いの町

湯前町、あさぎり町、
苓北町

芸西村
産山村、西原村、南阿

蘇村、水上村、相良村
、五木村、山江村、球

磨村
福　岡　県北九州市、

福岡市、大牟田市、久
留米市、直方市、飯塚

市、田川市、柳川市、
八女市、

大　分　県大分市、別
府市、中津市、日田市

、佐伯市、臼杵市、津
久見市、竹田市、豊後

高田市、
２８市　筑後市、大川

市、行橋市、豊前市、
中間市、小郡市、筑紫

野市、春日市、大野城
市、

１４市　杵築市、宇佐
市、豊後大野市、由布

市、国東市
３０町　宗像市、太宰

府市、古賀市、福津市
、うきは市、宮若市、

嘉麻市、朝倉市、みや
ま市、

３町　
２村　糸島市

日出町、九重町、玖珠
町

那珂川町、宇美町、篠
栗町、志免町、須恵町

、新宮町、久山町、粕
屋町、芦屋町、水巻町

、宮
　崎　県宮崎市、都城

市、延岡市、日南市、
小林市、日向市、串間

市、西都市、えびの市
岡垣町、遠賀町、小竹

町、鞍手町、桂川町、
筑前町、大刀洗町、大

木町、広川町、香春町
、

９市　
添田町、糸田町、川崎

町、大任町、福智町、
苅田町、みやこ町、吉

富町、上毛町、築上町
１０町　三股町、高原

町、国富町、綾町、高
鍋町、新富町、川南町

、都農町、門川町、高
千穂町

都道府県名
騒音規制法に基づく地

域指定状況
騒音規制法に基づく地

域指定状況
都道府県名
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平成２６年度までの地
域指定状況 市区町村名

鹿児島県鹿児島市、
鹿屋市、枕崎市、阿久

根市、出水市、指宿市
、西之表市、垂水市、

１９市　薩摩川内市、
日置市、曽於市、霧島

市、いちき串木野市、
南さつま市、志布志市

、奄美市、
２０町　南九州市、伊

佐市、姶良市 ４村　 さつま町、長島町、湧
水町、大崎町、東串良

町、錦江町、南大隅町
、肝付町、中種子町、

南種子町、屋久島町、
瀬戸内町、龍郷町、喜

界町、徳之島町、天城
町、伊仙町、和泊町、

知名町、与論町 三島村、十島村、大和
村、宇検村

沖　縄　県那覇市、宜
野湾市、石垣市、浦添

市、名護市、糸満市、
沖縄市、豊見城市、う

るま市、
１１市　宮古島市、南

城市 ７町　 ３村　本部町、嘉手納
町、北谷町、西原町、

与那原町、南風原町、
八重瀬町

読谷村、北中城村、中
城村

合　　　計　　４７都
道府県　７７７市  ２

３特別区　４５８町　
４８村

  　                
          （合計　１

，３０６市区町村）

都道府県名
騒音規制法に基づく地

域指定状況
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　表１１　環境
基本法に基づく

騒音に係る環境
基準の類型あて

はめ状況
平成２６年度までの地

域指定状況
札幌市、函館市、小樽

市、旭川市、室蘭市、
釧路市、帯広市、北見

市、夕張市、岩見沢市
、

市区町村名
市区町村名

北　海　道札幌市、函
館市、小樽市、旭川市

、室蘭市、釧路市、帯
広市、北見市、夕張市

、岩見沢市、
秋　田　県秋田市、能

代市、横手市、大館市
、男鹿市、湯沢市、鹿

角市、由利本荘市、潟
上市、

３４市　網走市、留萌
市、苫小牧市、稚内市

、美唄市、江別市、赤
平市、紋別市、士別市

、
１３市　大仙市、北秋

田市、にかほ市、仙北
市

６８町　名寄市、三笠
市、根室市、千歳市、

滝川市、砂川市、歌志
内市、深川市、富良野

市、
２町　

登別市、恵庭市、伊達
市、北広島市、石狩市

、北斗市
五城目町、井川町

当別町、松前町、福島
町、七飯町、森町、八

雲町、長万部町、江差
町、今金町、せたな町

、山
　形　県山形市、米沢

市、鶴岡市、酒田市、
新庄市、寒河江市、上

山市、村山市、長井市
、天童市、

倶知安町、共和町、岩
内町、古平町、余市町

、南幌町、奈井江町、
由仁町、長沼町、

１３市　東根市、尾花
沢市、南陽市

栗山町、月形町、浦臼
町、新十津川町、鷹栖

町、東神楽町、当麻町
、東川町、美瑛町、

上富良野町、下川町、
美深町、増毛町、羽幌

町、枝幸町、美幌町、
斜里町、遠軽町、

福　島　県福島市、会
津若松市、郡山市、い

わき市、白河市、須賀
川市、喜多方市、二本

松市、
興部町、雄武町、大空

町、壮瞥町、白老町、
厚真町、洞爺湖町、安

平町、むかわ町、
１０市　南相馬市、本

宮市
日高町、浦河町、新ひ

だか町、音更町、士幌
町、新得町、清水町、

芽室町、大樹町、
１町　

広尾町、幕別町、池田
町、本別町、足寄町、

浦幌町、釧路町、厚岸
町、標茶町、弟子屈町

、
１村　石川町

白糠町、別海町、中標
津町

西郷村
青　森　県青森市、弘

前市、八戸市、黒石市
、五所川原市、十和田

市、三沢市、むつ市
８市　

茨　城　県水戸市、日
立市、土浦市、古河市

、石岡市、結城市、龍
ヶ崎市、下妻市、常総

市、
岩　手　県盛岡市、宮

古市、大船渡市、花巻
市、北上市、久慈市、

遠野市、一関市、
３０市　常陸太田市、

高萩市、北茨城市、笠
間市、取手市、牛久市

、つくば市、ひたちな
か市、

１３市　釜石市、二戸
市、八幡平市、奥州市

、滝沢市
１０町　鹿嶋市、潮来

市、守谷市、常陸大宮
市、那珂市、坂東市、

稲敷市、
１０町　

２村　かすみがうら市
、桜川市、神栖市、行

方市、鉾田市、つくば
みらい市

１村　雫石町、岩手町
、紫波町、矢巾町、金

ヶ崎町、平泉町、大槌
町、山田町、岩泉町、

一戸町
茨城町、大洗町、城里

町、大子町、阿見町、
河内町、八千代町、五

霞町、境町、利根町
野田村

東海村、美浦村
宮　城　県仙台市、石

巻市、塩竃市、気仙沼
市、白石市、名取市、

角田市、多賀城市、岩
沼市、

１３市　登米市、栗原
市、東松島市、大崎市

栃　木　県宇都宮市、
足利市、栃木市、佐野

市、鹿沼市、日光市、
小山市、真岡市、大田

原市、
１２町　

１４市　矢板市、那須
塩原市、さくら市、那

須烏山市、下野市
１村　大河原町、村田

町、柴田町、亘理町、
松島町、七ヶ浜町、利

府町、大和町、富谷町
、

１１町　
美里町、女川町、南三

陸町
上三川町、益子町、茂

木町、市貝町、芳賀町
、壬生町、野木町、塩

谷町、高根沢町、
那須町、那珂川町

大衡村

都道府県名
 騒音に係る環境基準の

類型あてはめ状況
 騒音に係る環境基準の

類型あてはめ状況
都道府県名
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札幌市、函館市、小樽
市、旭川市、室蘭市、

釧路市、帯広市、北見
市、夕張市、岩見沢市

、
札幌市、函館市、小樽

市、旭川市、室蘭市、
釧路市、帯広市、北見

市、夕張市、岩見沢市
、

市区町村名
市区町村名

群　馬　県前橋市、高
崎市、桐生市、伊勢崎

市、太田市、沼田市、
館林市、渋川市、藤岡

市、富岡市、
東　京　都千代田区、

中央区、港区、新宿区
、文京区、台東区、墨

田区、江東区、品川区
、目黒区、

１２市　安中市、みど
り市

２３特別区大田区、世
田谷区、渋谷区、中野

区、杉並区、豊島区、
北区、荒川区、板橋区

、練馬区、
１５町　

２６市　足立区、葛飾
区、江戸川区

８村　吉岡町、神流町
、下仁田町、甘楽町、

中之条町、長野原町、
草津町、東吾妻町、

２町　八王子市、立川
市、武蔵野市、三鷹市

、青梅市、府中市、昭
島市、調布市、町田市

、
みなかみ町、玉村町、

板倉町、明和町、千代
田町、大泉町、邑楽町

小金井市、小平市、日
野市、東村山市、国分

寺市、国立市、福生市
、狛江市、東大和市、

清瀬市、東久留米市、
武蔵村山市、多摩市、

稲城市、羽村市、あき
る野市、西東京市

榛東村、上野村、南牧
村、嬬恋村、高山村、

片品村、川場村、昭和
村

瑞穂町、日の出町
埼　玉　県さいたま市

、川越市、熊谷市、川
口市、行田市、秩父市

、所沢市、飯能市、加
須市、本庄市、

３９市　東松山市、春
日部市、狭山市、羽生

市、鴻巣市、深谷市、
上尾市、草加市、越谷

市、
神奈川県横浜市、川

崎市、相模原市、横須
賀市、平塚市、鎌倉市

、藤沢市、小田原市、
茅ヶ崎市、

２２町　蕨市、戸田市
、入間市、志木市、和

光市、新座市、桶川市
、久喜市、北本市、

１９市　逗子市、三浦
市、秦野市、厚木市、大

和市、伊勢原市、海老名
市、座間市、南足柄市、

綾瀬市
１村　八潮市、富士見

市、三郷市、蓮田市、
坂戸市、幸手市、鶴ヶ

島市、日高市、吉川市
、

１３町　
ふじみ野市、白岡市

１村　葉山町、寒川町
、大磯町、二宮町、中

井町、大井町、松田町
、山北町、開成町、箱

根町、
真鶴町、湯河原町、愛

川町
伊奈町、三芳町、毛呂

山町、越生町、滑川町
、嵐山町、小川町、川

島町、吉見町、鳩山町
、

ときがわ町、横瀬町、
皆野町、長瀞町、小鹿

野町、美里町、神川町
、上里町、寄居町、

清川村
宮代町、杉戸町、松伏

町
新　潟　県新潟市、長

岡市、三条市、柏崎市
、新発田市、小千谷市

、十日町市、見附市、
村上市、

東秩父村
１９市　燕市、糸魚川

市、妙高市、五泉市、
上越市、阿賀野市、佐

渡市、魚沼市、南魚沼
市、

４町　胎内市
千　葉　県千葉市、銚

子市、市川市、船橋市
、館山市、木更津市、

松戸市、野田市、茂原
市、成田市、

１村　
３５市　佐倉市、東金

市、旭市、習志野市、
柏市、勝浦市、市原市

、流山市、八千代市、
我孫子市、

聖籠町、田上町、阿賀
町、湯沢町

１０町　鴨川市、鎌ヶ
谷市、君津市、富津市

、浦安市、四街道市、
袖ヶ浦市、印西市、白

井市、
１村　富里市、匝瑳市

、香取市、山武市、い
すみ市、大網白里市

弥彦村
酒々井町、栄町、多古

町、東庄町、九十九里
町、芝山町、横芝光町

、一宮町、
富　山　県富山市、高

岡市、魚津市、氷見市
、滑川市、黒部市、砺

波市、小矢部市、南砺
市、射水市

白子町、御宿町
１０市　 ４町　上市町、立山町

、入善町、朝日町
長生村

都道府県名
 騒音に係る環境基準の
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札幌市、函館市、小樽
市、旭川市、室蘭市、

釧路市、帯広市、北見
市、夕張市、岩見沢市

、
札幌市、函館市、小樽

市、旭川市、室蘭市、
釧路市、帯広市、北見

市、夕張市、岩見沢市
、

市区町村名
市区町村名

石　川　県金沢市、七
尾市、小松市、輪島市

、珠洲市、加賀市、羽
咋市、かほく市、白山

市、能美市、
静  岡　県静岡市、浜

松市、沼津市、熱海市
、三島市、富士宮市、

伊東市、島田市、富士
市、磐田市、

１１市　野々市市
２２市　焼津市、掛川

市、藤枝市、御殿場市
、袋井市、下田市、裾

野市、湖西市、伊豆市
、

８町　川北町、津幡町
、内灘町、志賀町、宝

達志水町、中能登町、
穴水町、能登町

１２町　御前崎市、菊
川市、牧之原市

福　井　県福井市、敦
賀市、小浜市、大野市

、勝山市、鯖江市、あ
わら市、越前市、坂井

市
東伊豆町、河津町、南

伊豆町、松崎町、西伊
豆町、函南町、清水町

、長泉町、小山町、
９市　

吉田町、川根本町、森
町

４町　永平寺町、越前
町、美浜町、高浜町

愛　知　県名古屋市、
豊橋市、岡崎市、一宮

市、瀬戸市、半田市、
春日井市、豊川市、津

島市、
山　梨　県甲府市、富

士吉田市、都留市、山
梨市、大月市、韮崎市

、南アルプス市、甲斐
市、

３８市　碧南市、刈谷
市、豊田市、安城市、

西尾市、蒲郡市、犬山
市、常滑市、江南市、

小牧市、
１２市　笛吹市、上野

原市、甲州市、中央市
１２町　稲沢市、新城

市、東海市、大府市、
知多市、知立市、尾張

旭市、高浜市、岩倉市
、豊明市、

５町　
１村　日進市、田原市

、愛西市、清須市、北
名古屋市、弥富市、み

よし市、あま市、長久
手市

市川三郷町、身延町、
昭和町、富士川町、富

士河口湖町
東郷町、豊山町、大口

町、扶桑町、大治町、
蟹江町、阿久比町、東

浦町、南知多町、
長　野　県長野市、松

本市、上田市、岡谷市
、飯田市、諏訪市、須

坂市、小諸市、伊那市
、駒ヶ根市、

美浜町、武豊町、幸田
町

１９市　中野市、大町
市、飯山市、茅野市、

塩尻市、佐久市、千曲
市、東御市、安曇野市

６町　
飛鳥村

２村　軽井沢町、下諏
訪町、富士見町、辰野

町、小布施町、信濃町
三　重　県津市、四日

市市、伊勢市、松阪市
、桑名市、鈴鹿市、名

張市、尾鷲市、亀山市
、

麻績村、筑北村
１３市　鳥羽市、熊野

市、いなべ市、伊賀市 ５町　
岐　阜　県岐阜市、大

垣市、高山市、多治見
市、関市、中津川市、

美濃市、瑞浪市、羽島
市、恵那市、

木曽岬町、東員町、菰
野町、朝日町、川越町

２１市　美濃加茂市、
土岐市、各務原市、可

児市、山県市、瑞穂市
、飛騨市、本巣市、郡

上市、
１９町　下呂市、海津

市
滋　賀　県大津市、彦

根市、長浜市、近江八
幡市、草津市、守山市

、栗東市、甲賀市、野
洲市、

２村　
 １３市 湖南市、高

島市、東近江市、米原
市

岐南町、笠松町、養老
町、垂井町、関ヶ原町

、神戸町、輪之内町、
安八町、揖斐川町、

６町　
大野町、池田町、北方

町、坂祝町、富加町、
川辺町、七宗町、八百

津町、白川町、御嵩町
日野町、竜王町、愛荘

町、豊郷町、甲良町、
多賀町

東白川村、白川村
京　都　府京都市、福

知山市、舞鶴市、綾部
市、宇治市、宮津市、

亀岡市、城陽市、向日
市、

１４市　長岡京市、八
幡市、京田辺市、南丹

市、木津川市
５町　

都道府県名
都道府県名
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札幌市、函館市、小樽
市、旭川市、室蘭市、

釧路市、帯広市、北見
市、夕張市、岩見沢市

、
札幌市、函館市、小樽

市、旭川市、室蘭市、
釧路市、帯広市、北見

市、夕張市、岩見沢市
、

市区町村名
市区町村名

（京都府）大山崎町、
久御山町、井手町、宇

治田原町、精華町
鳥　取　県鳥取市、米

子市、倉吉市、境港市 ４市　
大　阪　府大阪市、堺

市、岸和田市、豊中市
、池田市、吹田市、泉

大津市、高槻市、貝塚
市、守口市、

１村　日吉津村
３３市　枚方市、茨木

市、八尾市、泉佐野市
、富田林市、寝屋川市

、河内長野市、松原市
、大東市、

島　根　県松江市、浜
田市、出雲市、益田市

、大田市、安来市、江
津市、雲南市

９町　和泉市、箕面市
、柏原市、羽曳野市、

門真市、摂津市、高石
市、藤井寺市、東大阪

市、
８市　

１村　泉南市、四條畷
市、交野市、大阪狭山

市、阪南市
２町　奥出雲町、川本

町
島本町、豊能町、能勢

町、忠岡町、熊取町、
田尻町、岬町、太子町

、河南町
岡　山　県岡山市、倉

敷市、津山市、玉野市
、笠岡市、井原市、総

社市、高梁市、新見市
、備前市、

１４市　赤磐市、真庭
市、美作市、浅口市

千早赤阪村
５町　 和気町、早島町、矢掛

町、勝央町、吉備中央
町

兵　庫　県神戸市、姫
路市、尼崎市、明石市

、西宮市、洲本市、芦
屋市、伊丹市、相生市

、豊岡市、
２９市　加古川市、赤

穂市、西脇市、宝塚市
、三木市、高砂市、川

西市、小野市、三田市
、

広　島　県広島市、呉
市、竹原市、三原市、

尾道市、福山市、府中
市、三次市、庄原市、

大竹市、
１２町　加西市、篠山

市、養父市、丹波市、
南あわじ市、朝来市、

淡路市、宍粟市、加東
市、

１４市　東広島市、廿
日市市、安芸高田市、

江田島市
たつの市

７町　 府中町、海田町、熊野
町、坂町、安芸太田町

、北広島町、世羅町
猪名川町、多可町、稲

美町、播磨町、市川町
、福崎町、神河町、太

子町、上郡町、佐用町
、

香美町、新温泉町
山　口　県下関市、宇

部市、山口市、萩市、
防府市、下松市、岩国

市、光市、長門市、柳
井市、

１３市　美祢市、周南
市、山陽小野田市

奈　良　県奈良市、大
和高田市、大和郡山市

、天理市、橿原市、桜
井市、御所市、生駒市

、
３町　

１１市　香芝市、葛城
市、宇陀市

和木町、田布施町、平
生町

１５町　 １村　平群町、三郷町
、斑鳩町、安堵町、川

西町、三宅町、田原本
町、高取町、上牧町、

王寺町、
徳　島　県徳島市、鳴

門市、小松島市、阿南
市、吉野川市、三好市

広陵町、河合町、吉野
町、大淀町、下市町

６市　 ４町　石井町、美波町
、松茂町、北島町

明日香村
香　川　県高松市、丸

亀市、坂出市、善通寺
市、観音寺市、さぬき

市、東かがわ市
和歌山県和歌山市、

海南市
７市　

２市　
２町　宇多津町、多度

津町

都道府県名
都道府県名
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札幌市、函館市、小樽
市、旭川市、室蘭市、

釧路市、帯広市、北見
市、夕張市、岩見沢市

、
札幌市、函館市、小樽

市、旭川市、室蘭市、
釧路市、帯広市、北見

市、夕張市、岩見沢市
、

市区町村名
市区町村名

愛　媛　県松山市、今
治市、宇和島市、八幡

浜市、新居浜市、西条
市、大洲市、伊予市、

四国中央市、
（熊本県）美里町、玉

東町、南関町、長洲町
、和水町、大津町、菊

陽町、南小国町、小国
町、高森町、

１０市　東温市
２３町　御船町、嘉島

町、益城町、甲佐町、
山都町、氷川町、芦北

町、津奈木町、錦町、
多良木町、

１町　
８村　湯前町、あさぎ

り町、苓北町
松前町

産山村、西原村、南阿
蘇村、水上村、相良村

、五木村、山江村、球
磨村

高　知　県高知市、室
戸市、安芸市、南国市

、土佐市、宿毛市、四
万十市、香美市

８市　
大　分　県大分市、別

府市、中津市、日田市
、佐伯市、臼杵市、津

久見市、竹田市、豊後
高田市、

１町　いの町
１４市　杵築市、宇佐

市、豊後大野市、由布
市、国東市

２町　
福　岡　県北九州市、

福岡市、大牟田市、久
留米市、直方市、飯塚

市、田川市、柳川市、
八女市、

日出町、玖珠町
２８市　筑後市、大川

市、行橋市、豊前市、
中間市、小郡市、筑紫

野市、春日市、大野城
市、

３０町　宗像市、太宰
府市、古賀市、福津市

、うきは市、宮若市、
嘉麻市、朝倉市、みや

ま市、
宮　崎　県宮崎市、都

城市、延岡市、日南市
、小林市、日向市、串

間市、西都市、えびの
市

２村　糸島市
９市　 １０町　三股町、高原

町、国富町、綾町、高
鍋町、新富町、川南町

、都農町、門川町、高
千穂町

那珂川町、宇美町、篠
栗町、志免町、須恵町

、新宮町、久山町、粕
屋町、芦屋町、水巻町

、
岡垣町、遠賀町、小竹

町、鞍手町、桂川町、
筑前町、大刀洗町、大

木町、広川町、香春町
、

鹿児島県鹿児島市、
鹿屋市、枕崎市、阿久

根市、出水市、指宿市
、西之表市、垂水市、

薩摩川内市、
添田町、糸田町、川崎

町、大任町、福智町、
苅田町、みやこ町、吉

富町、上毛町、築上町
 １９市　日置市、曽

於市、霧島市、いちき
串木野市、南さつま市

、志布志市、奄美市、
南九州市、

８町　伊佐市、姶良市
東峰村、赤村

さつま町、湧水町、錦
江町、肝付町、中種子

町、瀬戸内町、和泊町
、知名町

佐　賀　県佐賀市、唐
津市、鳥栖市、多久市

、伊万里市、武雄市、
鹿島市、嬉野市、神埼

市
９市　

沖　縄　県那覇市、宜
野湾市、石垣市、浦添

市、名護市、糸満市、
沖縄市、豊見城市、う

るま市、
２町　基山町、有田町

１１市　宮古島市、南
城市 ７町　

長　崎　県長崎市、佐
世保市、島原市、諌早

市、大村市、平戸市、
松浦市、対馬市、壱岐

市、
３村　本部町、嘉手納

町、北谷町、西原町、
与那原町、南風原町、

八重瀬町
１２市　西海市、雲仙

市、南島原市 ７町　
読谷村、北中城村、中

城村
長与町、時津町、東彼

杵町、川棚町、波佐見
町、佐々町、新上五島

町
合　　　計　　４７都

道府県　７５４市  ２
３特別区　４１６町　

３８村
熊　本　県熊本市、八

代市、人吉市、荒尾市
、水俣市、玉名市、山

鹿市、菊池市、宇土市
、上天草市、

  　                
          （合計　１

，２３１市区町村）
１４市　宇城市、阿蘇

市、天草市、合志市

都道府県名
都道府県名

 騒音に係る環境基準の
類型あてはめ状況

 騒音に係る環境基準の
類型あてはめ状況
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表１２　騒音規制法に基づく規制基準の設定状況（特定工場等）　 　 （単位：デシベル）法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村北海道(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60札 幌 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60函 館 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60小 樽 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60旭 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60室 蘭 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60釧 路 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 9 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60帯 広 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60北 見 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60夕 張 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60岩 見 沢 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60網 走 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50留 萌 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60小 牧 市 6 8 40 45 60 656 8 558 7 45 50 65 708 7 607 ～ 10 40 45 60 657 ～ 10 5510 ～ 6 40 40 50 6010 ～ 6 50稚 内 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50美 唄 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60芦 別 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60江 別 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60赤 平 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60

朝昼  間夕夜  間 午前午前午後午後 時時時時 ～～ 午前午後午後午前 時時時時

第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域 －－－－－－－－－－－－－－－－－－

地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分紋 別 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60士 別 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60名 寄 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60根 室 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60千 歳 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60滝 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60砂 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60深 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60富 良 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60登 別 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60恵 庭 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60伊 達 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50北 広 島 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60石 狩 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50北 斗 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55青森県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 55青 森 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 55弘 前 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 55八 戸 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 7 時 45 45 50 55黒 石 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 55

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分五 所 川 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50十 和 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 55三 沢 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50む つ 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 11 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 0 時 45 45 50 55岩手県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65① 40 45 50 55② 55 60③ 60盛 岡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55宮 古 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55大 船 渡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55花 巻 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 6 時 ～ 午後 8 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55北 上 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55久 慈 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55遠 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55一 関 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65① 40 45 50 55② 60釜 石 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60二 戸 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55八 幡 平 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55奥 州 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55

夜  間

夜  間

午後

午後

10

10

時

時

～

～

午前

午前

6

6

時

時

－－－－
－－－－－－－－－－－－

第2種・第3種区域内の学校、保育所等の周囲50ｍの区域内は5dBを減じた値とする。
第2種区域～第4種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は５dB減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は５dBを減じた値とする。夜間：②は釜石市に適用　　　③は一関市東山町に適用
第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。
夜間：②は一関市東山町に適用
学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分宮城県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55仙 台 市 ① 45 50 55 60② 45 50 55① 50 55 60 65② 50 55 60① 45 50 55 60② 45 50 55① 40 45 50 55② 40 45 50石 巻 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55塩 竈 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55気 仙 沼 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55白 石 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55名 取 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55角 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55多 賀 城 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55岩 沼 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55登 米 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55栗 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55東 松 島 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55大 崎 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55秋田県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60秋 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60能 代 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60横 手 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60大 館 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60

朝昼  間夕夜  間 午前午前午後午後 68710 時時時時 ～～～～ 午前午後午後午前 87106 時時時時 －－－－－－－－－－－－－－－－－

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。②は、学校、保育所等の周囲50mの区域内第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分男 鹿 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60湯 沢 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60鹿 角 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60由 利 本 荘 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60潟 上 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60大 仙 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60北 秋 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60に か ほ 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60仙 北 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50山形県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 55山 形 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 55米 沢 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 55鶴 岡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 55酒 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 55新 庄 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 55寒 河 江 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 55上 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 55村 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 55長 井 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45

－－－－－－－－－
－－－－－－－－－

学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。
学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
《第1種区域》第1種、第2種低層住居専用地域第1種、第2種中高層住居専用地域《第2種区域》第1種、第2種住居地域、準住居地域（特別用途地区を除く。）《第3種区域》近隣商業地域、商業地域、準工業地域、特別工業地域《第4種区域》工業地域

－122－



法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分天 童 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 55東 根 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 55尾 花 沢 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 55南 陽 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 55福島県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 7 時 45 50 55 60昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55福 島 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 7 時 45 50 55 60昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55会 津 若 松 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 7 時 45 50 55 60昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55郡 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 7 時 45 50 55 60昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55い わ き 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 7 時 45 50 55 60昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55白 河 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 7 時 45 50 55 60昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55須 賀 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 7 時 45 50 55 60昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55喜 多 方 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 7 時 45 50 55 60昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55相 馬 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 7 時 45 50 55 60昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55二 本 松 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 7 時 45 50 55 60昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55田 村 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 7 時 45 50 55 60昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55南 相 馬 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 7 時 45 50 55 60昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55伊 達 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 7 時 45 50 55 60昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55本 宮 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 7 時 45 50 55 60昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55

－－－－－－－－－－－－－－－－－

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分茨城県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55水 戸 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55日 立 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55土 浦 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55古 河 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55石 岡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55結 城 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50龍 ケ 崎 市 ① 45 50 60 65② 45 55 60① 50 55 65 70② 50 60 65① 45 50 60 65② 45 55 60① 40 45 50 55② 40 45 50常 総 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55常 陸 太 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40高 萩 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55北 茨 城 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55笠 間 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55取 手 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55牛 久 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55つ く ば 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55ひたちなか市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55鹿 嶋 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55守 谷 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55

朝昼  間夕夜  間 午前午前午後午後 6869 時時時時 ～～～～ 午前午後午後午前 8696 時時時時

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。

規制基準②については，学校、保育所等の周囲50mの区域内における規制基準。

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分常 陸 大 宮 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55那 珂 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55筑 西 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55稲 敷 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55桜 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55神 栖 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55行 方 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55鉾 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55小 美 玉 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55栃木県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60宇 都 宮 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60足 利 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60栃 木 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60佐 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 8 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60鹿 沼 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60日 光 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60小 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 50昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60真 岡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60

かすみがうら市
つくばみらい市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第２種区域(夜間除く)、第３種区域、第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域(夜間除く)、第３種区域、第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分大 田 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60矢 板 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60那 須 塩 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60さ く ら 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60那 須 烏 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 50 60下 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 8 時 45 45 50 60群馬県(市を除く） ① 40 50 60 65② 45 55 60① 45 55 65 70② 50 60 65① 40 50 60 65② 45 55 60① 40 45 50 55② 40 45 50前 橋 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55高 崎 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55桐 生 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55伊 勢 崎 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55太 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55沼 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55館 林 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55渋 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55藤 岡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55富 岡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55安 中 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55み ど り 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 45 55 65 70夕 午後 5 時 ～ 午後 9 時 40 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55

朝昼  間夕夜  間 午前午前午後午後 6869 時時時時 ～～～～ 午前午後午後午前 8696 時時時時

－－－－－－
－－－－－－－－－－－－

規制基準②については，学校、保育所等の周囲50mの区域内における規制基準。学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分埼玉県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60さ い た ま 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60川 越 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60熊 谷 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60川 口 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60行 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60秩 父 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60所 沢 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60飯 能 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60加 須 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60本 庄 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60東 松 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60春 日 部 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60狭 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60羽 生 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60鴻 巣 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60深 谷 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60上 尾 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60草 加 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60越 谷 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60蕨 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。
第２種区域～第４種区域内の既設の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分戸 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60入 間 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60朝 霞 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60志 木 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50和 光 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60新 座 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60桶 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60久 喜 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60北 本 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60八 潮 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 55 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 3 時 45 45 50 60富 士 見 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50三 郷 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60蓮 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60坂 戸 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60幸 手 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60鶴 ヶ 島 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60日 高 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60吉 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60ふ じ み 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60白 岡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分千葉県(市を除く） ① 45 50 60 65② 40 45 55① 50 55 65 70② 45 50 60① 45 50 60 65② 40 45 55① 40 45 50 60② 40千 葉 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60銚 子 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60市 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60船 橋 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60館 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60木 更 津 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60松 戸 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60野 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60茂 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60成 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60佐 倉 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60東 金 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60旭 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60習 志 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60柏 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60勝 浦 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 55昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 60夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 55夜  間 午後 7 時 ～ 午前 8 時 40 45 50 50市 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60流 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60

朝昼  間夕夜  間 午前午前午後午後 68710 時時時時 ～～～～ 午前午後午後午前 87106 時時時時 八千代市－－－－－－－－－－－－－－－－－－

②は八千代市に適用

学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。（住居専用地域を除く）

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分八 千 代 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60我 孫 子 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60鴨 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 55 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 50鎌 ケ 谷 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50君 津 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60富 津 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60浦 安 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50四 街 道 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60袖 ケ 浦 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60八 街 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50印 西 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60白 井 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60富 里 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60匝 瑳 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60香 取 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60山 武 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 65大 網 白 里 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50

－－－－－－－－－－－－－－－－－

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第2種区域：第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域第3種区域：近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55千 代 田 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 608 7 45 508 8 60 707 11 40 458 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55中 央 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 ① 8 時 7 時 45 50② 8 時 8 時 60 70夕 ① 7 時 11 時 40 45② 8 時 11 時 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55港 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 40 45 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55新 宿 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55文 京 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55① 8 7 45 50② 8 8 60① 7 11 40 45② 8 11 55夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50台 東 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55墨 田 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55江 東 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55品 川 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50 60 70② 8 8① 7 11 40 45 55 60② 8 11夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55目 黒 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55① 8 7 45 50② 8 8 60① 7 11 40 45② 8 11 55夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50大 田 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55世 田 谷 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 40 45 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55渋 谷 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 ① 8 時 7 時 45 50② 8 時 8 時 60 70夕 ① 7 時 11 時 40 45② 8 時 11 時 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55

昼  間夕昼  間夕
昼  間夕昼  間夕昼  間夕昼  間夕昼  間夕昼  間夕昼  間夕昼  間夕

午前午後午前午後午前午後
午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後

時時時時
時時時時時時時時時時時時時時時時

～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午後午後午後午後午後午後
午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後

時時時時
時時時時時時時時時時時時時時時時

－－－－－－－－－－－－－

①の時刻は第１種及び第２種区域に,②の時刻は第３種及び第４種区域に適用
（第１種区域）第１種、第２種低層住居専用地域（第２種区域）第１種,第２種中高層住居専用地域、第1種,第2種住居地域、準住居地域（第３種区域）近隣商業地域、商業地域、準工業地域（第４種区域）工業地域

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。

東京都(市・特別区を除く）
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分中 野 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55杉 並 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55豊 島 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55北 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55荒 川 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55板 橋 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55練 馬 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 ① 8 時 7 時 45 50② 8 時 8 時 60 70夕 ① 7 時 11 時 40 45② 8 時 11 時 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55足 立 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55葛 飾 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50 60 70② 8 8 60 70① 7 11 40 45 55 60② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55江 戸 川 区 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55八 王 子 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 45 50 60 70夕 午後 8 時 ～ 午後 11 時 40 45 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55立 川 市 6 8 40 456 8 55 608 7 45 508 8 60 707 11 40 458 11 55 6011 6 40 4511 6 50 55武 蔵 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 608 7 45 50 708 8 607 11 40 45 608 11 55夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55三 鷹 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 40昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 45夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 40 45 55 40夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 40

昼  間夕昼  間夕昼  間夕昼  間夕昼  間夕昼  間夕
昼  間夕昼  間夕昼  間夕朝昼  間夕夜  間昼  間夕

午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午前午後午後午前午後

時時時時時時時時時時時時
時時時時時時時時時時時時

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午前午後午後午前午後午後

時時時時時時時時時時時時
時時時時時時時時時時時時

－－－－－－－－－－－－－－

①は第1種～第2種区域の時間区分②は第3種～第4種区域の時間区分
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分青 梅 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55府 中 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 40 45 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55昭 島 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 40 45 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55調 布 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 40 45 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55町 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 0 時 40 45 50 55小 金 井 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55小 平 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 70夕 午後 8 時 ～ 午後 11 時 40 45 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55日 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55東 村 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 40 45 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55国 分 寺 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50 60 70② 8 8 60 70① 7 11 40 45 55 60② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55国 立 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 5 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55福 生 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55狛 江 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55東 大 和 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60清 瀬 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 40 45 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55東 久 留 米 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 70夕 午後 8 時 ～ 午後 11 時 40 45 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55

昼  間夕
昼  間夕昼  間夕昼  間夕昼  間夕昼  間夕昼  間夕昼  間夕

午前午後
午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後午前午後

時時
時時時時時時時時時時時時時時

～～
～～～～～～～～～～～～～～

午後午後
午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後午後

時時
時時時時時時時時時時時時時時

－－－－－－－－－－－－－－－－

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分武 蔵 村 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 45 50 60 70夕 午後 8 時 ～ 午後 11 時 40 45 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55多 摩 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55稲 城 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55羽 村 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 40 45 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55あ き る 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60① 8 7 45 50② 8 8 60 70① 7 11 40 45② 8 11 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55西 東 京 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 40 45 55 60夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55神奈川県(市を除く）朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55横 浜 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55川 崎 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55相 模 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55横 須 賀 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55平 塚 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55鎌 倉 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55藤 沢 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55小 田 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55

昼  間夕昼  間夕昼  間夕
午前午後午前午後午前午後

時時時時時時
～～～～～～

午後午後午後午後午後午後
時時時時時時

－－－－－－
－－－－
－－－－

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内（第1,第2特別地域を除く）は5dBを減じた値とする。《第1種区域》第1種、第2種低層住居専用地域第1種、第2種中高層住居専用地域《第2種区域》第1種、第2種住居地域、準住居地域、無指定地域《第3種区域》近隣商業地域、商業地域、準工業地域《第4種区域》工業地域
《第1種区域》第1種、第2種低層住居専用地域第1種、第2種中高層住居専用地域《第2種区域》第1種、第2種住居地域、準住居地域、用途地域として定められた区域以外の地域《第3種区域》近隣商業地域、商業地域、準工業地域《第4種区域》工業地域《第1種区域》第1種、第2種低層住居専用地域第1種、第2種中高層住居専用地域《第2種区域》第1種、第2種住居地域、準住居地域、用途地域として定められた区域以外の区域《第3種区域》近隣商業地域、商業地域、準工業地域《第4種区域》工業地域
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分茅 ヶ 崎 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55逗 子 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55三 浦 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55秦 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55厚 木 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55大 和 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55伊 勢 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55海 老 名 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55座 間 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55南 足 柄 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55綾 瀬 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55新潟県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65① 8 6 50 55② 8 8 65 70① 6 9 40 50② 8 10 60 65① 9 6 40 45② 10 6 50 60新 潟 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65① 8 6 50 55② 8 8 65 70① 6 9 40 50② 8 10 60 65① 9 6 40 45② 10 6 50 60長 岡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 ① 8 時 6 時 50 55② 8 時 8 時 65 70夕 ① 6 時 9 時 40 50② 6 時 10 時 60 65夜  間 ① 9 時 6 時 40 45② 10 時 6 時 50 60三 条 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65① 8 6 50 55② 8 8 65 70① 6 9 40 50② 8 10 60 65① 9 6 40 45② 10 6 50 60柏 崎 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65① 8 6 50 55② 8 8 65 70① 6 9 40 50② 8 10 60 65① 9 6 40 45② 10 6 50 60

昼  間夕夜  間昼  間夕夜  間
昼  間夕夜  間昼  間夕夜  間

午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後

時時時時時時
時時時時時時

～～～～～～～～～～～～～～～

午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前

時時時時時時
時時時時時時

－－－－－－－－－－－
－－－－

《第1種区域》第1種、第2種低層住居専用地域第1種、第2種中高層住居専用地域《第2種区域》第1種、第2種住居地域、準住居地域、用途地域として定められた区域以外の地域《第3種区域》近隣商業地域、商業地域、準工業地域《第4種区域》工業地域
①時刻は第１種及び第２種区域に適用②時刻は第３種及び第４種区域に適用
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分新 発 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65① 8 6 50 55② 8 8 65 70① 6 9 40 50② 8 10 60 65① 9 6 40 45② 10 6 50 60小 千 谷 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65① 8 6 50 55② 8 8 65 70① 6 9 40 50② 8 10 60 65① 9 6 40 45② 10 6 50 60加 茂 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65① 8 6 50 55② 8 8 65 70① 6 9 40 50② 8 10 60 65① 9 6 40 45② 10 6 50 60十 日 町 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 60 65① 8 6 55② 8 8 65 70① 6 9 50② 8 10 60 65① 9 6 45② 10 6 50 60見 附 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 60 65① 8 6 55② 8 8 65 70① 6 9 50② 8 10 60 65① 9 6 45② 10 6 50 60村 上 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65① 8 6 50 55② 8 8 65 70① 6 9 40 50② 8 10 60 65① 9 6 40 45② 10 6 50 60燕 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65① 8 6 50 55② 8 8 65 70① 6 9 40 50② 8 10 60 65① 9 6 40 45② 10 6 50 60糸 魚 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65① 8 6 50 55② 8 8 65 70① 6 9 40 50② 8 10 60 65① 9 6 40 45② 10 6 50 60妙 高 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65① 8 6 50 55② 8 8 65 70① 6 9 40 50② 8 10 60 65① 9 6 40 45② 10 6 50 60五 泉 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65① 8 6 50 55② 8 8 65 70① 6 9 40 50② 8 10 60 65① 9 6 40 45② 10 6 50 60上 越 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65① 8 6 50 55② 8 8 65 70① 6 9 40 50② 8 10 60 65① 9 6 40 45② 10 6 50 60阿 賀 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60佐 渡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65① 8 6 50 55② 8 8 65 70① 6 9 40 50② 8 10 60 65① 9 6 40 45② 10 6 50 60

昼  間夕夜  間昼  間夕夜  間昼  間夕夜  間昼  間夕夜  間昼  間夕夜  間昼  間夕夜  間昼  間夕夜  間昼  間夕夜  間昼  間夕夜  間昼  間夕夜  間昼  間夕夜  間昼  間夕夜  間

午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後

時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前

時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時

－－－－－－－－－－－－－
①時刻は第１種及び第２種区域に適用。②時刻は第３種及び第４種区域に適用第３種区域、第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分魚 沼 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 60 65① 8 6 55② 8 8 65 70① 6 9 50② 8 10 60 65① 9 6 45② 10 6 60 65南 魚 沼 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65① 8 6 50 55② 8 8 65 70① 6 9 40 50② 8 10 60 65① 9 6 40 45② 10 6 50 60胎 内 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65① 8 6 50 55② 8 8 65 70① 6 9 40 50② 8 10 60 65① 9 6 40 45② 10 6 50 60富山県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 63富 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 63高 岡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 63魚 津 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 63氷 見 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 63滑 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 63黒 部 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 63砺 波 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 63小 矢 部 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 63南 砺 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 63射 水 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 63

昼  間夕夜  間昼  間夕夜  間昼  間夕夜  間
午前午後午後午前午後午後午前午後午後

時時時時時時時時時
～～～～～～～～～

午後午後午前午後午後午前午後午後午前
時時時時時時時時時

－－－
－－－－－－－－－－

第1種、第2種区域に接する第4種区域の境界線から第4種区域内へ50mの範囲内は、朝60dB、昼間65dB、夕60dB、夜間55dB。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。(2種区域の夜間の基準を除く）第1種、第2種区域に接する第4種区域の境界線から第4種区域内へ50mの範囲内は、朝60dB、昼間65dB、夕60dB、夜間55dB。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。(2種区域の夜間の基準を除く）第1種、第2種区域に接する第4種区域の境界線から第4種区域内へ50mの範囲内は、朝60dB、昼間65dB、夕60dB、夜間55dB。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。(2種区域の夜間の基準を除く）第1種、第2種区域に接する第4種区域の境界線から第4種区域内へ50mの範囲内は、朝60dB、昼間65dB、夕60dB、夜間55dB。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。(2種区域の夜間の基準を除く）第1種、第2種区域に接する第4種区域の境界線から第4種区域内へ50mの範囲内は、朝60dB、昼間65dB、夕60dB、夜間55dB。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。(2種区域の夜間の基準を除く）第1種、第2種区域に接する第4種区域の境界線から第4種区域内へ50mの範囲内は、朝60dB、昼間65dB、夕60dB、夜間55dB。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。(2種区域の夜間の基準を除く）第1種、第2種区域に接する第4種区域の境界線から第4種区域内へ50mの範囲内は、朝60dB、昼間65dB、夕60dB、夜間55dB。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。(2種区域の夜間の基準を除く）第1種、第2種区域に接する第4種区域の境界線から第4種区域内へ50mの範囲内は、朝60dB、昼間65dB、夕60dB、夜間55dB。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。(2種区域の夜間の基準を除く）第1種、第2種区域に接する第4種区域の境界線から第4種区域内へ50mの範囲内は、朝60dB、昼間65dB、夕60dB、夜間60dB。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。(2種区域の夜間の基準を除く）第1種、第2種区域に接する第4種区域の境界線から第4種区域内へ50mの範囲内は、朝60dB、昼間65dB、夕60dB、夜間55dB。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。(2種区域の夜間の基準を除く）第1種、第2種区域に接する第4種区域の境界線から第4種区域内へ50mの範囲内は、朝60dB、昼間65dB、夕60dB、夜間55dB。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。(2種区域の夜間の基準を除く）
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分石川県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60金 沢 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60七 尾 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60小 松 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60輪 島 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60珠 洲 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60加 賀 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60羽 咋 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 45 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55か ほ く 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60白 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60能 美 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60野 々 市 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60福井県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60福 井 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60敦 賀 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60小 浜 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60大 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60勝 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60

－－－－－－－－－－－－－－－－

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分鯖 江 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60あ わ ら 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60越 前 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60坂 井 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60山梨県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60甲 府 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60富 士 吉 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60都 留 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60山 梨 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60大 月 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60韮 崎 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60南アルプス市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60北 杜 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60甲 斐 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60笛 吹 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60上 野 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60甲 州 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60中 央 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60

－－－－市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町（昭和52年4月1日）－－－－－－－－－－－－－

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。

学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分長野県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65長 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65松 本 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65上 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65岡 谷 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65飯 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65諏 訪 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65須 坂 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65小 諸 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65伊 那 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65駒 ヶ 根 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65中 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65大 町 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65飯 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55茅 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65塩 尻 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65佐 久 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65千 曲 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65東 御 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65安 曇 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分岐阜県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60岐 阜 市 ① 6 8 45 50 60 65② 6 8 50 50③ 6 8 60① 8 7 50 60 65 70② 8 7 60 60③ 8 7 65① 7 11 45 50 60 65② 7 11 50 50③ 7 11 60① 11 6 40 45 50 60② 11 6 45 45③ 11 6 50大 垣 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60高 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60多 治 見 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60関 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60中 津 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60美 濃 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60瑞 浪 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60羽 島 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60恵 那 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60美 濃 加 茂 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60土 岐 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60各 務 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60可 児 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60山 県 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60瑞 穂 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60飛 騨 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60

朝昼  間夕夜  間
午前午前午後午後

時時時時
～～～～

午前午後午後午前
時時時時 －－－－－－－－－－－－－－－－－

②：第1種区域に接する周囲おおむね30mの区域内。③：第2種区域に接する周囲おおむね30mの区域内並びに学校、保育所等の周囲おおむね30mの区域内。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分本 巣 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 60郡 上 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60下 呂 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 60 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60静岡県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60静 岡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60浜 松 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60沼 津 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60熱 海 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60三 島 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60富 士 宮 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60伊 東 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60島 田 市 朝 午前 時 ～ 午前 時 45 50 60 65昼  間 午前 時 ～ 午後 時 50 55 65 70夕 午後 時 ～ 午後 時 45 50 60 65夜  間 午後 時 ～ 午前 時 40 45 55 60富 士 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60磐 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60焼 津 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60掛 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 50

－－－
－
－－－－－－－－－－－

・第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。・第1種と第3種区域又は第2種と第4種区域が境界線を接している場合における第3種もしくは第4種区域の境界線から30mの区域内は5dBを減じた値とする。・《第1種区域》第1種、第2種低層住居専用地域《第2種区域》第1種、第2種中高層住居専用地域、第1種、第2種住居地域、準住居地域、一部の市街化調整区域、旧蒲原町の一部の準工業地域《第3種区域》近隣商業地域、商業地域、準工業地域、告示付表に掲げる区域《第4種区域》工業地域・第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
・第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。・第1種と第3種若しくは第4種区域、第2種と第4種区域に接する境界線から第3種もしくは第4種区域内へ30mの区域内は5dBを減じた値とする。
・第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。・第1種と第3種区域又は第2種と第4種区域が接している場合における第3種及び第4種区域内へ30mの範囲内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分藤 枝 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 60 65夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60御 殿 場 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60袋 井 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60下 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60裾 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60湖 西 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60伊 豆 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 時 ～ 午後 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60御 前 崎 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 8 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60菊 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60伊 豆 の 国 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60牧 之 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60愛知県(市を除く） ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50名 古 屋 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50豊 橋 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50岡 崎 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50

朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間

午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後

時時時時時時時時時時時時時時時時

～～～～～～～～～～～～～～～～

午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前

時時時時時時時時時時時時時時時時

－－－－－－－－－－－
－－－

・学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。・第1種と第3種若しくは第4種区域又は第2種と第4種区域がその境界線を接している場合における第3種もしくは第4種区域内へ30mの区域内は5dBを減じた値とする。・第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。・第1種と第3種若しくは第4種区域又は第2種と第4種区域がその境界線を接している場合における第3種もしくは第4種区域内へ30mの範囲内は5dBを減じた値とする。
・第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。・第1種と第3種若しくは第4種区域又は第2種と第4種区域がその境界線を接している場合における第3種もしくは第4種区域内へ30mの範囲内は5dBを減じた値とする。

②は第３種区域のうち市街化調整区域の基準②は未指定地域第３種区域①は近隣商業地域、商業地域、準工業地域。②は調整地域。②は第３種区域のうち、都市計画区域で用途地域の定められていない地域。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分一 宮 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50瀬 戸 市 ① 6 8 40 45 60 65② 55① 8 7 45 50 65 70② 60① 7 10 40 45 60 65② 55夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60半 田 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60春 日 井 市 ① 6 8 40 45 55 65② 6 8 60① 8 7 45 50 60 70② 8 7 65① 7 10 40 45 55 65② 7 10 60① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50津 島 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50碧 南 市 ① 6 8 40 45 55 65② 6 8 60① 8 7 45 50 60 70② 8 7 65① 7 10 40 45 55 65② 7 10 60① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50刈 谷 市 ① 6 8 40 45 55 65② 6 8 60① 8 7 45 50 60 70② 8 7 65① 7 10 40 45 55 65② 7 10 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60豊 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 50 60 65夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 45 55 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55安 城 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50

朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕朝昼  間夕朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕
朝昼  間夕夜  間

午前午前午後午後午前午前午後午前午前午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後
午前午前午後午後

時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時
時時時時

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
～～～～

午前午後午後午前午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後
午前午後午後午前

時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時
時時時時

－－－
－
－
－
－
－
－

②は第３種区域のうち、都市計画区域で用途地域の定められていない地域
①は《第1種区域》第1種、第2種低層住居専用地域第1種、第2種中高層住居専用地域《第2種区域》第1種、第2種住居地域、準住居地域《第3種区域》都市計画区域で用途地域の定められていない地域《第4種区域》工業地域②は、《第3種区域》近隣商業地域、商業地域、準工業地域・②は第３種区域のうち市街化調整区域の基準。・第３種区域、第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。・第１種区域と第２種区域に接する工業地域の境界線から50mの範囲内の基準は、５dBを減ずる。①は《第1種区域》第1種、第2種低層住居専用地域第1種、第2種中高層住居専用地域《第2種区域》第1種、第2種住居地域、準住居地域《第3種区域》調整地域《第4種区域》工業地域②は、《第3種区域》近隣商業地域、商業地域、準工業地域第３種区域①は調整地域。②は近隣商業地域、商業地域、準工業地域。・第３種区域、第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。《第1種区域》第1種、第2種低層住居専用地域第1種、第2種中高層住居専用地域《第2種区域》第1種、第2種住居地域、準住居地域《第3種区域》近隣商業地域、商業地域、準工業地域、都市計画区域で用途地域の定めていない地域《第4種区域》第３種区域①は近隣商業地域、商業地域、準工業地域。②は都市計画区域で用途地域の定められていない地域。・第３種区域、第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。・第１種区域と第２種区域に接する工業地域の境界線から50mの範囲内の基準は、５dBを減ずる。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分西 尾 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50蒲 郡 市 ① 6 8 40 45 55 65② 6 8 60① 8 7 45 50 60 70② 8 7 65① 7 10 40 45 55 65② 7 10 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60犬 山 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 40 45 55 65① 8 7 45 50 65 70② 8 7 45 50 60 70① 7 10 40 45 60 65② 7 10 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60常 滑 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 40 45 55 65① 8 7 45 50 65 70② 8 7 45 50 60 70① 7 10 40 45 60 65② 7 10 40 45 55 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60江 南 市 ① 40 45 60 65② 55① 45 50 65 70② 60① 40 45 60 65② 55① 40 40 50 60② 50小 牧 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60稲 沢 市 ① 6 8 40 45 55 65② 6 8 60① 45 50 60 70② 65① 40 45 55 65② 60① 40 40 50 60② 50新 城 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50東 海 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60大 府 市 6 8 40 45 60 656 8 55 756 8 558 7 45 50 65 708 7 60 758 7 607 10 40 45 60 657 10 55 757 10 5510 6 40 40 50 6010 6 50 7010 6 50知 多 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50

朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕朝昼  間夕朝昼  間夕朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間

午前午前午後午後午前午前午後午前午前午後午前午前午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午前午前午後午後午前午前午後午後
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時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前午後午後午前午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午後午後午前午前午後午後午前

87106786

時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時

－－－
－
－－－－－
－
－

②は第３種区域の市街化調整区域。
・学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。・第1種及び第2種低層住居専用地域、第1種及び第2種中高層住居専用地域、第1種及び第2種住居地域、又は準住居地域に接する工業地域の境界線から50mの範囲内の基準は、５dBを減ずる。（上記の適用を受ける区域は除く。）・第３種区域①は近隣商業地域、商業地域、準工業地域。②は都市計画区域で用途地域の定められていない地域。第３種区域①は近隣商業地域、商業地域、準工業地域。②は都市計画区域で用途地域の定められていない地域。

②は第３種区域のうち、用途地域の定められていない地域・学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。
・第３種区域、第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。・第１種区域と第２種区域に接する第4種区域の境界線から50mの範囲内の基準は、５dBを減ずる。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分知 立 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50尾 張 旭 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50高 浜 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60岩 倉 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50豊 明 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60日 進 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50田 原 市 ① 6 8 40 45 55 65② 6 8 40 45 60 65① 8 7 45 50 60 70② 8 7 45 50 65 70① 7 10 40 45 55 65② 7 10 40 45 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60愛 西 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50清 須 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 10 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50北 名 古 屋 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50弥 富 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60

朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間

午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後

時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前

時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時

－－－－－－
－
－－－－

第３種区域①は近隣商業地域、商業地域、準工業地域。②は都市計画区域で用途地域の定められていない地域・第３種区域、第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。・第１種区域と第２種区域に接する工業地域の境界線から50mの範囲内の基準は、５dBを減ずる。・第３種区域①は②以外②は都市計画区域で用途地域の定められていない地域第3種区域のうち、都市計画区域で用途地域の定められていない地域は5dBを減ずる。
・学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。（第1種、第2種低層住居専用地域、第1種、第2種中高層住居専用地域、第1種、第2種住居地域、準住居地域を除く）・第1種、第2種低層住居専用地域、第1種、第2種中高層住居専用地域、第1種、第2種住居地域、準住居地域に接する工業、工専地域の境界線から50mの範囲内の基準は、５dBを減ずる。・第３種区域の②は近隣商業地域、商業地域、準工業地域。第3種区域を２つの区分に分ける
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分み よ し 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50あ ま 市 ① 6 8 40 45 60 65② 6 8 55① 8 7 45 50 65 70② 8 7 60① 7 10 40 45 60 65② 7 10 55① 10 6 40 40 50 60② 10 6 50長 久 手 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 65 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 65 60夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 45 65 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 50三重県(市を除く） ① 6 8 45 50 60 65② 6 8 45 45 55 60① 8 7 50 55 65 70② 8 7 50 50 60 65① 7 10 45 50 60 65② 7 10 45 45 55 60① 10 6 40 45 55 60② 10 6 40 40 50 55津 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60四 日 市 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60伊 勢 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60松 阪 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60桑 名 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60鈴 鹿 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60名 張 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60尾 鷲 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60亀 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 60 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60鳥 羽 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60熊 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 55い な べ 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60伊 賀 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60

朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間

午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後
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午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前

時時時時時時時時時時時時
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－－－－－－－－－－－－－

・第３種区域、第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。・第1種、第2種低層住居専用地域、第1種、第2種中高層住居専用地域、第1種、第2種住居地域、準住居地域に接する工業地域の境界線から50mの範囲内の基準は、５dBを減ずる。（上記の適用を受ける区域は除く。）・第３種区域の②は用途地域の定められていない地域。
②の基準は、学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。

学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。
－147－



法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分滋賀県(市を除く） ① 45 50 60 65② 45 50 60 65① 50 55 65 70② 50 60 65 70① 45 50 65 70② 45 50 65 70① 40 45 55 60② 40 45 55 60大 津 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60彦 根 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60長 浜 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60近 江 八 幡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60守 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60栗 東 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60野 洲 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60湖 南 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60高 島 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60東 近 江 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60米 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 55 60京都府(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 50 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55京 都 市 ① 6 8 40 45 55 60② 6 8 40 40 50 55① 8 6 45 50 65 70② 8 6 45 45 60 65① 6 10 40 45 55 60② 6 10 40 40 50 55① 10 6 40 40 50 55② 10 6 40 40 45 50福 知 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 50 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55舞 鶴 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 50 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55綾 部 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 50 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55宇 治 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 50 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55宮 津 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 50 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55

朝昼  間夕夜  間

朝昼  間夕夜  間

午前午前午後午後

午前午前午後午後

68610
時時時時

時時時時

～～～～

～～～～

午前午後午後午前

午前午後午後午前

86106
時時時時

時時時時

－－－－－－－－－－－
－－－－－－

竜王町、多賀町：①日野町：①(第2種区域～第4種区域内の学校、　保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値)豊郷町：①の第2種、第3種区域甲良町：①の第2種～第3種区域(第2種区域～第　4種区域内の学校、保育所等の周囲は5dBを減　じた値)愛荘町：②(第2種区域～第4種区域内の学校、　保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値)
第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。

②の基準は、学校、保育所等の周囲50mの区域内。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分亀 岡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 50 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55城 陽 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 50 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55向 日 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 50 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55長 岡 京 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 50 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55八 幡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 50 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55京 田 辺 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 50 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55南 丹 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 50 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55木 津 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 50 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 40 45 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55大阪府(市を除く） ① 6 8 45 50 60 65② 6 8 60① 8 6 50 55 65 70② 8 6 65① 6 9 45 50 60 65② 6 9 60① 9 6 40 45 55 60② 9 6 55大 阪 市 ① 6 8 50 60 65② 6 8 60① 8 6 55 65 70② 8 6 65① 6 9 50 60 65② 6 9 60① 9 6 45 55 60② 9 6 55堺 市 ① 6 8 45 50 60 65② 6 8 60① 8 6 50 55 65 70② 8 6 65① 6 9 45 50 60 65② 6 9 60① 9 6 40 45 55 60② 9 6 55岸 和 田 市 ① 6 8 45 50 60 65② 6 8 55 65① 8 6 50 55 65 70② 8 6 60 65① 6 9 45 50 60 65② 6 9 55 60① 9 6 40 45 55 60② 9 6 50 55豊 中 市 ① 45 50 60 65② 60① 50 55 65 70② 65① 45 50 60 65② 60① 40 45 55 60② 55池 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60

朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間

午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後 6869

時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前 8696

時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時

－－－－－－－－
－－－－－

第２種および第３種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。（第２種区域にあっては昼間及び朝夕に限る）

第4種区域の①の規制基準は工業地域など。②の規制基準は工業地域などで、既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第２種区域の境界線から15m以内の区域②の規制基準は既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第二種区域の境界線から15m以内の区域②の規制基準は、既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第2種区域の境界線から15m以内の区域②の規制基準は、既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第1種、第２種区域の境界線から15m以内の区域②の規制基準は、既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第2種区域の境界線から15m以内の区域第４種区域内の既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第2種区域の境界線から15m以内の区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分吹 田 市 ① 6 8 45 50 60 65② 6 8 60① 8 6 50 55 65 70② 8 6 65① 6 9 45 50 60 65② 6 9 60① 9 6 40 45 55 60② 9 6 55泉 大 津 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60高 槻 市 ① 6 8 45 50 60 65② 6 8 55 60① 8 6 50 55 65 70② 8 6 60 65① 6 9 45 50 60 65② 6 9 55 60① 9 6 40 45 55 60② 9 6 50 55貝 塚 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60守 口 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 60 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 55 65 65夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 50 60 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 45 55 55枚 方 市 ① 6 8 45 50 60 65② 6 8 60① 8 6 50 55 65 70② 8 6 65① 6 9 45 50 60 65② 6 9 60① 9 6 40 45 55 60② 9 6 55茨 木 市 ① 6 8 45 50 60 65② 6 8 60① 8 6 50 55 65 70② 8 6 65① 6 9 45 50 60 65② 6 9 60① 9 6 40 45 55 60② 9 6 55八 尾 市 ① 6 8 45 50 60 65② 6 8 60① 8 6 50 55 65 70② 8 6 65① 6 9 45 50 60 65② 6 9 60① 9 6 40 45 55 60② 9 6 55泉 佐 野 市 ① 6 8 45 50 60 65② 6 8 60① 8 6 50 55 65 70② 8 6 65① 6 9 45 50 60 65② 6 9 60① 9 6 40 45 55 60② 9 6 55富 田 林 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55寝 屋 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60河 内 長 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60松 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55

朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間
朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間

午前午前午後午後午前午前午後午後
午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後

時時時時時時時時
時時時時時時時時時時時時時時時時

～～～～～～～～
～～～～～～～～～～～～～～～～

午前午後午後午前午前午後午後午前
午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前午前午後午後午前 時時

時時時時時時時時
時時時時時時時時時時時時時時

－－－－－－－－－－－－－

②の規制基準は、既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第2種区域の境界線から15m以内の区域第４種区域内の既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第2種区域の境界線から15m以内の区域内は5dBを減じた値とする。②の規制基準は、既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び上位の区域の境界線から15m以内の区域第４種区域内の既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第2種区域の境界線から15m以内の区域内は5dBを減じた値とする。第４種区域内の既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第2種区域の境界線から15m以内の区域内は、その他の区域とし朝65dB、昼間70dB、夕65dB、夜間60dBとする。②の規制基準は、既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第2種区域の境界線から15m以内の区域②の規制基準は、既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第2種区域の境界線から15m以内の区域②の規制基準は、既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第2種区域の境界線から15m以内の区域②の規制基準は、既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第2種区域の境界線から15m以内の区域
第４種区域内の既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第2種区域の境界線から15m以内の区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分大 東 市 ① 6 8 45 50 60 60② 6 8 65① 8 6 50 55 65 65② 8 6 70① 45 50 60 60② 65① 40 45 55 55② 60和 泉 市 ① 6 8 45 50 60 65② 6 8 60① 8 6 50 55 65 70② 8 6 65① 6 9 45 50 60 65② 6 9 60① 9 6 40 45 55 60② 9 6 55箕 面 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55柏 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60羽 曳 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55門 真 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 65夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 55摂 津 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60高 石 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55藤 井 寺 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55東 大 阪 市 ① 6 8 45 50 60 65② 6 8 60① 8 6 50 55 65 70② 8 6 65① 6 9 45 50 60 65② 6 9 60① 9 6 40 45 55 60② 9 6 55泉 南 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 65夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 55四 條 畷 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 45夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55交 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60 65夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60大 阪 狭 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55阪 南 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55

朝昼  間夕夜  間朝昼  間夕夜  間

朝昼  間夕夜  間

午前午前午後午後午前午前午後午後

午前午前午後午後

69 時時時時時時時時

時時時時

～～～～～～～～

～～～～

午前午後午後午前午前午後午後午前

午前午後午後午前

96 時時時時時時時時

時時時時

－－－－－－－－－－－－－－－

第4種区域の既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第2種区域の境界線から15m以内の区域内は5dBを減じた値とする。②の規制基準は、学校、保育所等の範囲について5dB減。
第4種区域のうち既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第二種区域の境界線から15m以内の区域については5dB減既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第二種区域の境界線から15m以内の区域については　60dB
②の規制基準は、既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第2種区域の境界線から15m以内の区域第4種区域のうち既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第二種区域の境界線から15m以内の区域については5dB減既設の学校、保育所等の周囲50mの区域及び第二種区域の境界線から15m以内の区域については、朝60dB、昼間65dB、夕60dB、夜間55dB
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分兵庫県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60神 戸 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60姫 路 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60尼 崎 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60明 石 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60西 宮 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60洲 本 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60芦 屋 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50伊 丹 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60相 生 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60豊 岡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60加 古 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60赤 穂 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60西 脇 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60宝 塚 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60三 木 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60高 砂 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60川 西 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60小 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60三 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種、第３種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種、第３種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域、第３種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分加 西 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60篠 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60養 父 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60丹 波 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 50 60南 あ わ じ 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 50 60朝 来 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60淡 路 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60宍 粟 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60加 東 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60た つ の 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60奈良県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55奈 良 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55大 和 高 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55大 和 郡 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55天 理 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55橿 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55桜 井 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55五 條 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55御 所 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55生 駒 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分香 芝 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50葛 城 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55宇 陀 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50和歌山県(市を除く）朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 55 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60和 歌 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 55 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60海 南 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 55 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60橋 本 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 55 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60有 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 10 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 55 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60御 坊 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 55 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60田 辺 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 55 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60新 宮 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 55 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60鳥取県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 65鳥 取 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 65米 子 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 65倉 吉 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 65境 港 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 65

－－－有田川町（平成22年4月1日）白浜町（平成22年4月1日）－－－－－－－－－－－

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分島根県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 45 60 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60松 江 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 45 60 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60浜 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 45 60 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60出 雲 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 45 60 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60益 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 45 60 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60大 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 45 60 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60安 来 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 45 60 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60江 津 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 40 45 60 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 60岡山県(市を除く） 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 50 55岡 山 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 50 55倉 敷 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 50 55津 山 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 50 55玉 野 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 50 55笠 岡 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 50 55井 原 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 50 55総 社 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 50 55高 梁 市 朝 午前 4 時 ～ 午前 6 時 65 65 65 65昼  間 午前 6 時 ～ 午後 6 時 70 70 70 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 70 70 70 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 4 時 65 65 65 65新 見 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 50 55

－－－－－－－－－－－－－－－－

《第1種区域》第1種、第2種低層住居専用地域《第2種区域》第1種、第2種中高層住居専用地域、第1種、第2種住居地域、準住居地域《第3種区域》近隣商業地域、商業地域、準工業地域《第4種区域》工業地域　※旧玉湯町、旧宍道町及び旧東出雲町の区域を除く。

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。
第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分備 前 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 8 時 40 45 50 55瀬 戸 内 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 8 時 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 45 50 55赤 磐 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 50 55真 庭 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 50 55美 作 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 50 55浅 口 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 50 55広島県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 60 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60広 島 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 60 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60呉 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 60 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60竹 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 60 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60三 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 60 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60尾 道 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 60 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60福 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 60 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60府 中 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 60 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60三 次 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 60 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60庄 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 60 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60大 竹 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 60 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60東 広 島 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 60 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60廿 日 市 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 60 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

≪第1種区域≫平成17年3月30日現在における美作町の区域のうち第一種低層住居専用地域≪第2種区域≫平成17年3月30日現在における勝田町及び作東町の区域のうち第3種区域以外の地域並びに同日現在のおける美作町の区域のうち第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域≪第3種区域≫平成17年3月30日現在における美作町の区域のうち近隣商業地域、商業地域及び準工業地域並びに久賀、宮原、瀬戸、土居、竹田及び上福原の各一部
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分安 芸 高 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 55 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 45 50 60 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60江 田 島 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 55 60 70夕 午後 6 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60山口県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 65下 関 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 65宇 部 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 65山 口 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 65萩 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 65防 府 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 65下 松 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 65岩 国 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 65光 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 65長 門 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 65柳 井 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 65美 祢 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 65周 南 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 65山陽小野田市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 6 時 50 60 65 70夕 午後 6 時 ～ 午後 9 時 45 50 65 70夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 65徳島県(市を除く） 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 55 60徳 島 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 55 60小 松 島 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 10 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 55 60

－－－－－－－－－－－－－－－－－

《第1種区域》第1種、第2種低層住居専用地域《第2種区域》第1種、第2種中高層住居専用地域、第1種、第2種住居地域、準住居地域《第3種区域》近隣商業地域、商業地域、準工業地域《第4種区域》工業地域
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分阿 南 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 55 60吉 野 川 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 55 60阿 波 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 70昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 55 60美 馬 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 55 60三 好 市 朝 午前 5 時 ～ 午前 7 時 45 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 55 60香川県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60高 松 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60丸 亀 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60坂 出 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60善 通 寺 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60観 音 寺 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60さ ぬ き 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60東 か が わ 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60三 豊 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60愛媛県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60松 山 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60今 治 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60宇 和 島 市 朝 午前 時 ～ 午前 時昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 60 55夕 午後 時 ～ 午後 時夜  間 午後 7 時 ～ 午前 8 時 55 60新 居 浜 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60西 条 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60

－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分大 洲 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60伊 予 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60四 国 中 央 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60東 温 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 65 70夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 45 50 60高知県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60高 知 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60室 戸 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60安 芸 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60南 国 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60土 佐 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60須 崎 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60宿 毛 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60土 佐 清 水 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60四 万 十 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60香 美 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 55 60福岡県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65北 九 州 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65福 岡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65大 牟 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65久 留 米 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第３種、第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分直 方 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65飯 塚 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65田 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65柳 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 50 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 50 55八 女 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65筑 後 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65大 川 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65行 橋 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65豊 前 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65中 間 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65小 郡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55筑 紫 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65春 日 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65大 野 城 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65太 宰 府 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55古 賀 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65福 津 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65夕 午後 時 ～ 午後 時 45 50 65夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55う き は 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65宮 若 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 50 60 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65嘉 麻 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分朝 倉 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65み や ま 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65糸 島 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65佐賀県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65佐 賀 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65唐 津 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 7 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65鳥 栖 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65多 久 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65伊 万 里 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65武 雄 市 朝 午前 時 ～ 午前 時 45 50 65 70昼  間 午前 時 ～ 午後 時 50 60 65 70夕 午後 時 ～ 午後 時 45 50 65 70夜  間 午後 時 ～ 午前 時 45 50 55 65小 城 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65嬉 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 45 50 65 70夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 45 50 55 65神 埼 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 60夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 50夜  間 午後 11 時 ～ 午前 6 時 50長崎県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55長 崎 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55佐 世 保 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55島 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 75夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55諫 早 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55大 村 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55松 浦 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－161－



法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分対 馬 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 10 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55壱 岐 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55五 島 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 60 65夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50雲 仙 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 50 60 65 70夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55南 島 原 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 8 時 60 65夕 午後 8 時 ～ 午後 10 時 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 50熊本県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60熊 本 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60八 代 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60人 吉 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 時 ～ 午後 時夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60荒 尾 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60玉 名 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60山 鹿 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60菊 池 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60宇 土 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60上 天 草 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60阿 蘇 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60天 草 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60合 志 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60

－－－－－－－－－－－－－－－－－

H17.1.15市町村合併
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分大分県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60大 分 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55別 府 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50中 津 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 55 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 50 55 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 50 55日 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 50佐 伯 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 50 60臼 杵 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 50 55津 久 見 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 7 時 50 60 65昼  間 午前 7 時 ～ 午後 7 時 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 55 60竹 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50豊 後 高 田 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60杵 築 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 50 60宇 佐 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 60豊 後 大 野 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50由 布 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50国 東 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50宮崎県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55宮 崎 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55都 城 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55延 岡 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55日 南 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55小 林 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55日 向 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。
第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分串 間 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55西 都 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 11 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55え び の 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 55 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 40 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 5 時 40 45 50 55鹿児島県(市を除く）朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55鹿 児 島 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55鹿 屋 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55枕 崎 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55阿 久 根 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55出 水 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55指 宿 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65夕 午後 6 時 ～ 午後 8 時 45 50 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50西 之 表 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55垂 水 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55薩 摩 川 内 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 60 65 70昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55日 置 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55曽 於 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55霧 島 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55南 さ つ ま 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50志 布 志 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55奄 美 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 45 50 55
いちき串木野市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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法第４条第２項に定める規制基準を 備　　　考定めている町村第１種区　域 第２種区　域 第３種区　域 第４種区　域地 方 公 共団 体 名                               区域の区分時間の区分南 九 州 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55伊 佐 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50姶 良 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 45 50 60 65昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 50 60 65 70夕 午後 7 時 ～ 午後 10 時 45 50 60 65夜  間 午後 10 時 ～ 午前 6 時 40 45 50 55沖縄県(市を除く） 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 40 45 55 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55那 覇 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 40 45 55 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55宜 野 湾 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 40 45 55 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55石 垣 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 40 45 55 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55浦 添 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 40 45 55 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55名 護 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 40 45 55 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55糸 満 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 40 45 55 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55沖 縄 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 40 45 55 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55豊 見 城 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 40 45 55 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55う る ま 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 40 45 55 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55宮 古 島 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 40 45 55 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55南 城 市 朝 午前 6 時 ～ 午前 8 時 40 45 55 60昼  間 午前 8 時 ～ 午後 7 時 45 50 60 65夕 午後 7 時 ～ 午後 9 時 40 45 55 60夜  間 午後 9 時 ～ 午前 6 時 40 40 50 55

－－－－－－－－－－－－－－

《第1種区域》第1種低層住居専用地域《第2種区域》第1種、第2種中高層住居専用地域、第1種、第2種住居地域、準住居地域《第3種区域》近隣商業地域、商業地域、準工業地域

第２種区域～第４種区域内の学校、保育所等の周囲概ね50mの区域内は5dBを減じた値とする。
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表１３　騒音規制法に基づく特定施設に係る届出状況

表１３−１　特定施設設置届出件数

表１３−１−１　工場等数

金属加工

機械

空気圧縮

機等

土石用破

砕機等

織　機

建設用

資材製

造機械

穀物用

製粉機

木材加

工機械

抄紙機 印刷機械

合成樹脂

用射出成

形機

 鋳型造

 型機

工場実数

北海道(市を除く） 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

札幌市 0 19 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

函館市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小樽市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

旭川市 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

室蘭市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

釧路市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

帯広市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北見市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夕張市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩見沢市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

網走市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

留萌市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

苫小牧市 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

稚内市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美唄市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

芦別市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

江別市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤平市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

紋別市 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

士別市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名寄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三笠市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

根室市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千歳市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

滝川市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

砂川市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

歌志内市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富良野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登別市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3

恵庭市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

伊達市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北広島市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

石狩市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北斗市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北海道小計 8 78 1 0 0 0 2 0 2 1 0 22

青森県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

青森市 1 7 0 0 0 0 1 0 1 0 0 9

弘前市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八戸市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

黒石市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

五所川原市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

十和田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

むつ市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

つがる市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

青森県小計 1 17 0 0 0 0 1 0 1 0 0 15

岩手県(市を除く） 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

盛岡市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

宮古市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大船渡市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

花巻市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北上市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

久慈市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

遠野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一関市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

陸前高田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

釜石市 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

二戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八幡平市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奥州市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

滝沢市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

岩手県小計 4 23 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10

地方公共

団体名
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金属加工

機械

空気圧縮

機等

土石用破

砕機等

織　機

建設用

資材製

造機械

穀物用

製粉機

木材加

工機械

抄紙機 印刷機械

合成樹脂

用射出成

形機

 鋳型造

 型機

工場実数

地方公共

団体名

宮城県(市を除く） 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6

仙台市 2 26 1 0 2 0 0 0 0 0 0 31

石巻市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

塩竈市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

気仙沼市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

白石市 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

名取市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

角田市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

多賀城市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

岩沼市 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

登米市 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

栗原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東松島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大崎市 0 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8

宮城県小計 5 54 3 0 2 0 2 0 1 2 0 66

秋田県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秋田市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5

能代市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

横手市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大館市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

男鹿市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

湯沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿角市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

由利本荘市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

潟上市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大仙市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北秋田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

にかほ市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3

仙北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秋田県小計 2 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8

山形県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山形市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

米沢市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

鶴岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

酒田市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

新庄市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

寒河江市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上山市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

村山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

天童市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東根市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

尾花沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南陽市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

山形県小計 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

福島県(市を除く） 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

福島市 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

会津若松市 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4

郡山市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

いわき市 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7

白河市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

須賀川市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

喜多方市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

二本松市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

田村市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南相馬市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

伊達市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本宮市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

福島県小計 4 35 0 0 0 0 2 0 0 1 0 38
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金属加工

機械

空気圧縮

機等

土石用破

砕機等

織　機

建設用

資材製

造機械

穀物用

製粉機

木材加

工機械

抄紙機 印刷機械

合成樹脂

用射出成

形機

 鋳型造

 型機

工場実数

地方公共

団体名

茨城県(市を除く） 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

水戸市 2 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6

日立市 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5

土浦市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

古河市 0 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

石岡市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3

結城市 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0

龍ケ崎市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

下妻市 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

常総市 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

常陸太田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高萩市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北茨城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

笠間市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

取手市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

牛久市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

つくば市 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6

ひたちなか市 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

鹿嶋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

潮来市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

常陸大宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

那珂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

筑西市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

坂東市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

稲敷市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

かすみがうら市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

桜川市 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

神栖市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

行方市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鉾田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

つくばみらい市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小美玉市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

茨城県小計 15 57 6 0 0 0 3 0 2 6 0 32

栃木県(市を除く） 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

宇都宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

足利市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

栃木市 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9

佐野市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

鹿沼市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日光市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小山市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

真岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大田原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

矢板市 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

那須塩原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

さくら市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

那須烏山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下野市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

栃木県小計 1 16 0 0 0 0 2 0 1 0 0 16

群馬県(市を除く） 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

前橋市 4 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 9

高崎市 2 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 39

桐生市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

伊勢崎市 1 10 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0

太田市 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

沼田市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

館林市 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

渋川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

藤岡市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

富岡市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

安中市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

みどり市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

群馬県小計 16 65 3 0 1 0 2 0 3 3 0 75
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金属加工

機械

空気圧縮

機等

土石用破

砕機等

織　機

建設用

資材製

造機械

穀物用

製粉機

木材加

工機械

抄紙機 印刷機械

合成樹脂

用射出成

形機

 鋳型造

 型機

工場実数

地方公共

団体名

埼玉県(市を除く） 3 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

さいたま市 1 12 2 0 0 0 1 0 0 0 0 15

川越市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

熊谷市 0 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9

川口市 4 5 0 0 0 0 3 0 1 0 0 12

行田市 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

秩父市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

所沢市 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

飯能市 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

加須市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本庄市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東松山市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

春日部市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

狭山市 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

羽生市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鴻巣市 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4

深谷市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

上尾市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

草加市 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5

越谷市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蕨市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

戸田市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

入間市 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

朝霞市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

志木市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

和光市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新座市 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4

桶川市 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

久喜市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

北本市 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

八潮市 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

富士見市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三郷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蓮田市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

坂戸市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

幸手市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鶴ヶ島市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日高市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

吉川市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ふじみ野市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

白岡市 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5

埼玉県小計 20 125 7 0 5 0 7 0 5 7 0 83

千葉県(市を除く） 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

千葉市 3 10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 13

銚子市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

市川市 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

船橋市 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

館山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

木更津市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松戸市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

野田市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

茂原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

成田市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

佐倉市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

東金市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

旭市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

習志野市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

柏市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

勝浦市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市原市 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

流山市 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

八千代市 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

我孫子市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鴨川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鎌ケ谷市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

君津市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

富津市 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浦安市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

四街道市 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

袖ケ浦市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

八街市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

印西市 2 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 13

白井市 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富里市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南房総市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

匝瑳市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香取市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山武市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いすみ市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大網白里市 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千葉県小計 18 92 6 0 1 0 2 0 1 2 0 71
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金属加工

機械

空気圧縮

機等

土石用破

砕機等

織　機

建設用

資材製

造機械

穀物用

製粉機

木材加

工機械

抄紙機 印刷機械

合成樹脂

用射出成

形機

 鋳型造

 型機

工場実数

地方公共

団体名

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千代田区 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15

中央区 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

港区 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新宿区 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

文京区 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9

台東区 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3

墨田区 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

江東区 2 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 16

品川区 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

目黒区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大田区 5 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12

世田谷区 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

渋谷区 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中野区 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

杉並区 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

豊島区 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

北区 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4

荒川区 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

板橋区 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7

練馬区 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

足立区 8 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15

葛飾区 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

江戸川区 1 7 0 0 0 0 2 0 0 1 0 10

八王子市 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

立川市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

武蔵野市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三鷹市 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

青梅市 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4

府中市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昭島市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

調布市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

町田市 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4

小金井市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小平市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日野市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東村山市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

国分寺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国立市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

福生市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

狛江市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東大和市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

清瀬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東久留米市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

武蔵村山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

多摩市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

稲城市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽村市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

あきる野市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

西東京市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東京都小計 24 184 0 0 0 0 5 2 19 1 0 153

東京都(市・特別区

を除く）
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神奈川県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

横浜市 17 48 2 0 0 0 0 0 5 3 0 57

川崎市 2 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相模原市 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

横須賀市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

平塚市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鎌倉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

藤沢市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

小田原市 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

茅ヶ崎市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

逗子市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三浦市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秦野市 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

厚木市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

大和市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

伊勢原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

海老名市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

座間市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

南足柄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

綾瀬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神奈川県小計 22 88 4 0 0 0 1 0 5 3 0 80

新潟県(市を除く） 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新潟市 4 11 1 0 0 0 2 0 2 1 0 20

長岡市 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

三条市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

柏崎市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

新発田市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

小千谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

加茂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

十日町市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

見附市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

村上市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

燕市 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

糸魚川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

妙高市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

五泉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上越市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

阿賀野市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

佐渡市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

魚沼市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南魚沼市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胎内市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新潟県小計 15 35 1 0 0 0 2 0 2 1 0 47

富山県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富山市 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8

高岡市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

魚津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

氷見市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

滑川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

黒部市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

砺波市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

小矢部市 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

南砺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

射水市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富山県小計 1 13 1 0 1 0 0 0 1 0 0 10

石川県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金沢市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

七尾市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小松市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

輪島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

珠洲市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

加賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽咋市 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

かほく市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

白山市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

能美市 2 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0

野々市市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

石川県小計 11 21 0 0 0 0 1 0 2 0 0 7
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福井県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福井市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

敦賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

勝山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鯖江市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

あわら市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

越前市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

坂井市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

福井県小計 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

山梨県(市を除く） 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6

甲府市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

富士吉田市 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

都留市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

山梨市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

大月市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

韮崎市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

南アルプス市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

北杜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

甲斐市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

笛吹市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

上野原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

甲州市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

中央市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

山梨県小計 0 22 0 0 2 0 1 0 0 1 0 25

長野県(市を除く） 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

長野市 1 15 0 0 0 0 1 0 1 2 0 20

松本市 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

上田市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

岡谷市 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

飯田市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

諏訪市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

須坂市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

小諸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊那市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

駒ヶ根市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大町市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

茅野市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

塩尻市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

佐久市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

千曲市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

東御市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

安曇野市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長野県小計 3 45 0 0 0 0 2 0 1 2 0 46

岐阜県(市を除く） 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

岐阜市 1 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 8

大垣市 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7

高山市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

多治見市 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3

関市 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8

中津川市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

美濃市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

瑞浪市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽島市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

恵那市 1 3 1 0 0 0 0 0 1 3 0 7

美濃加茂市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

土岐市 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

各務原市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

可児市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山県市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

瑞穂市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

飛騨市 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

本巣市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

郡上市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下呂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

海津市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

岐阜県小計 12 57 3 0 3 0 4 0 1 8 0 62
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静岡県(市を除く） 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

静岡市 1 13 0 0 0 0 1 0 0 2 0 14

浜松市 8 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0 28

沼津市 0 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9

熱海市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富士宮市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

伊東市 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富士市 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14

磐田市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

焼津市 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

掛川市 2 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7

藤枝市 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

御殿場市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

袋井市 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

裾野市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

湖西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊豆市 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

御前崎市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

菊川市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

伊豆の国市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

牧之原市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

静岡県小計 17 81 8 0 2 0 7 0 0 4 0 91

愛知県(市を除く） 4 15 2 0 0 0 4 0 0 1 0 10

名古屋市 6 36 1 0 0 0 0 0 1 1 0 41

豊橋市 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

岡崎市 4 10 2 0 2 0 1 0 0 0 0 13

一宮市 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

瀬戸市 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9

半田市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

春日井市 1 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6

豊川市 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8

津島市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

碧南市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

刈谷市 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊田市 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

安城市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

西尾市 1 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7

蒲郡市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3

犬山市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

常滑市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

江南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小牧市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

稲沢市 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新城市 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

東海市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大府市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

知多市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

知立市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

尾張旭市 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0

高浜市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

岩倉市 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊明市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日進市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

田原市 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

清須市 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

北名古屋市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

弥富市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

みよし市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

あま市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

長久手市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛知県小計 45 170 11 0 3 0 8 0 1 6 1 156
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三重県(市を除く） 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

津市 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

四日市市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

伊勢市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松阪市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

桑名市 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

鈴鹿市 3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

名張市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

尾鷲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

亀山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳥羽市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

熊野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いなべ市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

志摩市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三重県小計 11 26 0 0 0 0 1 0 0 1 0 25

滋賀県(市を除く） 0 11 1 1 0 0 0 0 0 3 0 7

大津市 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4

彦根市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長浜市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

近江八幡市 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

草津市 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

栗東市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3

甲賀市 2 9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11

野洲市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

湖南市 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高島市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東近江市 6 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

米原市 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

滋賀県小計 16 61 4 1 0 0 1 0 1 5 0 25

京都府(市を除く） 1 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12

京都市 2 13 0 0 0 0 3 0 2 0 0 19

福知山市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

舞鶴市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

綾部市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇治市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

亀岡市 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3

城陽市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

向日市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長岡京市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八幡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

京田辺市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

京丹後市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南丹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

木津川市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

京都府小計 4 32 0 0 0 0 3 0 5 1 0 42

－174－



金属加工

機械

空気圧縮

機等

土石用破

砕機等

織　機

建設用

資材製

造機械

穀物用

製粉機

木材加

工機械

抄紙機 印刷機械

合成樹脂

用射出成

形機

 鋳型造

 型機

工場実数

地方公共

団体名

大阪府(市を除く） 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

大阪市 4 49 0 0 0 0 1 0 0 1 0 55

堺市 2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岸和田市 24 4 0 2 0 0 6 0 4 0 0 41

豊中市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

池田市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吹田市 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

泉大津市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高槻市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

貝塚市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守口市 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

枚方市 3 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8

茨木市 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6

八尾市 13 13 1 0 0 0 1 0 1 2 0 25

泉佐野市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

富田林市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

寝屋川市 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

河内長野市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

松原市 3 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9

大東市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和泉市 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

箕面市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

柏原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽曳野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

門真市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

摂津市 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

高石市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

藤井寺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東大阪市 14 23 0 0 0 0 0 0 4 4 0 44

泉南市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

四條畷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

交野市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

大阪狭山市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

阪南市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大阪府小計 76 175 2 2 0 0 10 0 13 10 0 211

兵庫県(市を除く） 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

神戸市 0 12 0 0 0 0 0 0 1 2 0 13

姫路市 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

尼崎市 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

明石市 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

西宮市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

洲本市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

芦屋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊丹市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

相生市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

豊岡市 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

加古川市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤穂市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

西脇市 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

宝塚市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三木市 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8

高砂市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

川西市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

小野市 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7

三田市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

加西市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

篠山市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

養父市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

丹波市 1 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 7

南あわじ市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

朝来市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

淡路市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

宍粟市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

加東市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

たつの市 1 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13

兵庫県小計 14 107 6 0 0 0 0 0 4 3 0 109
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奈良県(市を除く） 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7

奈良市 0 7 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0

大和高田市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

大和郡山市 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

天理市 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

橿原市 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

桜井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

五條市 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

御所市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

生駒市 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

香芝市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

葛城市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

宇陀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奈良県小計 3 29 2 0 1 0 4 0 2 1 0 28

和歌山県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和歌山市 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

海南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

橋本市 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

御坊市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

田辺市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

新宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

紀の川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩出市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和歌山県小計 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7

鳥取県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳥取市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

米子市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

倉吉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

境港市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

鳥取県小計 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

島根県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松江市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浜田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

出雲市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

益田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安来市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

江津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雲南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島根県小計 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岡山県(市を除く） 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

岡山市 3 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 19

倉敷市 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9

津山市 2 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

玉野市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

笠岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

井原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総社市 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高梁市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新見市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

備前市 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

瀬戸内市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

赤磐市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

真庭市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美作市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浅口市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岡山県小計 7 48 3 0 1 0 2 0 0 1 0 31
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広島県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広島市 1 22 4 0 0 0 0 0 1 0 0 23

呉市 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

竹原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三原市 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3

尾道市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福山市 3 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 11

府中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三次市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

庄原市 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1

大竹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東広島市 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

廿日市市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

安芸高田市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

江田島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広島県小計 7 46 4 0 2 0 5 0 1 3 0 47

山口県(市を除く） 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

下関市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

宇部市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山口市 2 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0 9

萩市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

防府市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

下松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩国市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

光市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長門市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

柳井市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

美祢市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

周南市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山陽小野田市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山口県小計 6 17 0 0 0 0 1 1 0 2 0 14

徳島県(市を除く） 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4

徳島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳴門市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小松島市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

阿南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉野川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿波市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美馬市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

三好市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

徳島県小計 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7

香川県(市を除く） 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高松市 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6

丸亀市 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

坂出市 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

善通寺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

観音寺市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

さぬき市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東かがわ市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三豊市 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0

香川県小計 5 11 2 0 1 0 2 0 1 0 0 6

愛媛県(市を除く） 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松山市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

今治市 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇和島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八幡浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新居浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西条市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大洲市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊予市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

四国中央市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

西予市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東温市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛媛県小計 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
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高知県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高知市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

室戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安芸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南国市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土佐市 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

須崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宿毛市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

土佐清水市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

四万十市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香美市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高知県小計 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4

福岡県(市を除く） 3 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

北九州市 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15

福岡市 0 23 0 0 1 0 0 0 4 0 0 26

大牟田市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

久留米市 3 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 11

直方市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯塚市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

田川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

柳川市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八女市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

筑後市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

行橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊前市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

中間市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小郡市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

筑紫野市 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

春日市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大野城市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宗像市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

太宰府市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

古賀市 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うきは市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮若市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

嘉麻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

朝倉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

みやま市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

糸島市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福岡県小計 9 77 0 0 3 0 7 0 4 0 0 66

佐賀県(市を除く） 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

佐賀市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

唐津市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

鳥栖市 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

多久市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊万里市 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

武雄市 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5

鹿島市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

小城市 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

嬉野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神埼市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

佐賀県小計 0 23 2 0 3 0 1 0 0 0 0 29

長崎県(市を除く） 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

長崎市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

佐世保市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

島原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

諫早市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大村市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

平戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松浦市 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

対馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

壱岐市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

五島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西海市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雲仙市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南島原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長崎県小計 1 11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 12
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熊本県(市を除く） 2 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0 20

熊本市 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8

八代市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

人吉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

荒尾市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

水俣市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

玉名市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

山鹿市 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

菊池市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

宇土市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上天草市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿蘇市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

天草市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

合志市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

熊本県小計 4 38 2 0 0 0 2 0 0 0 0 43

大分県(市を除く） 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大分市 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

別府市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中津市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

日田市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐伯市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

臼杵市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津久見市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

竹田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊後高田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

杵築市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇佐市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

豊後大野市 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

由布市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国東市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大分県小計 2 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10

宮崎県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮崎市 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

都城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

延岡市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小林市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日向市 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

串間市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西都市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

えびの市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮崎県小計 2 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
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鹿児島県(市を除く） 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

鹿児島市 1 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9

鹿屋市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

枕崎市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

阿久根市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

出水市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

指宿市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西之表市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

垂水市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

薩摩川内市 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3

日置市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

曽於市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

霧島市 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7

いちき串木野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南さつま市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

志布志市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

奄美市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南九州市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊佐市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

姶良市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

鹿児島県小計 2 28 1 0 0 0 5 0 1 0 0 37

沖縄県(市を除く） 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

那覇市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

宜野湾市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

石垣市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浦添市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

名護市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

糸満市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沖縄市 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3

豊見城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うるま市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

宮古島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沖縄県小計 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11

418 2,094 88 3 34 0 104 4 80 79 1 1,896

合計
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表１３−１−２　施設数

金属加工

機械

空気圧縮

機等

土石用破

砕機等

織　機

建設用

資材製

造機械

穀物用

製粉機

木材加

工機械

抄紙機 印刷機械

合成樹脂

用射出成

形機

 鋳型造

 型機

施設実数

北海道(市を除く） 5 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37

札幌市 0 80 0 0 0 0 0 0 10 0 0 90

函館市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

小樽市 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

旭川市 1 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

室蘭市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

釧路市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

帯広市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

北見市 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

夕張市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩見沢市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

網走市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

留萌市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

苫小牧市 0 15 0 0 0 0 12 0 0 0 0 27

稚内市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美唄市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

芦別市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

江別市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

赤平市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

紋別市 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8

士別市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名寄市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

三笠市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

根室市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

千歳市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

滝川市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

砂川市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

歌志内市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富良野市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

登別市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5

恵庭市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

伊達市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北広島市 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

石狩市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北斗市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

北海道小計 11 244 1 0 0 0 16 0 10 1 0 283

青森県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

青森市 1 16 0 0 0 0 7 0 5 0 0 29

弘前市 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

八戸市 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

黒石市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

五所川原市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

十和田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

むつ市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

つがる市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

青森県小計 3 33 0 0 0 0 -5 0 5 0 0 48

岩手県(市を除く） 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12

盛岡市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

宮古市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大船渡市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

花巻市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

北上市 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

久慈市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

遠野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一関市 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52

陸前高田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

釜石市 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4

二戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八幡平市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奥州市 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

滝沢市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

岩手県小計 19 86 0 0 0 0 5 0 0 0 0 110

地方公共

団体名
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宮城県(市を除く） 3 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 19

仙台市 2 131 1 0 2 0 0 0 0 0 0 136

石巻市 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

塩竈市 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

気仙沼市 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

白石市 5 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 14

名取市 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

角田市 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

多賀城市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

岩沼市 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

登米市 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7

栗原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東松島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大崎市 0 94 84 0 0 0 1 0 0 0 0 179

宮城県小計 12 295 86 0 2 0 4 0 4 7 0 410

秋田県(市を除く） 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

秋田市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7

能代市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

横手市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大館市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

男鹿市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

湯沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿角市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

由利本荘市 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

潟上市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大仙市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北秋田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

にかほ市 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11

仙北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秋田県小計 6 12 0 0 0 0 0 0 0 5 0 23

山形県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山形市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

米沢市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

鶴岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

酒田市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

新庄市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

寒河江市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上山市 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

村山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

天童市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

東根市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

尾花沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南陽市 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

山形県小計 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

福島県(市を除く） 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

福島市 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

会津若松市 0 4 0 0 0 0 1 0 0 3 0 8

郡山市 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

いわき市 1 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 18

白河市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

須賀川市 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

喜多方市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

二本松市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

田村市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南相馬市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

伊達市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本宮市 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

福島県小計 4 123 0 0 0 0 9 0 0 3 0 139
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茨城県(市を除く） 1 6 0 9 0 0 0 0 0 1 0 17

水戸市 13 37 0 0 0 0 7 0 10 0 0 67

日立市 3 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 11

土浦市 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12

古河市 0 20 1 0 0 0 0 0 0 3 0 24

石岡市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4

結城市 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 7

龍ケ崎市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

下妻市 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13

常総市 0 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 9

常陸太田市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

高萩市 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

北茨城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

笠間市 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

取手市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

牛久市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

つくば市 1 14 0 0 0 0 0 0 0 8 0 23

ひたちなか市 165 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185

鹿嶋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

潮来市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

常陸大宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

那珂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

筑西市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

坂東市 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

稲敷市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

かすみがうら市 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

桜川市 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3

神栖市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

行方市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鉾田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

つくばみらい市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小美玉市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

茨城県小計 210 185 9 9 0 0 12 0 11 16 0 452

栃木県(市を除く） 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6

宇都宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

足利市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

栃木市 0 21 0 0 0 0 36 0 0 0 0 57

佐野市 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

鹿沼市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

日光市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

小山市 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

真岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大田原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

矢板市 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

那須塩原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

さくら市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

那須烏山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下野市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

栃木県小計 1 45 0 0 0 0 36 0 1 2 0 85

群馬県(市を除く） 27 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 65

前橋市 14 27 0 0 0 0 2 0 5 0 0 48

高崎市 11 35 0 0 0 0 0 0 11 0 0 57

桐生市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

伊勢崎市 1 82 1 0 1 0 4 0 0 9 0 98

太田市 52 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80

沼田市 0 13 0 0 0 0 0 0 0 17 0 30

館林市 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22

渋川市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

藤岡市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

富岡市 4 17 0 0 0 0 0 0 0 9 0 30

安中市 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

みどり市 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

群馬県小計 110 298 3 0 1 0 6 0 16 35 0 469
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埼玉県(市を除く） 27 40 0 0 0 0 0 0 0 4 0 71

さいたま市 1 52 2 0 0 0 2 0 0 0 0 57

川越市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

熊谷市 0 20 3 0 0 0 4 0 0 0 0 27

川口市 9 8 0 0 0 0 3 0 3 0 0 23

行田市 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

秩父市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

所沢市 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8

飯能市 3 16 0 0 0 0 0 0 0 10 0 29

加須市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

本庄市 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

東松山市 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

春日部市 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

狭山市 2 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21

羽生市 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

鴻巣市 0 15 0 0 0 0 0 0 1 8 0 24

深谷市 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

上尾市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

草加市 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9

越谷市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

蕨市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

戸田市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

入間市 0 22 0 0 0 0 0 0 8 0 0 30

朝霞市 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

志木市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

和光市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新座市 0 5 0 0 0 0 1 0 8 0 0 14

桶川市 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5

久喜市 1 15 0 0 0 0 0 0 0 9 0 25

北本市 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6

八潮市 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5

富士見市 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72

三郷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蓮田市 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

坂戸市 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

幸手市 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

鶴ヶ島市 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

日高市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

吉川市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

ふじみ野市 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

白岡市 0 69 2 0 2 0 0 0 0 0 0 73

埼玉県小計 57 594 9 0 5 0 12 0 25 32 0 734

千葉県(市を除く） 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

千葉市 4 58 7 0 1 0 1 0 0 0 0 71

銚子市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

市川市 3 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 22

船橋市 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

館山市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

木更津市 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

松戸市 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6

野田市 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

茂原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

成田市 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

佐倉市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

東金市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

旭市 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

習志野市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

柏市 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

勝浦市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市原市 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4

流山市 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41

八千代市 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

我孫子市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鴨川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鎌ケ谷市 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

君津市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

富津市 51 140 12 0 0 0 0 0 0 0 0 203

浦安市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

四街道市 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6

袖ケ浦市 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

八街市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

印西市 1 8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 11

白井市 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

富里市 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181

南房総市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

匝瑳市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香取市 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

山武市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いすみ市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大網白里市 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

千葉県小計 75 608 33 0 1 0 2 0 2 2 0 723
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千代田区 0 206 0 0 0 0 0 0 13 0 0 219

中央区 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84

港区 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

新宿区 0 41 0 0 0 0 0 0 5 0 0 46

文京区 0 28 0 0 0 0 0 0 3 0 0 31

台東区 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11

墨田区 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

江東区 2 74 0 0 0 0 0 0 10 0 0 86

品川区 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

目黒区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大田区 11 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0 25

世田谷区 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

渋谷区 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

中野区 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

杉並区 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82

豊島区 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

北区 0 3 0 0 0 0 0 0 11 0 0 14

荒川区 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5

板橋区 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10

練馬区 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5

足立区 21 16 0 0 0 0 0 0 10 0 0 47

葛飾区 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

江戸川区 1 12 0 0 0 0 3 0 0 2 0 18

八王子市 12 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54

立川市 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49

武蔵野市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

三鷹市 6 14 0 0 0 0 4 0 0 0 0 24

青梅市 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17

府中市 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

昭島市 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

調布市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

町田市 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5

小金井市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

小平市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

日野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東村山市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

国分寺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国立市 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

福生市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

狛江市 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

東大和市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

清瀬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東久留米市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

武蔵村山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

多摩市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

稲城市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

羽村市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

あきる野市 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

西東京市 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

東京都小計 61 960 0 0 0 0 9 0 66 2 0 1,098

東京都(市・特別区

を除く）
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神奈川県(市を除く） 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

横浜市 47 100 2 0 0 0 0 0 13 11 0 173

川崎市 5 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0 59

相模原市 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

横須賀市 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

平塚市 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65

鎌倉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

藤沢市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

小田原市 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

茅ヶ崎市 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

逗子市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

三浦市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秦野市 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

厚木市 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

大和市 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

伊勢原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

海老名市 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

座間市 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

南足柄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

綾瀬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神奈川県小計 82 292 5 0 0 0 1 0 13 11 0 404

新潟県(市を除く） 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

新潟市 6 29 1 0 0 0 3 0 9 10 0 58

長岡市 36 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64

三条市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

柏崎市 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

新発田市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

小千谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

加茂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

十日町市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

見附市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

村上市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

燕市 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

糸魚川市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

妙高市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

五泉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上越市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

阿賀野市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

佐渡市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

魚沼市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南魚沼市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

胎内市 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

新潟県小計 55 92 1 0 0 0 3 0 9 10 0 170

富山県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富山市 0 44 0 0 0 0 0 0 2 0 0 46

高岡市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

魚津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

氷見市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

滑川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

黒部市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

砺波市 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75

小矢部市 2 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 11

南砺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

射水市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

富山県小計 2 129 2 0 2 0 0 0 2 0 0 137

石川県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金沢市 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

七尾市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小松市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

輪島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

珠洲市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

加賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽咋市 64 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80

かほく市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

白山市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

能美市 24 17 0 0 0 0 13 0 0 0 0 54

野々市市 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

石川県小計 90 78 0 0 0 0 13 0 0 0 0 181
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福井県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福井市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

敦賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

勝山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鯖江市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

あわら市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

越前市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

坂井市 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9

福井県小計 0 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15

山梨県(市を除く） 0 7 0 0 1 0 0 0 0 9 0 17

甲府市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

富士吉田市 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13

都留市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

山梨市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

大月市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

韮崎市 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

南アルプス市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

北杜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

甲斐市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

笛吹市 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

上野原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

甲州市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

中央市 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

山梨県小計 0 67 0 0 2 0 1 0 0 9 0 79

長野県(市を除く） 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

長野市 4 67 0 0 0 0 1 0 1 27 0 100

松本市 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10

上田市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

岡谷市 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

飯田市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

諏訪市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

須坂市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

小諸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊那市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

駒ヶ根市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大町市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

茅野市 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

塩尻市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

佐久市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

千曲市 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

東御市 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

安曇野市 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

長野県小計 24 170 0 0 0 0 6 0 1 27 0 228

岐阜県(市を除く） 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

岐阜市 1 8 0 0 2 0 1 0 0 0 0 12

大垣市 0 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30

高山市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

多治見市 0 10 0 0 1 0 0 0 0 3 0 14

関市 62 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 75

中津川市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

美濃市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

瑞浪市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽島市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

恵那市 1 21 2 0 0 0 0 0 1 8 0 33

美濃加茂市 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46

土岐市 1 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12

各務原市 0 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13

可児市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

山県市 0 11 0 0 0 0 0 0 0 18 0 29

瑞穂市 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

飛騨市 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 11

本巣市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

郡上市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下呂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

海津市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

岐阜県小計 71 211 6 0 3 0 16 0 1 31 0 339
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静岡県(市を除く） 6 7 1 0 0 0 0 0 0 3 0 17

静岡市 5 28 0 0 0 0 1 0 0 2 0 36

浜松市 21 43 9 0 1 0 0 0 0 0 0 74

沼津市 0 11 0 0 1 0 3 0 0 0 0 15

熱海市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富士宮市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

伊東市 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

島田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富士市 22 27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 50

磐田市 0 16 0 0 0 0 0 0 0 17 0 33

焼津市 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

掛川市 3 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 17

藤枝市 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3

御殿場市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

袋井市 1 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15

下田市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

裾野市 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

湖西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊豆市 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3

御前崎市 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

菊川市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

伊豆の国市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

牧之原市 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

静岡県小計 64 190 14 0 2 0 12 0 0 22 0 304

愛知県(市を除く） 10 62 4 0 0 0 45 0 0 4 0 125

名古屋市 20 303 1 0 0 0 0 0 3 1 0 328

豊橋市 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

岡崎市 8 23 3 0 2 0 1 0 0 0 0 37

一宮市 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

瀬戸市 0 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 37

半田市 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

春日井市 2 6 0 0 0 0 1 0 0 5 0 14

豊川市 0 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15

津島市 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

碧南市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

刈谷市 74 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101

豊田市 36 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68

安城市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

西尾市 1 12 2 0 0 0 0 0 0 1 0 16

蒲郡市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 12 0 17

犬山市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

常滑市 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

江南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小牧市 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

稲沢市 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

新城市 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

東海市 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

大府市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

知多市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

知立市 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

尾張旭市 7 20 3 0 0 0 1 0 0 0 2 33

高浜市 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

岩倉市 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

豊明市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日進市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

田原市 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

愛西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

清須市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

北名古屋市 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

弥富市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

みよし市 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

あま市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

長久手市 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

愛知県小計 211 717 17 0 3 0 48 0 3 23 2 1,024
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三重県(市を除く） 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

津市 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

四日市市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

伊勢市 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

松阪市 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7

桑名市 21 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47

鈴鹿市 10 16 0 0 0 0 7 0 0 0 0 33

名張市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

尾鷲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

亀山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳥羽市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

熊野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いなべ市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

志摩市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三重県小計 66 89 0 0 0 0 7 0 0 2 0 164

滋賀県(市を除く） 0 60 2 16 0 0 0 0 0 34 0 112

大津市 0 10 2 0 0 0 0 0 0 2 0 14

彦根市 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

長浜市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

近江八幡市 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15

草津市 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

守山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

栗東市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8

甲賀市 4 27 0 0 0 0 6 0 3 0 0 40

野洲市 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

湖南市 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29

高島市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

東近江市 78 94 4 0 0 0 0 0 0 0 0 176

米原市 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

滋賀県小計 93 289 9 16 0 0 6 0 3 40 0 456

京都府(市を除く） 1 44 0 0 0 0 0 0 2 0 0 47

京都市 3 124 0 0 0 0 7 0 11 0 0 145

福知山市 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

舞鶴市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

綾部市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇治市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

亀岡市 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 7

城陽市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

向日市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長岡京市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八幡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

京田辺市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

京丹後市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南丹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

木津川市 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

京都府小計 7 205 0 0 0 0 7 0 14 3 0 236
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大阪府(市を除く） 0 15 0 0 0 0 10 0 0 0 0 25

大阪市 21 225 0 0 0 0 1 0 0 11 0 258

堺市 13 62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 76

岸和田市 51 22 0 7 0 0 18 0 10 10 0 118

豊中市 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104

池田市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

吹田市 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

泉大津市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

高槻市 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

貝塚市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

守口市 1 15 0 0 0 0 0 0 0 8 0 24

枚方市 13 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25

茨木市 0 58 0 0 0 0 1 0 1 0 0 60

八尾市 64 20 1 0 0 0 2 0 3 3 0 93

泉佐野市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

富田林市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

寝屋川市 155 26 0 0 0 0 0 0 0 9 0 190

河内長野市 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

松原市 18 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 28

大東市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

和泉市 30 42 0 0 0 0 0 0 1 0 0 73

箕面市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

柏原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽曳野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

門真市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

摂津市 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8

高石市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

藤井寺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東大阪市 57 39 0 0 0 0 0 0 5 5 0 106

泉南市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

四條畷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

交野市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

大阪狭山市 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

阪南市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

大阪府小計 435 716 2 7 0 0 32 0 24 50 0 1,266

兵庫県(市を除く） 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

神戸市 0 78 0 0 0 0 0 0 6 2 0 86

姫路市 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

尼崎市 7 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61

明石市 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

西宮市 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

洲本市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

芦屋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊丹市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

相生市 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

豊岡市 1 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 57

加古川市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

赤穂市 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

西脇市 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3

宝塚市 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

三木市 1 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 45

高砂市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

川西市 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

小野市 1 64 3 0 0 0 0 0 0 0 0 68

三田市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

加西市 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

篠山市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

養父市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

丹波市 12 28 2 0 0 0 0 0 5 0 0 47

南あわじ市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

朝来市 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

淡路市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

宍粟市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

加東市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

たつの市 20 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 46

兵庫県小計 64 483 7 0 0 0 0 0 13 3 0 570
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奈良県(市を除く） 0 26 0 0 1 0 8 0 0 0 0 35

奈良市 0 16 0 0 0 0 1 0 13 0 0 30

大和高田市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

大和郡山市 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

天理市 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6

橿原市 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9

桜井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

五條市 0 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 40

御所市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

生駒市 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

香芝市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 11

葛城市 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

宇陀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奈良県小計 18 106 7 0 1 0 16 0 13 6 0 167

和歌山県(市を除く） 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

和歌山市 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

海南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

橋本市 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

有田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

御坊市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

田辺市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

新宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

紀の川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩出市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和歌山県小計 13 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 43

鳥取県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳥取市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

米子市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

倉吉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

境港市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

鳥取県小計 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

島根県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松江市 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

浜田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

出雲市 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

益田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安来市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

江津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雲南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島根県小計 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

岡山県(市を除く） 0 12 0 0 0 0 0 0 0 16 0 28

岡山市 8 88 2 0 1 0 0 0 0 0 0 99

倉敷市 1 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20

津山市 6 56 0 0 0 0 1 0 0 0 0 63

玉野市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

笠岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

井原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総社市 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

高梁市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新見市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

備前市 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13

瀬戸内市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

赤磐市 27 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 38

真庭市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美作市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浅口市 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

岡山県小計 43 219 4 0 1 0 2 6 0 16 0 291
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広島県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広島市 8 57 16 0 0 0 0 0 2 0 0 83

呉市 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

竹原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三原市 0 1 0 0 1 0 12 0 0 0 0 14

尾道市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福山市 7 19 0 0 0 0 40 0 0 0 0 66

府中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三次市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

庄原市 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6

大竹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東広島市 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14

廿日市市 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

安芸高田市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

江田島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広島県小計 18 164 16 0 2 0 52 0 2 4 0 258

山口県(市を除く） 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

下関市 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

宇部市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

山口市 3 9 0 0 0 0 8 0 0 9 0 29

萩市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

防府市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

下松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩国市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

光市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長門市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

柳井市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

美祢市 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

周南市 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

山陽小野田市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

山口県小計 11 38 0 0 0 0 8 0 0 9 0 66

徳島県(市を除く） 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12

徳島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳴門市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小松島市 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10

阿南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉野川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿波市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美馬市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

三好市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

徳島県小計 0 15 0 0 0 0 11 0 0 0 0 26

香川県(市を除く） 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

高松市 7 12 0 0 0 0 0 0 6 0 0 25

丸亀市 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4

坂出市 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

善通寺市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

観音寺市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

さぬき市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東かがわ市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

三豊市 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5

香川県小計 11 27 2 0 2 0 3 0 6 0 0 51

愛媛県(市を除く） 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

松山市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

今治市 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

宇和島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八幡浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新居浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西条市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大洲市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

伊予市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

四国中央市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西予市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東温市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛媛県小計 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
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高知県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高知市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

室戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安芸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南国市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

土佐市 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

須崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宿毛市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

土佐清水市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

四万十市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香美市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

高知県小計 1 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8

福岡県(市を除く） 9 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 34

北九州市 0 76 0 0 0 0 7 0 0 0 0 83

福岡市 0 64 0 0 1 0 0 0 20 0 0 85

大牟田市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

久留米市 5 11 0 0 0 0 6 0 0 0 0 22

直方市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

飯塚市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

田川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

柳川市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

八女市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

筑後市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大川市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

行橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊前市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

中間市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小郡市 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

筑紫野市 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

春日市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大野城市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

宗像市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

太宰府市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

古賀市 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

福津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うきは市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮若市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

嘉麻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

朝倉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

みやま市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

糸島市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

福岡県小計 19 214 0 0 3 0 13 0 20 0 0 269

佐賀県(市を除く） 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 24

佐賀市 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

唐津市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

鳥栖市 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6

多久市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊万里市 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

武雄市 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7

鹿島市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

小城市 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3

嬉野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神埼市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

佐賀県小計 0 35 21 0 3 0 1 0 0 0 0 60

長崎県(市を除く） 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

長崎市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

佐世保市 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

島原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

諫早市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大村市 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

平戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松浦市 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4

対馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

壱岐市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

五島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西海市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雲仙市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南島原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長崎県小計 1 25 2 0 3 0 0 0 0 0 0 31
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金属加工

機械

空気圧縮

機等

土石用破

砕機等

織　機

建設用

資材製

造機械

穀物用

製粉機

木材加

工機械

抄紙機 印刷機械

合成樹脂

用射出成

形機

 鋳型造

 型機

施設実数

地方公共

団体名

熊本県(市を除く） 14 57 0 0 0 0 2 0 0 0 0 73

熊本市 1 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 42

八代市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

人吉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

荒尾市 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82

水俣市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

玉名市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

山鹿市 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11

菊池市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

宇土市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上天草市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿蘇市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

天草市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

合志市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

熊本県小計 16 200 4 0 0 0 2 0 0 0 0 222

大分県(市を除く） 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

大分市 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

別府市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

中津市 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

日田市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

佐伯市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

臼杵市 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

津久見市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

竹田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊後高田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

杵築市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇佐市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

豊後大野市 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

由布市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国東市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大分県小計 17 59 0 0 1 0 0 0 0 0 0 77

宮崎県(市を除く） 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

宮崎市 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

都城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

延岡市 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

日南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小林市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

日向市 0 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0 18

串間市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

西都市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

えびの市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮崎県小計 3 57 0 0 0 0 2 0 0 0 0 62

－194－



金属加工

機械

空気圧縮

機等

土石用破

砕機等

織　機

建設用

資材製

造機械

穀物用

製粉機

木材加

工機械

抄紙機 印刷機械

合成樹脂

用射出成

形機

 鋳型造

 型機

施設実数

地方公共

団体名

鹿児島県(市を除く） 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

鹿児島市 1 49 2 0 0 0 1 0 0 0 0 53

鹿屋市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

枕崎市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

阿久根市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

出水市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

指宿市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西之表市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

垂水市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

薩摩川内市 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 5

日置市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

曽於市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

霧島市 0 12 0 0 0 0 28 0 0 0 0 40

いちき串木野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南さつま市 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

志布志市 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

奄美市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南九州市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊佐市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

姶良市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

鹿児島県小計 2 99 2 0 0 0 32 0 3 0 0 138

沖縄県(市を除く） 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

那覇市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

宜野湾市 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

石垣市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浦添市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

名護市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

糸満市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沖縄市 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11

豊見城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うるま市 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

宮古島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沖縄県小計 0 44 4 0 0 0 0 0 0 0 0 48

2,010 8,629 268 32 37 0 413 7 267 373 2 12,038

合計
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表１３−２　特定施設使用届出件数

表１３−２−１　工場等数

金属加工

機械

空気圧縮

機等

土石用破

砕機等

織　機

建設用

資材製

造機械

穀物用

製粉機

木材加

工機械

抄紙機 印刷機械

合成樹脂

用射出成

形機

 鋳型造

 型機

工場実数

北海道(市を除く） 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

札幌市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

函館市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小樽市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

旭川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

室蘭市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

釧路市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

帯広市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北見市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夕張市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩見沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

網走市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

留萌市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

苫小牧市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

稚内市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美唄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

芦別市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

江別市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤平市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

紋別市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

士別市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名寄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三笠市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

根室市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千歳市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

滝川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

砂川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

歌志内市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富良野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登別市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

恵庭市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊達市 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北広島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石狩市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北斗市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北海道小計 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

青森県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

青森市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

弘前市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

黒石市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

五所川原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

十和田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

むつ市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

つがる市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

青森県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩手県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

盛岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮古市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大船渡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

花巻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北上市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

久慈市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

遠野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一関市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

陸前高田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

釜石市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

二戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八幡平市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奥州市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

滝沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩手県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地方公共

団体名
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金属加工

機械

空気圧縮

機等

土石用破

砕機等

織　機

建設用

資材製

造機械

穀物用

製粉機

木材加

工機械

抄紙機 印刷機械

合成樹脂

用射出成

形機

 鋳型造

 型機

工場実数

地方公共

団体名

宮城県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

仙台市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石巻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

塩竈市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

気仙沼市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

白石市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

名取市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

角田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

多賀城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩沼市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登米市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

栗原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東松島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮城県小計 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

秋田県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秋田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

能代市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

横手市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大館市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

男鹿市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

湯沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿角市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

由利本荘市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

潟上市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大仙市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北秋田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

にかほ市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

仙北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秋田県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山形県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山形市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

米沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鶴岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

酒田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新庄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

寒河江市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

村山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

天童市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東根市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

尾花沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南陽市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山形県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福島県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

会津若松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

郡山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いわき市 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7

白河市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

須賀川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

喜多方市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

二本松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

田村市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南相馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊達市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福島県小計 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
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金属加工

機械

空気圧縮

機等

土石用破

砕機等

織　機

建設用

資材製

造機械

穀物用

製粉機

木材加

工機械

抄紙機 印刷機械

合成樹脂

用射出成

形機

 鋳型造

 型機

工場実数

地方公共

団体名

茨城県(市を除く） 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日立市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土浦市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

古河市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

龍ケ崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下妻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

常総市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

常陸太田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高萩市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北茨城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

笠間市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

取手市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

牛久市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

つくば市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ひたちなか市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿嶋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

潮来市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

常陸大宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

那珂市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

筑西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

坂東市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

稲敷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

かすみがうら市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

桜川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神栖市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

行方市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鉾田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

つくばみらい市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小美玉市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

茨城県小計 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

栃木県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇都宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

足利市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

栃木市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿沼市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日光市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

真岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大田原市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

矢板市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

那須塩原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

さくら市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

那須烏山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

栃木県小計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

群馬県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

前橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

桐生市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊勢崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

太田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沼田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

館林市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

渋川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

藤岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

みどり市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

群馬県小計 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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金属加工

機械

空気圧縮

機等

土石用破

砕機等

織　機

建設用

資材製

造機械

穀物用

製粉機

木材加

工機械

抄紙機 印刷機械

合成樹脂

用射出成

形機

 鋳型造

 型機

工場実数

地方公共

団体名

埼玉県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

さいたま市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

川越市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

熊谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

川口市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

行田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秩父市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

所沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯能市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

加須市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本庄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東松山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

春日部市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

狭山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽生市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鴻巣市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上尾市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

草加市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

越谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蕨市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

戸田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

入間市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

朝霞市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

志木市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和光市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新座市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

桶川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

久喜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北本市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八潮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富士見市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三郷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蓮田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

坂戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

幸手市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鶴ヶ島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日高市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉川市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ふじみ野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

白岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

埼玉県小計 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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千葉県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千葉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

銚子市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

船橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

館山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

木更津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

野田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

茂原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

成田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐倉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東金市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

旭市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

習志野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

柏市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

勝浦市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

流山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八千代市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

我孫子市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鴨川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鎌ケ谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

君津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浦安市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

四街道市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

袖ケ浦市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八街市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

印西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

白井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富里市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南房総市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

匝瑳市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香取市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山武市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いすみ市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大網白里市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千葉県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千代田区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中央区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

港区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新宿区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

文京区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

台東区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

墨田区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

江東区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

品川区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

目黒区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大田区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

世田谷区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

渋谷区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中野区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

杉並区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊島区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

荒川区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

板橋区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

練馬区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

足立区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

葛飾区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

江戸川区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八王子市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

立川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

武蔵野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三鷹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

青梅市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

府中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昭島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

調布市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

町田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小金井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小平市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東村山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国分寺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国立市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福生市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

狛江市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東大和市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

清瀬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東久留米市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

武蔵村山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

多摩市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

稲城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽村市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

あきる野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西東京市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東京都小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東京都(市・特別区

を除く）
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神奈川県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

横浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

川崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相模原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

横須賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平塚市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鎌倉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

藤沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

茅ヶ崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

逗子市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三浦市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秦野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厚木市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大和市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊勢原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

海老名市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

座間市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南足柄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

綾瀬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神奈川県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新潟県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新潟市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三条市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

柏崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新発田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小千谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

加茂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

十日町市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

見附市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

村上市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

燕市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

糸魚川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

妙高市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

五泉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上越市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿賀野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐渡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

魚沼市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南魚沼市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胎内市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新潟県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富山県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

魚津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

氷見市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

滑川市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

黒部市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

砺波市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小矢部市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南砺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

射水市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富山県小計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

石川県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

七尾市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

輪島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

珠洲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

加賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽咋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

かほく市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

白山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

能美市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

野々市市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石川県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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福井県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

敦賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

勝山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鯖江市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

あわら市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

越前市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

坂井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福井県小計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

山梨県(市を除く） 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

甲府市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富士吉田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

都留市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山梨市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大月市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

韮崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南アルプス市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北杜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

甲斐市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

笛吹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上野原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

甲州市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中央市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山梨県小計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

長野県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松本市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岡谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

諏訪市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

須坂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小諸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊那市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

駒ヶ根市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大町市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

茅野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

塩尻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐久市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千曲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東御市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安曇野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長野県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岐阜県(市を除く） 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

岐阜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大垣市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

多治見市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

関市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中津川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美濃市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

瑞浪市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

恵那市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美濃加茂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土岐市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

各務原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

可児市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山県市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

瑞穂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飛騨市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本巣市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

郡上市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下呂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

海津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岐阜県小計 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

－203－



金属加工

機械

空気圧縮

機等

土石用破

砕機等

織　機

建設用

資材製

造機械

穀物用

製粉機

木材加

工機械

抄紙機 印刷機械

合成樹脂

用射出成

形機

 鋳型造

 型機

工場実数

地方公共

団体名

静岡県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

静岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浜松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沼津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

熱海市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富士宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊東市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富士市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

磐田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

焼津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

掛川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

藤枝市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

御殿場市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

袋井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

裾野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

湖西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊豆市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

御前崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

菊川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊豆の国市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

牧之原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

静岡県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛知県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名古屋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岡崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

瀬戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

半田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

春日井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

碧南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

刈谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西尾市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蒲郡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

犬山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

常滑市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

江南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小牧市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

稲沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東海市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大府市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

知多市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

知立市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

尾張旭市 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0

高浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩倉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊明市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日進市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

田原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

清須市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北名古屋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

弥富市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

みよし市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

あま市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長久手市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛知県小計 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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三重県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

四日市市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊勢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松阪市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

桑名市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鈴鹿市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

尾鷲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

亀山市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳥羽市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

熊野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いなべ市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

志摩市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三重県小計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

滋賀県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

彦根市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

近江八幡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

草津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

栗東市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

甲賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

野洲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

湖南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高島市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東近江市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

米原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

滋賀県小計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

京都府(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

京都市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福知山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

舞鶴市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

綾部市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇治市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

亀岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

城陽市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

向日市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長岡京市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八幡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

京田辺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

京丹後市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南丹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

木津川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

京都府小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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工場実数

地方公共

団体名

大阪府(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大阪市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

堺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岸和田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

池田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吹田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

泉大津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高槻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

貝塚市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守口市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

枚方市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

茨木市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八尾市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

泉佐野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富田林市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

寝屋川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

河内長野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大東市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和泉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

箕面市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

柏原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽曳野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

門真市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

摂津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高石市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

藤井寺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東大阪市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

泉南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

四條畷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

交野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大阪狭山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阪南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大阪府小計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

兵庫県(市を除く） 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

神戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

姫路市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

尼崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

明石市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

洲本市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

芦屋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊丹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相生市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

加古川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤穂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西脇市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宝塚市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三木市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高砂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

川西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

加西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

篠山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

養父市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

丹波市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南あわじ市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

朝来市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

淡路市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宍粟市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

加東市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

たつの市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

兵庫県小計 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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 型機

工場実数

地方公共

団体名

奈良県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奈良市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大和高田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大和郡山市 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4

天理市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

橿原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

桜井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

五條市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

御所市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

生駒市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香芝市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

葛城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奈良県小計 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4

和歌山県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和歌山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

海南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

橋本市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

御坊市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

田辺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

紀の川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩出市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和歌山県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳥取県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳥取市 3 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

米子市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

倉吉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

境港市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳥取県小計 3 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

島根県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松江市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浜田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

出雲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

益田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安来市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

江津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雲南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島根県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岡山県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岡山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

倉敷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津山市 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

玉野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

笠岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

井原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総社市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高梁市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新見市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

備前市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

瀬戸内市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤磐市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

真庭市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美作市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浅口市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岡山県小計 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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広島県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

呉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

竹原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

尾道市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

府中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三次市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

庄原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大竹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東広島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廿日市市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安芸高田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

江田島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広島県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山口県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下関市 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7

宇部市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山口市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

萩市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

防府市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩国市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

光市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長門市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

柳井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美祢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

周南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山陽小野田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山口県小計 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7

徳島県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

徳島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳴門市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小松島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉野川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿波市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三好市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

徳島県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香川県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

丸亀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

坂出市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

善通寺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

観音寺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

さぬき市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東かがわ市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三豊市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香川県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛媛県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

今治市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇和島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八幡浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新居浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西条市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大洲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊予市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

四国中央市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西予市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東温市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛媛県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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高知県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高知市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

室戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安芸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南国市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土佐市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

須崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宿毛市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土佐清水市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

四万十市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香美市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高知県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福岡県(市を除く） 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北九州市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

福岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大牟田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

久留米市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

直方市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯塚市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

田川市 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

柳川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八女市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

筑後市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

行橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊前市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中間市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小郡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

筑紫野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

春日市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大野城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宗像市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

太宰府市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

古賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うきは市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮若市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

嘉麻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

朝倉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

みやま市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

糸島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福岡県小計 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1

佐賀県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

唐津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳥栖市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

多久市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊万里市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

武雄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

嬉野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神埼市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐賀県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長崎県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐世保市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

諫早市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大村市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松浦市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

対馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

壱岐市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

五島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西海市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雲仙市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南島原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長崎県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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熊本県(市を除く） 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

熊本市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八代市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

人吉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

荒尾市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水俣市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

玉名市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山鹿市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

菊池市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇土市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上天草市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿蘇市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

天草市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合志市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

熊本県小計 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

大分県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大分市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

別府市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐伯市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

臼杵市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津久見市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

竹田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊後高田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

杵築市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇佐市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊後大野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

由布市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国東市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大分県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮崎県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

都城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

延岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小林市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日向市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

串間市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西都市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

えびの市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮崎県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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鹿児島県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿児島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿屋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

枕崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿久根市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

出水市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

指宿市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西之表市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

垂水市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

薩摩川内市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日置市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

曽於市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

霧島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いちき串木野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南さつま市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

志布志市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奄美市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南九州市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊佐市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

姶良市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿児島県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沖縄県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

那覇市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宜野湾市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石垣市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浦添市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名護市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

糸満市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沖縄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊見城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うるま市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮古島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沖縄県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 53 8 0 3 0 2 0 0 2 0 35

合計
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表１３−２−２　施設数

金属加工

機械

空気圧縮

機等

土石用破

砕機等

織　機

建設用

資材製

造機械
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製粉機

木材加

工機械

抄紙機 印刷機械

合成樹脂

用射出成

形機

 鋳型造

 型機

施設実数

北海道(市を除く） 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

札幌市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

函館市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小樽市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

旭川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

室蘭市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

釧路市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

帯広市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北見市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夕張市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩見沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

網走市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

留萌市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

苫小牧市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

稚内市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美唄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

芦別市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

江別市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤平市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

紋別市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

士別市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名寄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三笠市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

根室市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千歳市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

滝川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

砂川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

歌志内市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富良野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登別市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

恵庭市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊達市 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

北広島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石狩市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北斗市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北海道小計 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

青森県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

青森市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

弘前市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

黒石市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

五所川原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

十和田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

むつ市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

つがる市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

青森県小計 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0

岩手県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

盛岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮古市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大船渡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

花巻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北上市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

久慈市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

遠野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一関市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

陸前高田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

釜石市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

二戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八幡平市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奥州市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

滝沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩手県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地方公共

団体名
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宮城県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

仙台市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石巻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

塩竈市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

気仙沼市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

白石市 13 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

名取市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

角田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

多賀城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩沼市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登米市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

栗原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東松島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮城県小計 13 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

秋田県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秋田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

能代市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

横手市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大館市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

男鹿市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

湯沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿角市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

由利本荘市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

潟上市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大仙市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北秋田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

にかほ市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

仙北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秋田県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山形県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山形市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

米沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鶴岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

酒田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新庄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

寒河江市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

村山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

天童市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東根市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

尾花沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南陽市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山形県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福島県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

会津若松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

郡山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いわき市 2 19 5 0 1 0 0 0 0 0 0 27

白河市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

須賀川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

喜多方市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

二本松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

田村市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南相馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊達市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福島県小計 2 19 5 0 1 0 0 0 0 0 0 27
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 型機
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茨城県(市を除く） 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

水戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日立市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土浦市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

古河市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

龍ケ崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下妻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

常総市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

常陸太田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高萩市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北茨城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

笠間市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

取手市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

牛久市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

つくば市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ひたちなか市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿嶋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

潮来市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

常陸大宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

那珂市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

筑西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

坂東市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

稲敷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

かすみがうら市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

桜川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神栖市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

行方市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鉾田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

つくばみらい市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小美玉市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

茨城県小計 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

栃木県(市を除く） 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4

宇都宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

足利市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

栃木市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿沼市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日光市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

真岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大田原市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

矢板市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

那須塩原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

さくら市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

那須烏山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

栃木県小計 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6

群馬県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

前橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

桐生市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊勢崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

太田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沼田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

館林市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

渋川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

藤岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

みどり市 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

群馬県小計 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
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埼玉県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

さいたま市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

川越市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

熊谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

川口市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

行田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秩父市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

所沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯能市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

加須市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

本庄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東松山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

春日部市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

狭山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽生市 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

鴻巣市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

深谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上尾市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

草加市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

越谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蕨市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

戸田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

入間市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

朝霞市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

志木市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和光市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新座市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

桶川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

久喜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北本市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八潮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富士見市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三郷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蓮田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

坂戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

幸手市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鶴ヶ島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日高市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉川市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

ふじみ野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

白岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

埼玉県小計 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
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千葉県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千葉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

銚子市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

船橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

館山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

木更津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

野田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

茂原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

成田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐倉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東金市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

旭市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

習志野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

柏市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

勝浦市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

流山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八千代市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

我孫子市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鴨川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鎌ケ谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

君津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浦安市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

四街道市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

袖ケ浦市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八街市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

印西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

白井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富里市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南房総市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

匝瑳市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香取市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山武市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いすみ市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大網白里市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千葉県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千代田区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中央区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

港区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新宿区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

文京区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

台東区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

墨田区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

江東区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

品川区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

目黒区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大田区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

世田谷区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

渋谷区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中野区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

杉並区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊島区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

荒川区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

板橋区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

練馬区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

足立区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

葛飾区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

江戸川区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八王子市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

立川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

武蔵野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三鷹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

青梅市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

府中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昭島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

調布市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

町田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小金井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小平市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東村山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国分寺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国立市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福生市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

狛江市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東大和市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

清瀬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東久留米市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

武蔵村山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

多摩市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

稲城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽村市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

あきる野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西東京市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東京都小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東京都(市・特別区

を除く）
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神奈川県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

横浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

川崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相模原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

横須賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平塚市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鎌倉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

藤沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小田原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

茅ヶ崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

逗子市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三浦市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

秦野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厚木市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大和市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊勢原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

海老名市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

座間市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南足柄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

綾瀬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神奈川県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新潟県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新潟市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三条市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

柏崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新発田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小千谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

加茂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

十日町市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

見附市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

村上市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

燕市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

糸魚川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

妙高市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

五泉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上越市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿賀野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐渡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

魚沼市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南魚沼市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胎内市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新潟県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富山県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

魚津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

氷見市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

滑川市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

黒部市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

砺波市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小矢部市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南砺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

射水市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富山県小計 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

石川県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

七尾市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

輪島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

珠洲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

加賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽咋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

かほく市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

白山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

能美市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

野々市市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石川県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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福井県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

敦賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

勝山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鯖江市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

あわら市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

越前市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

坂井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福井県小計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

山梨県(市を除く） 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

甲府市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富士吉田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

都留市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山梨市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大月市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

韮崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南アルプス市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北杜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

甲斐市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

笛吹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上野原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

甲州市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中央市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山梨県小計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

長野県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松本市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岡谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

諏訪市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

須坂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小諸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊那市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

駒ヶ根市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大町市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

茅野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

塩尻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐久市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千曲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東御市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安曇野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長野県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岐阜県(市を除く） 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14

岐阜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大垣市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

多治見市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

関市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中津川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美濃市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

瑞浪市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

恵那市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美濃加茂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土岐市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

各務原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

可児市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山県市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

瑞穂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飛騨市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本巣市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

郡上市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下呂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

海津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岐阜県小計 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
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静岡県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

静岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浜松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沼津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

熱海市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富士宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊東市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富士市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

磐田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

焼津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

掛川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

藤枝市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

御殿場市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

袋井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下田市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

裾野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

湖西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊豆市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

御前崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

菊川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊豆の国市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

牧之原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

静岡県小計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

愛知県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名古屋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岡崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

瀬戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

半田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

春日井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

碧南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

刈谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西尾市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

蒲郡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

犬山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

常滑市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

江南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小牧市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

稲沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東海市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大府市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

知多市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

知立市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

尾張旭市 7 20 3 0 0 0 1 0 0 0 2 33

高浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩倉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊明市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日進市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

田原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

清須市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北名古屋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

弥富市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

みよし市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

あま市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長久手市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛知県小計 7 21 3 0 0 0 1 0 0 0 2 34
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三重県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

四日市市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊勢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松阪市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

桑名市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鈴鹿市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名張市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

尾鷲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

亀山市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

鳥羽市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

熊野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いなべ市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

志摩市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三重県小計 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

滋賀県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

彦根市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

近江八幡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

草津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

栗東市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

甲賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

野洲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

湖南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高島市 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

東近江市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

米原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

滋賀県小計 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

京都府(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

京都市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福知山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

舞鶴市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

綾部市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇治市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

亀岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

城陽市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

向日市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長岡京市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八幡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

京田辺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

京丹後市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南丹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

木津川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

京都府小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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大阪府(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大阪市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

堺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岸和田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

池田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吹田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

泉大津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高槻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

貝塚市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

守口市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

枚方市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

茨木市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八尾市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

泉佐野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富田林市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

寝屋川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

河内長野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大東市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和泉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

箕面市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

柏原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

羽曳野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

門真市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

摂津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高石市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

藤井寺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東大阪市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

泉南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

四條畷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

交野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大阪狭山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阪南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大阪府小計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

兵庫県(市を除く） 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

神戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

姫路市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

尼崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

明石市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

洲本市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

芦屋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊丹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相生市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

加古川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤穂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西脇市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宝塚市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三木市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高砂市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

川西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

加西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

篠山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

養父市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

丹波市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南あわじ市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

朝来市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

淡路市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宍粟市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

加東市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

たつの市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

兵庫県小計 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
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奈良県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奈良市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大和高田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大和郡山市 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 0 8

天理市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

橿原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

桜井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

五條市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

御所市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

生駒市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香芝市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

葛城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇陀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奈良県小計 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 0 8

和歌山県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和歌山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

海南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

橋本市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

御坊市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

田辺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

紀の川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩出市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和歌山県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳥取県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳥取市 71 19 0 0 1 0 0 0 0 16 0 107

米子市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

倉吉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

境港市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳥取県小計 71 19 0 0 1 0 0 0 0 16 0 107

島根県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松江市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浜田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

出雲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

益田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安来市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

江津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雲南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島根県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岡山県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岡山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

倉敷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津山市 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

玉野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

笠岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

井原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総社市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高梁市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新見市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

備前市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

瀬戸内市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤磐市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

真庭市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美作市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浅口市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岡山県小計 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
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広島県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

呉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

竹原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

尾道市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

府中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三次市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

庄原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大竹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東広島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廿日市市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安芸高田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

江田島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広島県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山口県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下関市 21 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0 36

宇部市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山口市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

萩市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

防府市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

下松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岩国市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

光市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長門市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

柳井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美祢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

周南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山陽小野田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山口県小計 21 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0 36

徳島県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

徳島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳴門市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小松島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉野川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿波市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三好市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

徳島県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香川県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

丸亀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

坂出市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

善通寺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

観音寺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

さぬき市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東かがわ市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

三豊市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香川県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛媛県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

今治市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇和島市 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

八幡浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新居浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西条市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大洲市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊予市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

四国中央市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西予市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東温市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛媛県小計 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
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高知県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高知市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

室戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

安芸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南国市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土佐市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

須崎市 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

宿毛市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土佐清水市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

四万十市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

香美市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高知県小計 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

福岡県(市を除く） 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

北九州市 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

福岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大牟田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

久留米市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

直方市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飯塚市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

田川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

柳川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八女市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

筑後市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

行橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊前市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中間市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小郡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

筑紫野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

春日市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大野城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宗像市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

太宰府市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

古賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うきは市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮若市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

嘉麻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

朝倉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

みやま市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

糸島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福岡県小計 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

佐賀県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

唐津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鳥栖市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

多久市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊万里市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

武雄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

嬉野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

神埼市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐賀県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長崎県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐世保市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

島原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

諫早市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大村市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

松浦市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

対馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

壱岐市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

五島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西海市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雲仙市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南島原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長崎県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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熊本県(市を除く） 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

熊本市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

八代市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

人吉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

荒尾市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水俣市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

玉名市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山鹿市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

菊池市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇土市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上天草市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿蘇市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

天草市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合志市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

熊本県小計 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

大分県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大分市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

別府市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐伯市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

臼杵市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津久見市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

竹田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊後高田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

杵築市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宇佐市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊後大野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

由布市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国東市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大分県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮崎県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

都城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

延岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日南市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小林市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日向市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

串間市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西都市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

えびの市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮崎県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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鹿児島県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿児島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿屋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

枕崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

阿久根市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

出水市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

指宿市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西之表市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

垂水市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

薩摩川内市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日置市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

曽於市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

霧島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いちき串木野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南さつま市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

志布志市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奄美市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南九州市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

伊佐市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

姶良市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿児島県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沖縄県(市を除く） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

那覇市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宜野湾市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

石垣市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浦添市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

名護市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

糸満市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沖縄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豊見城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うるま市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮古島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

南城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

沖縄県小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 194 24 0 3 0 5 0 0 21 2 369

合計
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